
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号

基
準
器
検
査
規
則

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
五
章
第
四
節
、
第
百
六
十
条
及
び
第
百
六
十
七
条
並
び
に
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
計
量
法

第
百
六
十
一
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
基
準
器
検
査
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則

第
一
節
　
通
則
（
第
一
条―

第
五
条
）

第
二
節
　
申
請
等
（
第
六
条―

第
八
条
）

第
三
節
　
基
準
器
検
査
の
合
格
条
件
（
第
九
条―

第
十
八
条
）

第
四
節
　
基
準
器
検
査
証
印
（
第
十
九
条―

第
二
十
二
条
）

第
五
節
　
雑
則
（
第
二
十
三
条―

第
二
十
八
条
の
二
）

第
二
章
　
長
さ
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
巻
尺
（
第
二
十
九
条―

第
三
十
四
条
）

第
二
款
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
第
三
十
五
条―

第
三
十
八
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
三
十
九
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
基
準
巻
尺
（
第
四
十
条―

第
四
十
四
条
）

第
二
款
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
第
四
十
五
条―

第
四
十
七
条
）

第
三
章
　
質
量
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則
（
第
四
十
八
条―

第
六
十
六
条
）

第
二
款
　
基
準
天
び
ん
等
（
第
六
十
七
条―

第
七
十
五
条
）

第
三
款
　
基
準
台
手
動
は
か
り
（
第
七
十
六
条―

第
八
十
二
条
）

第
四
款
　
基
準
分
銅
（
第
八
十
三
条―

第
九
十
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
九
十
一
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
通
則
（
第
九
十
二
条―

第
九
十
八
条
）

第
二
款
　
基
準
天
び
ん
（
第
九
十
九
条―

第
百
二
条
）

第
三
款
　
基
準
台
手
動
は
か
り
（
第
百
三
条―

第
百
九
条
）

第
四
款
　
基
準
分
銅
（
第
百
十
条
）

第
四
章
　
温
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則
（
第
百
十
一
条―

第
百
十
六
条
）

第
二
款
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
（
第
百
十
七
条―

第
百
三
十
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
百
三
十
一
条―

第
百
三
十
三
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
百
三
十
四
条―

第
百
四
十
七
条
）

第
五
章
　
面
積
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
百
四
十
八
条―

第
百
五
十
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
百
五
十
一
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
百
五
十
二
条―

第
百
五
十
四
条
）

第
六
章
　
体
積
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
（
第
百
五
十
五
条―

第
百
六
十
二
条
）

第
二
款
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
第
百
六
十
三
条―

第
百
八
十
二
条
）

第
三
款
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
（
第
百
八
十
三
条―

第
百
九
十
一
条
）
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第
四
款
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
第
百
九
十
二
条―

第
二
百
二
条
）

第
五
款
　
基
準
タ
ン
ク
（
第
二
百
三
条―

第
二
百
十
五
条
）

第
六
款
　
基
準
体
積
管
（
第
二
百
十
六
条―

第
二
百
二
十
六
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
二
百
二
十
七
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
（
第
二
百
二
十
八
条―

第
二
百
三
十
三
条
）

第
二
款
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
三
十
四
条―

第
二
百
四
十
二
条
）

第
三
款
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
四
十
三
条―

第
二
百
四
十
七
条
）

第
四
款
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
（
第
二
百
四
十
八
条―

第
二
百
五
十
三
条
）

第
五
款
　
基
準
タ
ン
ク
（
第
二
百
五
十
四
条―

第
二
百
五
十
七
条
）

第
六
款
　
基
準
体
積
管
（
第
二
百
五
十
八
条―

第
二
百
六
十
一
条
）

第
七
章
　
密
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則
（
第
二
百
六
十
二
条―

第
二
百
七
十
一
条
）

第
二
款
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
（
第
二
百
七
十
二
条
・
第
二
百
七
十
三
条
）

第
三
款
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
（
第
二
百
七
十
四
条―

第
二
百
七
十
八
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
二
百
七
十
九
条
・
第
二
百
八
十
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
二
百
八
十
一
条―

第
二
百
八
十
七
条
）

第
八
章
　
圧
力
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
（
第
二
百
八
十
八
条―
第
二
百
九
十
六
条
）

第
二
款
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
第
二
百
九
十
七
条―

第
三
百
九
条
）

第
三
款
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
（
第
三
百
九
条
の
二
・
第
三
百
九
条
の
三
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
三
百
十
条―

第
三
百
十
一
条
の
二
）

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
通
則
（
第
三
百
十
二
条
）

第
二
款
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
（
第
三
百
十
三
条
・
第
三
百
十
四
条
）

第
三
款
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
第
三
百
十
五
条―

第
三
百
十
七
条
）

第
四
款
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
（
第
三
百
十
七
条
の
二
・
第
三
百
十
七
条
の
三
）

第
九
章
　
削
除

第
十
章
　
電
気
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
電
流
計
等
（
第
三
百
三
十
条―

第
三
百
三
十
五
条
）

第
二
款
　
基
準
電
圧
発
生
器
（
第
三
百
三
十
六
条―

第
三
百
三
十
八
条
）

第
三
款
　
基
準
抵
抗
器
（
第
三
百
三
十
九
条―

第
三
百
四
十
三
条
）

第
四
款
　
基
準
電
力
量
計
（
第
三
百
四
十
四
条―

第
三
百
五
十
一
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
三
百
五
十
二
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
基
準
電
流
計
等
（
第
三
百
五
十
三
条―

第
三
百
五
十
九
条
）

第
二
款
　
基
準
電
圧
発
生
器
（
第
三
百
六
十
条―

第
三
百
六
十
二
条
）

第
三
款
　
基
準
抵
抗
器
（
第
三
百
六
十
三
条―

第
三
百
六
十
六
条
）

第
四
款
　
基
準
電
力
量
計
（
第
三
百
六
十
七
条―

第
三
百
七
十
五
条
）

第
十
一
章
　
照
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
七
十
六
条―

第
三
百
七
十
八
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
三
百
七
十
九
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
三
百
八
十
条
）
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第
十
二
章
　
騒
音
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
八
十
一
条―

第
三
百
八
十
三
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
三
百
八
十
四
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
三
百
八
十
五
条―

第
三
百
八
十
八
条
）

第
十
三
章
　
振
動
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
八
十
九
条―

第
三
百
九
十
二
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
三
百
九
十
三
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
三
百
九
十
四
条
・
第
三
百
九
十
五
条
）

第
十
四
章
　
濃
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
百
九
十
六
条―

第
四
百
六
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
四
百
七
条
・
第
四
百
八
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
四
百
九
条―

第
四
百
十
四
条
）

第
十
五
章
　
比
重
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則
（
第
四
百
十
五
条―
第
四
百
二
十
四
条
）

第
二
款
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
（
第
四
百
二
十
五
条
）

第
三
款
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
（
第
四
百
二
十
六
条
）

第
二
節
　
基
準
器
公
差
（
第
四
百
二
十
七
条
・
第
四
百
二
十
八
条
）

第
三
節
　
検
査
方
法
（
第
四
百
二
十
九
条―

第
四
百
三
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

第
一
節
　
通
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
こ
の
省
令
に
特
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
計
量
法
関
係
政
令
及
び
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通

商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
基
準
器
を
用
い
る
計
量
器
の
検
査
及
び
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
二
条
　
法
第
百
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
法
第
百
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

計
量
器
の
検
査

基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

定
期
検
査

都
道
府
県
知
事
、
特
定
市
町
村
の
長
又
は
指
定
定
期
検
査
機
関

法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
製
造
事
業
者
の
検
査

届
出
製
造
事
業
者

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
製
造
事
業
者
又
は
届
出
修
理
事
業
者
の
検
査

届
出
製
造
事
業
者
又
は
届
出
修
理
事
業
者

法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
六
十
九
条
第
一
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
殊
容
器
の
検
査

特
殊
容
器
の
指
定
製
造
者
（
指
定
外
国
製
造
者
を
含
む
。
）

検
定

都
道
府
県
知
事
、
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
、
日
本
電
気

計
器
検
定
所
又
は
指
定
検
定
機
関

変
成
器
付
電
気
計
器
検
査

研
究
所
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
指
定
検
定
機
関

装
置
検
査

都
道
府
県
知
事

法
第
九
十
五
条
第
二
項
（
法
第
百
一
条
第
三
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
製
造
事
業
者
の
検
査

指
定
製
造
事
業
者
（
指
定
外
国
製
造
事
業
者
及
び
法
第
百
一
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
製
造

事
業
者
を
含
む
。
）

都
道
府
県
知
事
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査

研
究
所
、
都
道
府
県
知
事
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所

計
量
証
明
検
査

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関

法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
、
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
、
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
、
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
検
査

都
道
府
県
知
事
、
研
究
所
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
特
定
市
町
村
の
長

法
第
十
九
条
第
二
項
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
、
法
第
百
十
六
条
第
二
項
、
法
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
法
第
百
二
十
八
条

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
計
量
士
が
行
う
検
査

計
量
士

２
　
前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
代
理
人
に
よ
り
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
の
種
類
）

第
三
条
　
法
第
百
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
象
の
状
態
の
量
を
計
る
た
め
の
計
量
器
と
す
る
。

一
　
長
さ
、
質
量
、
電
流
、
温
度
、
面
積
、
体
積
、
密
度
、
圧
力
、
電
圧
、
電
気
抵
抗
、
電
力
量
、
照
度
、
音
圧
レ
ベ
ル
、
振
動
加
速
度
レ
ベ
ル
及
び
濃
度

二
　
比
重

（
基
準
器
の
種
類
）

第
四
条
　
基
準
器
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
長
さ
基
準
器

イ
　
基
準
巻
尺

ロ
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

二
　
質
量
基
準
器

イ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
は
か
り

（１）
　
基
準
手
動
天
び
ん

（２）
　
基
準
台
手
動
は
か
り

（３）
　
基
準
直
示
天
び
ん

ロ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
分
銅

（１）
　
特
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
分
銅
（
以
下
「
特
級
基
準
分
銅
」
と
い
う
。
）

（２）
　
一
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
分
銅
（
以
下
「
一
級
基
準
分
銅
」
と
い
う
。
）

（３）
　
二
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
分
銅
（
以
下
「
二
級
基
準
分
銅
」
と
い
う
。
）

（４）
　
三
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
分
銅
（
以
下
「
三
級
基
準
分
銅
」
と
い
う
。
）

三
　
温
度
基
準
器

イ
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

四
　
面
積
基
準
器

イ
　
基
準
面
積
板

五
　
体
積
基
準
器

イ
　
基
準
フ
ラ
ス
コ

ロ
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト

ハ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
積
算
体
積
計

（１）
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

（２）
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー

（３）
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー

ニ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
タ
ン
ク

（１）
　
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク

（２）
　
液
体
タ
ン
ク
用
基
準
タ
ン
ク

ホ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
体
積
管

（１）
　
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管

（イ）
　
液
中
に
沈
降
さ
せ
た
浮
鐘
内
の
体
積
を
計
量
し
な
が
ら
排
出
さ
せ
る
も
の
（
以
下
「
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
」
と
い
う
。
）

（ロ）
　
管
内
を
移
動
す
る
ピ
ス
ト
ン
状
の
運
動
子
に
よ
り
管
内
の
体
積
を
計
量
し
な
が
ら
排
出
又
は
注
入
さ
せ
る
も
の
（
以
下
「
基
準
ピ
ス
ト
ン
プ
ル
ー
バ
ー
」
と
い
う
。
）

（２）
　
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管

（イ）
　
管
内
を
移
動
す
る
球
状
の
運
動
子
に
よ
り
管
内
の
体
積
を
計
量
し
な
が
ら
排
出
又
は
注
入
さ
せ
る
も
の
（
以
下
「
基
準
パ
イ
プ
プ
ル
ー
バ
ー
」
と
い
う
。
）

（ロ）
　
基
準
ピ
ス
ト
ン
プ
ル
ー
バ
ー
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六
　
密
度
基
準
器

イ
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う

ロ
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

七
　
圧
力
基
準
器

イ
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計

ロ
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計

ハ
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

八
　
削
除

九
　
電
流
、
電
圧
、
電
気
抵
抗
及
び
電
力
量
に
係
る
基
準
器
（
以
下
「
電
気
基
準
器
」
と
い
う
。
）

イ
　
基
準
電
流
計

ロ
　
基
準
電
圧
計

ハ
　
基
準
電
圧
発
生
器

ニ
　
基
準
抵
抗
器

ホ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
電
力
量
計

（１）
　
一
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
電
力
量
計
（
以
下
「
一
級
基
準
電
力
量
計
」
と
い
う
。
）

（２）
　
二
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
電
力
量
計
（
以
下
「
二
級
基
準
電
力
量
計
」
と
い
う
。
）

（３）
　
三
級
で
あ
る
旨
の
表
記
の
あ
る
基
準
電
力
量
計
（
以
下
「
三
級
基
準
電
力
量
計
」
と
い
う
。
）

十
　
照
度
基
準
器

イ
　
単
平
面
型
基
準
電
球

十
一
　
騒
音
基
準
器

イ
　
基
準
静
電
型
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

十
二
　
振
動
基
準
器

イ
　
基
準
サ
ー
ボ
式
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

十
三
　
濃
度
基
準
器

イ
　
基
準
酒
精
度
浮
ひ
ょ
う

十
四
　
比
重
基
準
器

イ
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う

ロ
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う

（
都
道
府
県
知
事
及
び
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
の
種
類
）

第
五
条
　
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
量
器
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
研
究
所
が
検
定
又
は
基
準
器
検
査
に

用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
長
さ
計
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

二
　
質
量
計
　
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
基
準
手
動
天
び
ん
又
は
基
準
直
示
天
び
ん
で
あ
っ
て
目
量
又
は
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
四
千
分
の
一
以
上
の
も
の
、
ひ
ょ
う
量
が
五
ト
ン
以
下
の
基
準
台
手
動
は
か
り
で
あ
っ
て
目
量
又
は

感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分
の
一
以
上
の
も
の
、
一
級
基
準
分
銅
、
二
級
基
準
分
銅
及
び
三
級
基
準
分
銅

三
　
体
積
計
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
う
ち
計
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
体
積
が
計
量
室
の
一
回
転
に
つ
き
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
湿
式
の
も
の
、
全
量
が
千
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
（
最
少
測
定
量
の
二

百
分
の
一
の
量
に
よ
る
液
面
の
位
置
の
変
化
が
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
水
道
メ
ー
タ
ー
、
温
水
メ
ー
タ
ー
又
は
積
算
熱
量
計
の
検
査
に
用
い
る
も
の
及
び
全
量
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
液
体
メ
ー

タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
検
査
に
用
い
る
も
の

２
　
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
の
種
類
は
、
電
気
基
準
器
及
び
照
度
基
準
器
に
係
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
申
請
等

（
基
準
器
検
査
の
申
請
）

第
六
条
　
基
準
器
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
、
研
究
所
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
（
以
下
「
検
査
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
代
理
人
に
よ
り
基
準
器
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
様
式
第
二
に
よ
る
そ
の
権
限
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
計
量
器
が
法
第
百
三
条
第
一
項
各
号
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
検
査
機
関
等
が
行
う
前
項
の
書
面
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
の
基
準
器
検
査
の
方
法
は
、
当
該
書
面
の
審
査
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
登
録
事
業
者
が
交
付
し
た
計
量
器
の
校
正
に
係
る
同
項
の
証
明
書
（
当
該
発
行
か
ら
三
十
日
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
の
提
出
）

第
七
条
　
基
準
器
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
を
検
査
機
関
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
に
お
い
て
検
査
機
関
等
が
指

定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
基
準
器
検
査
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
基
準
器
検
査
の
申
請
を
し
た
者
は
、
基
準
器
検
査
を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
を
直
ち
に
基
準
器
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
器
検
査
を
受
け
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
計
量
器
は
、
修
理
、
加
工
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
そ
の
現
状
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
出
張
基
準
器
検
査
の
旅
費
等
）

第
八
条
　
研
究
所
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
は
、
そ
の
指
定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
で
基
準
器
検
査
を
受
け
る
者
に
対
し
、
こ
れ
を
行
う
の
に
要
す
る
職
員
の
旅
費
及
び
検
査
用
具
を
運
搬
す
る
の
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
金
額

を
支
払
う
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節
　
基
準
器
検
査
の
合
格
条
件

（
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
九
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
次
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
ほ
か
、
第
二
章
か
ら
第
十
五
章
ま
で
の
各
章
の
構
造

に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
節
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
表
記
等
）

第
十
条
　
基
準
器
の
表
記
及
び
目
盛
標
識
（
以
下
「
表
記
等
」
と
い
う
。
）
は
、
容
易
に
消
滅
す
る
も
の
、
不
鮮
明
な
も
の
又
は
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
器
の
表
記
等
に
は
、
誤
記
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
器
の
表
記
等
は
、
そ
の
性
能
を
妨
げ
る
部
分
に
付
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
器
の
表
記
等
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ
の
器
物
番
号
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
基
準
器
（
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
を
除
く
。
）
の
表
示
機
構
に
は
、
そ
の
計
量
値
の
計
量
単
位
又
は
そ
の
記
号
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
量
単
位
）

第
十
一
条
　
基
準
器
に
は
、
法
定
計
量
単
位
及
び
計
量
単
位
規
則
（
平
成
四
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
。
以
下
「
単
位
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
計
量
単
位
（
以
下
「
法
定
計
量
単
位
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
計
量
単

位
に
よ
る
表
記
等
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
器
に
表
記
さ
れ
て
い
る
法
定
計
量
単
位
等
の
記
号
は
、
単
位
規
則
第
二
条
に
定
め
る
も
の
を
標
準
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
番
号
）

第
十
二
条
　
基
準
器
の
重
要
な
部
分
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
有
す
る
基
準
器
及
び
当
該
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
は
、
合
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
十
三
条
　
基
準
器
の
材
料
の
材
質
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
摩
耗
、
変
質
、
変
形
又
は
破
損
に
よ
り
、
そ
の
性
能
及
び
器
差
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
複
数
の
表
示
機
構
）

第
十
四
条
　
複
数
の
表
示
機
構
が
あ
る
基
準
器
は
、
い
ず
れ
の
表
示
機
構
も
基
準
器
検
査
に
不
合
格
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
器
差
の
基
準
）

第
十
五
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
章
か
ら
第
十
五
章
ま
で
の
各
章
の
基
準
器
公
差
の
節
に
、
基
準
器
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
器
差
の
絶
対
値
（
以
下
「
基
準
器
公
差
」
と

い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
登
録
事
業
者
が
交
付
し
た
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
測
定
結
果
の
う
ち
計
量
器
の
表
示
す
る
物

象
の
状
態
の
量
と
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
計
量
器
が
現
示
す
る
計
量
器
の
標
準
と
な
る
特
定
の
物
象
の
状
態
の
量
と
の
差
が
前
項
の
基
準
器
公
差
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
測

定
の
不
確
か
さ
が
基
準
器
公
差
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
構
造
検
査
の
方
法
）

第
十
六
条
　
法
第
百
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
二
章
か
ら
第
十
五
章
ま
で
の
各
章
の
検
査
方
法
の
節
に
規
定
す
る
方
法
及
び
目
視
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な
方
法
と
す
る
。

２
　
基
準
器
検
査
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
を
分
解
し
て
、
又
は
当
該
計
量
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
部
品
若
し
く
は
材
料
と
同
一
の
形
状
若
し
く
は
材
質
を
有
す
る
部
品
若
し
く
は
材

料
の
提
出
を
求
め
て
、
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
十
七
条
　
法
第
百
三
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
二
章
か
ら
第
十
五
章
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
そ
の
基
準
器
検
査
を
行
う
計
量
器
の
表
示
す
る
物
象
の
状

態
の
量
と
、
研
究
所
が
行
う
基
準
器
検
査
に
あ
っ
て
は
特
定
標
準
器
等
を
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
基
準
器
検
査
に
あ
っ
て
は
基
準
器
を
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
に
あ
っ
て
は
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
を

用
い
て
表
示
さ
れ
る
物
象
の
状
態
の
量
と
の
差
を
測
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
及
び
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準
器
検
査
に
用
い
る
基
準
器
）

第
十
八
条
　
都
道
府
県
知
事
が
行
う
基
準
器
検
査
に
用
い
る
基
準
器
は
、
次
の
表
の
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
に
係
る
基
準
器
検
査
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
基
準

器
検
査
に
用
い
る
基
準
器
は
、
次
の
表
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
に
係
る
基
準
器
検
査
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

表
の
一
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タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

基
準
巻
尺

基
準
は
か
り

一
級
基
準
分
銅
、
二
級
基
準
分
銅
又
は
三
級
基
準
分
銅

一
級
基
準
分
銅

特
級
基
準
分
銅
及
び
基
準
は
か
り
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り

二
級
基
準
分
銅

特
級
基
準
分
銅
又
は
一
級
基
準
分
銅
及
び
基
準
は
か
り
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り

三
級
基
準
分
銅

特
級
基
準
分
銅
、
一
級
基
準
分
銅
又
は
二
級
基
準
分
銅
及
び
基
準
は
か
り
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
非
自
動
は
か
り

面
積
基
準
器

基
準
巻
尺

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管

液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク

基
準
フ
ラ
ス
コ
又
は
液
体
タ
ン
ク
用
基
準
タ
ン
ク
の
い
ず
れ
か
及
び
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト

表
の
二

基
準
電
流
計
及
び
基
準
電
圧
計

基
準
電
圧
発
生
器
及
び
基
準
抵
抗
器

二
級
基
準
電
力
量
計
及
び
三
級
基
準
電
力
量
計

一
級
基
準
電
力
量
計

第
四
節
　
基
準
器
検
査
証
印

（
基
準
器
検
査
証
印
）

第
十
九
条
　
法
第
百
四
条
第
一
項
の
基
準
器
検
査
証
印
の
形
状
及
び
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
面
積
基
準
器
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種
類
は
、
ス
タ
ン
プ
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

形
状

種
類

打
ち
込
み
印

押
し
込
み
印

す
り
付
け
印

は
り
付
け
印

一
辺
の
長
さ
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の
一
辺
の
長
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の

一
辺
の
長
さ
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の
一
辺
の
長
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の

一
辺
の
長
さ
が
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の
一
辺
の
長
さ
が
二
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の

も
の

一
辺
の
長
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の
一
辺
の
長
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の

一
辺
の
長
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の
　

　

一
辺
の
長
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の

（
基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
部
分
）

第
二
十
条
　
基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
基
準
器
の
部
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
長
さ
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

イ
　
基
準
巻
尺
に
つ
い
て
は
、
零
を
表
す
目
盛
線
に
近
接
し
た
部
分

ロ
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
器
物
番
号
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

二
　
質
量
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

イ
　
基
準
手
動
天
び
ん
に
つ
い
て
は
、
支
柱
の
正
面
又
は
台
の
上
面

ロ
　
基
準
台
手
動
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

（１）
　
目
盛
さ
お
の
末
端
又
は
目
盛
板

（２）
　
質
量
を
表
す
目
盛
標
識
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
お
の
中
央
部

（３）
　
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
五
千
分
の
一
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
感
量
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

ハ
　
基
準
直
示
天
び
ん
に
つ
い
て
は
、
感
量
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

ニ
　
基
準
分
銅
に
つ
い
て
は
、
上
面
又
は
側
面
（
特
級
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
、
収
納
す
る
容
器
の
見
や
す
い
箇
所
）

三
　
温
度
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
上
端
付
近

四
　
面
積
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
表
す
面
積
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

五
　
体
積
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

イ
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
及
び
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
全
量
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

ロ
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
及
び
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
器
物
番
号
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分
又
は
外
箱

ハ
　
基
準
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

（１）
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
が
あ
る
基
準
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
全
量
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

（２）
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
が
な
い
基
準
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
全
量
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分
及
び
体
積
調
整
装
置
の
任
意
の
箇
所

ニ
　
基
準
体
積
管
に
つ
い
て
は
、
全
量
の
表
記
が
あ
る
部
分
に
近
接
し
た
部
分

六
　
密
度
基
準
器
、
濃
度
基
準
器
及
び
比
重
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
胴
部
又
は
目
盛
線
の
上
部
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七
　
圧
力
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
部
分

イ
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
に
つ
い
て
は
、
目
盛
面

ロ
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所
及
び
重
錘
の
任
意
の
箇
所

ハ
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
見
や
す
い
箇
所

八
　
電
気
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
外
箱
又
は
本
体
に
緊
着
し
た
物
体

九
　
照
度
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
外
箱
又
は
ガ
ラ
ス
球
の
口
金
に
近
い
部
分

十
　
振
動
基
準
器
及
び
騒
音
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
外
箱

２
　
基
準
器
の
構
造
上
前
項
各
号
に
掲
げ
る
部
分
に
基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
基
準
器
検
査
証
印
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
基
準
器
検
査
証
印
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
既
に
付
さ
れ
て
い
る
基
準
器
検
査
証
印
を
も
っ
て
基
準
器
検
査
証
印
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
）

第
二
十
一
条
　
法
第
百
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

基
準
器
の
種
類

有
効
期
間

一
　
長
さ
基
準
器

　

イ
　
基
準
巻
尺

五
年

ロ
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

四
年

二
　
質
量
基
準
器

　

イ
　
鋳
鉄
製
又
は
軟
鋼
製
の
基
準
分
銅

一
年

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
以
外
の
基
準
分
銅
（
特
級
基
準
分
銅
を
除
く
。
）

五
年

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

三
年

三
　
温
度
基
準
器

五
年

四
　
面
積
基
準
器

三
年

五
　
体
積
基
準
器

　

イ
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
及
び
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト

十
年

ロ
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
及
び
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー

二
年

ハ
　
基
準
タ
ン
ク
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管

五
年

ニ
　
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
水
道
メ
ー
タ
ー
、
温
水
メ
ー
タ
ー
又
は
積
算
熱
量
計
の
検
定
に
用
い
る
も
の

八
年

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

三
年

六
　
密
度
基
準
器

　

イ
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う

八
年

ロ
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

三
年

七
　
圧
力
基
準
器

イ
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
及
び
基
準
重
錘
型
圧
力
計

四
年

ロ
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

一
年

八
　
電
気
基
準
器

　

イ
　
基
準
電
流
計
、
基
準
電
圧
計
及
び
三
級
基
準
電
力
量
計

六
月

ロ
　
基
準
電
圧
発
生
器
、
基
準
抵
抗
器
、
一
級
基
準
電
力
量
計
及
び
二
級
基
準
電
力
量
計

一
年

九
　
照
度
基
準
器

五
年

十
　
騒
音
基
準
器

二
年

十
一
　
振
動
基
準
器

四
年

十
二
　
濃
度
基
準
器
及
び
比
重
基
準
器

八
年

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
第
二
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
有
効
期
間
内
に
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
有
効
期
間
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
と
す
る
。

（
基
準
器
検
査
証
印
の
除
去
）

第
二
十
二
条
　
法
第
百
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
器
検
査
証
印
の
除
去
は
、
次
の
表
の
形
状
及
び
種
類
の
消
印
を
付
す
方
法
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

形
状

種
類
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打
ち
込
み
印

す
り
付
け
印

長
径
一
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

長
径
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

短
径
一
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

短
径
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

長
径
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

長
径
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

短
径
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

短
径
三
・
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

長
径
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

　

短
径
三
・
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

第
五
節
　
雑
則

（
基
準
器
検
査
成
績
書
）

第
二
十
三
条
　
法
第
百
五
条
第
一
項
の
基
準
器
検
査
成
績
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
基
準
器
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

基
準
積
算
体
積
計

様
式
第
五

基
準
電
流
計
及
び
基
準
電
圧
計

様
式
第
六

基
準
電
圧
発
生
器

様
式
第
七

基
準
抵
抗
器

様
式
第
八

基
準
電
力
量
計

様
式
第
九

照
度
基
準
器

様
式
第
十

騒
音
基
準
器

様
式
第
十
一

振
動
基
準
器

様
式
第
十
二

（
器
差
の
記
載
）

第
二
十
四
条
　
基
準
器
検
査
成
績
書
に
器
差
を
記
載
す
る
基
準
器
の
量
を
表
す
箇
所
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
別
表
に
定
め
る
器
差
の
記
載
の
箇
所
の
う
ち
、
二
箇
所
以
内
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
基
準
器
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
準
器
検
査
成
績
書
に
用
途
又
は
使
用
の
方
法
を
記
載
す
る
基
準
器
）

第
二
十
五
条
　
法
第
百
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
器
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
基
準
積
算
体
積
計

二
　
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
水
道
メ
ー
タ
ー
、
温
水
メ
ー
タ
ー
、
積
算
熱
量
計
又
は
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
検
定
に
用
い
る
も
の

三
　
基
準
体
積
管

四
　
照
度
基
準
器

（
基
準
器
検
査
の
期
間
）

第
二
十
六
条
　
法
第
百
六
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
基
準
器
検
査
に
つ
い
て
は
三
十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
基
準
器
検
査
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
で
あ
っ
て
三
百
度
以
上
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
の
あ
る
も
の
、
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
で
あ
っ
て
目
量
が
〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
で
あ
っ
て
目
量

が
〇
・
〇
〇
〇
五
以
下
の
も
の

三
十
七
日

振
動
基
準
器

四
十
日

騒
音
基
準
器

四
十
五
日

液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

四
十
六
日

濃
度
基
準
器
及
び
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
で
あ
っ
て
目
量
が
〇
・
〇
五
重
ボ
ー
メ
度
以
下
の
も
の

五
十
日

基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
で
あ
っ
て
目
量
が
〇
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
で
あ
っ
て
目
量
が
〇
・
〇
〇
〇
二
以
下
の
も
の

六
十
八
日

（
不
合
格
票
）

第
二
十
七
条
　
法
第
百
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
不
合
格
の
処
分
を
し
た
と
き
の
通
知
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
不
合
格
票
に
よ

っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
器
検
査
成
績
書
に
記
載
す
る
消
印
は
、
一
辺
の
長
さ
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
で
あ
っ
て
次
の
形
状
の
も
の
と
す
る
。
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（
検
査
用
具
の
貸
付
け
）

第
二
十
八
条
　
法
第
百
六
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
基
準
器
検
査
証
印
（
は
り
付
け
印
を
除
く
。
）

二
　
第
二
十
二
条
及
び
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
消
印

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
二
十
八
条
の
二
　
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
（
都
道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
、
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

第
二
章
　
長
さ
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
巻
尺

（
表
記
）

第
二
十
九
条
　
基
準
巻
尺
に
は
、
そ
の
全
長
（
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
長
さ
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
器
物
番
号
が
零
を
表
す
目
盛
線
付
近
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
盛
足
目
盛
が
表
す
長
さ
は
、
全
長
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
基
準
巻
尺
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
れ
ら
の
表
す
長
さ
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
三
十
条
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
長
さ
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
各
目
盛
線
の
中
心
線
が
平
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
〇
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
最
も
細
い
目
盛
線
の
太
さ
が
最
も
太
い
目
盛
線
の
太
さ
の
〇
・
七
倍
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
巻
尺
は
、
そ
の
両
端
を
目
盛
線
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
線
は
、
目
盛
面
の
縁
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
線
は
、
目
盛
面
の
縁
に
垂
直
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
角
度
〇
・
五
度
以
内
の
誤
差
が
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
線
は
、
二
重
線
、
枝
線
、
折
線
又
目
切
れ
と
な
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。

（
標
準
温
度
）

第
三
十
一
条
　
基
準
巻
尺
の
表
す
長
さ
は
、
温
度
二
十
度
の
場
合
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
張
力
）

第
三
十
二
条
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
線
は
、
二
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
張
力
を
標
準
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
二
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
外
の
張
力
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
十
九
・
六
ニ
ュ

ー
ト
ン
か
ら
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
ま
で
の
範
囲
内
の
標
準
と
す
る
張
力
を
表
記
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
材
質
）

第
三
十
三
条
　
基
準
巻
尺
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
鉄
合
金
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
巻
尺
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
そ
の
線
膨
張
係
数
が
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
以
下
で
、
か
つ
、
ビ
ッ
カ
ー
ス
硬
さ
が
二
百
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
真
直
度
）

第
三
十
四
条
　
基
準
巻
尺
の
目
盛
面
の
縁
の
真
直
度
は
、
平
面
上
に
置
い
て
標
準
と
さ
れ
る
張
力
を
か
け
た
と
き
に
、
全
長
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
任
意
の
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
、
全
長

が
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
任
意
の
五
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
〇
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

（
表
記
）

第
三
十
五
条
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
（
以
下
単
に
「
装
置
検
査
用
基
準
器
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
主
ロ
ー
ラ
ー
（
車
両
の
車
輪
が
走
行
す
る
距
離
を
検
出
す
る
ロ
ー
ラ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
円
周
の
長
さ

二
　
許
容
回
転
速
度

三
　
定
格
電
圧

（
表
示
機
構
）

第
三
十
六
条
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
表
示
機
構
は
、
主
ロ
ー
ラ
ー
の
回
転
の
数
又
は
そ
の
回
転
に
応
ず
る
距
離
を
表
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
表
示
機
構
は
、
零
復
帰
装
置
を
有
し
、
当
該
装
置
を
操
作
し
た
と
き
に
零
に
復
帰
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10



（
ロ
ー
ラ
ー
等
）

第
三
十
七
条
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
ロ
ー
ラ
ー
等
（
主
ロ
ー
ラ
ー
及
び
補
助
ロ
ー
ラ
ー
（
車
輪
を
主
ロ
ー
ラ
ー
に
載
せ
た
と
き
に
車
輪
の
安
定
を
保
つ
た
め
の
ロ
ー
ラ
ー
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

円
滑
に
回
転
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
ロ
ー
ラ
ー
等
は
、
一
様
な
円
筒
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
ロ
ー
ラ
ー
等
は
、
そ
の
長
さ
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
主
ロ
ー
ラ
ー
は
、
そ
の
円
周
の
長
さ
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
動
装
置
）

第
三
十
八
条
　
装
置
検
査
用
基
準
器
は
、
ロ
ー
ラ
ー
等
の
制
動
装
置
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
長
さ
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
三
十
九
条
　
長
さ
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
基
準
巻
尺
の
基
準
器
公
差
は
、
表
す
長
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
す
長
さ

基
準
器
公
差

一
メ
ー
ト
ル
以
下

〇
・
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

五
メ
ー
ト
ル
以
下

〇
・
一
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
、
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
を
増
す
ご
と
に
〇
・
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き

〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
、
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
を
増
す
ご
と
に
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値

二
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
表
記
さ
れ
た
主
ロ
ー
ラ
ー
の
円
周
の
長
さ
の
千
分
の
二
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
基
準
巻
尺

（
検
査
の
条
件
）

第
四
十
条
　
基
準
巻
尺
の
検
査
は
、
常
温
常
湿
の
環
境
下
に
お
い
て
行
う
。

（
目
盛
線
の
検
査
）

第
四
十
一
条
　
基
準
巻
尺
が
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
測
微
顕
微
鏡
を
使
用
し
て
行
う
。

２
　
基
準
巻
尺
が
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
角
度
ゲ
ー
ジ
を
使
用
し
て
行
う
。

（
材
質
の
検
査
）

第
四
十
二
条
　
基
準
巻
尺
が
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
線
膨
張
係
数
測
定
装
置
及
び
金
属
材
料
用
硬
さ
試
験
機
を
使
用
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
真
直
度
の
検
査
）

第
四
十
三
条
　
基
準
巻
尺
が
第
三
十
四
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
基
準
巻
尺
を
定
盤
上
に
定
置
し
、
測
微
顕
微
鏡
を
使
用
し
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
四
十
四
条
　
基
準
巻
尺
の
器
差
の
検
査
は
、
そ
の
全
長
及
び
任
意
の
二
以
上
の
長
さ
に
つ
い
て
特
定
標
準
器
等
と
比
較
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
を
行
う
基
準
巻
尺
の
線
膨
張
係
数
と
特
定
標
準
器
等
の
線
膨
張
係
数
と
が
異
な
る
と
き
は
、
器
差
に
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
補
正
値
を
加
え
て
行
う
。

補
正
値＝

Ｌ
（
２
０－

ｔ
）
（α

－
β

）

Ｌ
は
、
検
査
を
行
う
基
準
巻
尺
の
表
す
長
さ

ｔ
は
、
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
温
度

α

は
、
特
定
標
準
器
等
の
線
膨
張
係
数

β

は
、
検
査
を
行
う
基
準
巻
尺
の
線
膨
張
係
数

第
二
款
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

（
表
示
機
構
の
検
査
）

第
四
十
五
条
　
装
置
検
査
用
基
準
器
が
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
零
復
帰
装
置
を
二
回
以
上
操
作
し
て
行
う
。

（
ロ
ー
ラ
ー
等
の
検
査
）

第
四
十
六
条
　
装
置
検
査
用
基
準
器
が
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
基
準
巻
尺
を
使
用
し
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
四
十
七
条
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
基
準
巻
尺
を
使
用
し
て
行
う
。

２
　
装
置
検
査
用
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
主
ロ
ー
ラ
ー
の
中
央
部
及
び
任
意
の
二
箇
所
に
つ
い
て
、
次
の
式
に
よ
り
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。

器
差＝

Ｌ－

｛
Ｌ０－

（
３
．
１
４
１
６
ｔ
＋
（
ｗ
２

／
２
Ｌ
０

）
）
｝
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Ｌ
は
、
装
置
検
査
用
基
準
器
に
表
記
さ
れ
た
主
ロ
ー
ラ
ー
の
円
周
の
長
さ

Ｌ０
は
、
主
ロ
ー
ラ
ー
の
円
周
の
長
さ
を
測
定
し
た
と
き
の
基
準
巻
尺
の
読
み

ｔ
は
、
基
準
巻
尺
の
厚
み

ｗ
は
、
基
準
巻
尺
の
幅

第
三
章
　
質
量
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則

（
表
記
）

第
四
十
八
条
　
基
準
は
か
り
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ひ
ょ
う
量

二
　
感
量
又
は
目
量

２
　
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
を
有
す
る
基
準
は
か
り
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
質
量
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
感
量
）

第
四
十
九
条
　
質
量
を
表
す
目
盛
標
識
が
な
い
基
準
は
か
り
及
び
目
量
が
ひ
ょ
う
量
の
二
千
五
百
分
の
一
を
超
え
る
基
準
は
か
り
（
副
尺
（
質
量
を
表
す
目
盛
標
識
の
端
数
を
読
み
取
る
た
め
の
補
助
的
な
機
構
又
は
装
置
を
い
う
。
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
二
千
五
百
分
の
一
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
副
尺
の
あ
る
基
準
は
か
り
は
、
感
量
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ひ
ょ
う
量
の
二
千
五
百
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
主
目
盛
の
目
量
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
副
尺
の
目
量
の
二
倍
以
上
十
倍
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
目
盛
標
識
）

第
五
十
条
　
基
準
は
か
り
の
質
量
を
表
す
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
目
幅
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
〇
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
は
か
り
の
度
表
（
質
量
を
表
さ
な
い
目
盛
線
が
付
さ
れ
て
い
る
目
盛
板
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
目
幅
の
六
分
の
一
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
目
盛
線
を
レ
ン
ズ
に
よ
り
拡
大
し
て
読
む
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
の
基
準
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
基
準
は
か
り
の
目
盛
線
の
う
ち
、
最
も
太
い
も
の
は
、
そ
の
太
さ
が
最
も
細
い
も
の
の
太
さ
の
三
倍
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
は
か
り
の
度
表
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
基
準
は
か
り
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
基
準
は
か
り
の
目
幅
は
、
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
目
盛
線
を
レ
ン
ズ
に
よ
り
拡
大
し
て
読
む
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
の
基
準
は
か
り
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
　
基
準
は
か
り
の
度
表
及
び
副
尺
の
目
幅
は
、
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
目
幅
の
十
分
の
一
以
内
の
誤
差
が
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
副
尺
の
あ
る
基
準
は
か
り
）

第
五
十
一
条
　
副
尺
の
あ
る
基
準
は
か
り
は
、
主
目
盛
の
任
意
の
目
盛
線
と
副
尺
の
零
を
表
す
目
盛
線
と
を
一
致
さ
せ
た
と
き
に
、
副
尺
の
他
の
端
の
目
盛
線
が
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
主
目
盛
の
目
盛
線
と
一
致
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
副
尺
の
目
幅
の
十
分
の
一
以
下
の
誤
差
が
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
副
尺
の
あ
る
基
準
は
か
り
は
、
副
尺
の
目
量
が
ひ
ょ
う
量
の
五
千
分
の
一
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
機
構
）

第
五
十
二
条
　
基
準
は
か
り
の
度
表
の
指
針
の
先
端
部
分
は
、
そ
の
太
さ
が
度
表
の
目
盛
間
隔
の
五
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
は
か
り
の
指
示
機
構
の
指
針
の
先
端
部
分
は
、
す
べ
て
の
目
盛
線
に
重
な
る
か
又
は
達
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
針
の
先
端
部
分
が
目
盛
面
と
同
一
の
平
面
上
に
あ
る
基
準
は
か
り
（
目
盛
線
又
は
指

針
を
光
学
的
に
投
影
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
指
針
の
先
端
部
分
が
目
盛
板
と
同
一
の
平
面
上
に
あ
る
基
準
は
か
り
は
、
指
針
の
先
端
部
分
と
目
盛
線
と
の
距
離
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
基
準
手
動
天
び
ん
及
び
基
準
直
示
天
び
ん
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
天
び
ん
」
と

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
度
表
の
指
針
の
作
動
範
囲
）

第
五
十
三
条
　
基
準
は
か
り
の
度
表
の
指
針
の
先
端
部
分
は
、
度
表
の
目
盛
標
識
が
あ
る
範
囲
以
上
の
範
囲
を
動
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
値
が
表
示
窓
に
表
示
さ
れ
る
基
準
は
か
り
）

第
五
十
四
条
　
表
示
値
が
質
量
を
表
す
目
盛
標
識
に
よ
り
表
示
窓
に
表
示
さ
れ
る
基
準
は
か
り
は
、
任
意
の
示
度
に
お
い
て
、
質
量
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
る
目
盛
標
識
が
二
以
上
同
時
に
表
示
窓
に
示
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
釣
合
い
）

第
五
十
五
条
　
基
準
は
か
り
は
、
釣
合
い
が
安
定
（
指
示
機
構
が
静
止
点
を
中
心
と
し
て
同
じ
振
幅
だ
け
振
動
す
る
状
態
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12



２
　
基
準
は
か
り
に
は
、
釣
合
い
を
視
定
す
る
装
置
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
刃
及
び
刃
受
け
等
の
硬
度
）

第
五
十
六
条
　
基
準
は
か
り
の
刃
及
び
刃
受
け
は
、
ロ
ッ
ク
ウ
エ
ル
Ｃ
硬
さ
が
五
十
七
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
刃
ぶ
た
、
ま
ち
そ
の
他
基
準
は
か
り
の
刃
又
は
刃
受
け
の
滑
り
を
防
止
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
硬
さ
は
、
刃
の
硬
さ
と
ほ
ぼ
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
刃
及
び
刃
受
け
）

第
五
十
七
条
　
基
準
は
か
り
の
刃
受
け
面
は
、
滑
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
は
か
り
の
刃
及
び
刃
受
け
に
は
、
傷
、
焼
き
ひ
び
又
は
腐
食
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
は
か
り
の
刃
と
刃
受
け
と
は
、
そ
の
接
触
す
べ
き
面
の
三
分
の
二
以
上
が
互
い
に
接
触
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
さ
お
）

第
五
十
八
条
　
基
準
は
か
り
の
目
盛
さ
お
は
、
そ
の
基
準
は
か
り
が
釣
り
合
っ
た
と
き
に
、
水
平
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
は
か
り
の
目
盛
さ
お
は
、
水
平
の
位
置
か
ら
上
下
に
等
し
い
距
離
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
に
ら
み
窓
等
の
あ
る
基
準
は
か
り
の
目
盛
さ
お
が
に
ら
み
窓
等
の
間
で
上
下
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
距
離
の
和
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
り
お
も
り
）

第
五
十
九
条
　
基
準
は
か
り
の
送
り
お
も
り
は
、
計
量
値
を
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
風
袋
さ
お
等
）

第
六
十
条
　
基
準
は
か
り
の
風
袋
さ
お
及
び
風
袋
送
り
お
も
り
は
、
容
易
に
基
準
は
か
り
か
ら
分
離
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
零
点
調
整
機
構
）

第
六
十
一
条
　
基
準
は
か
り
（
目
量
等
（
目
量
又
は
感
量
（
感
量
が
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
天
び
ん
等
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
以
下
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
零
点
調
整
機
構
は
、
適
切
に
零
点
を
調
整
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
は
か
り
の
零
点
調
整
機
構
は
、
正
負
い
ず
れ
の
側
に
も
そ
れ
ぞ
れ
目
量
の
二
十
倍
を
超
え
て
零
点
を
調
整
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
は
か
り
の
零
点
調
整
機
構
で
あ
っ
て
、
零
点
を
正
又
は
負
の
側
に
お
い
て
目
量
の
五
倍
を
超
え
て
調
整
で
き
る
も
の
は
、
零
点
調
整
機
構
を
そ
の
五
倍
を
超
え
る
側
に
つ
い
て
調
整
で
き
る
最
大
限
の
状
態
に
し
た
後
に
零
点

を
調
整
し
た
と
き
に
、
そ
の
基
準
は
か
り
の
使
用
範
囲
内
の
任
意
の
質
量
の
負
荷
に
お
け
る
器
差
が
目
量
の
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
は
か
り
の
零
点
調
整
機
構
は
、
容
易
に
遊
動
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
重
心
玉
）

第
六
十
二
条
　
基
準
は
か
り
（
基
準
天
び
ん
等
を
除
く
。
）
の
重
心
玉
（
感
量
を
調
整
す
る
た
め
、
こ
う
か
ん
の
重
心
を
上
下
に
動
か
す
装
置
を
い
う
。
）
は
、
容
易
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
緊
着
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
減
衰
機
構
）

第
六
十
三
条
　
基
準
は
か
り
の
減
衰
機
構
は
、
気
温
の
変
化
そ
の
他
に
よ
る
減
衰
作
用
の
変
動
を
調
整
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
感
じ
）

第
六
十
四
条
　
基
準
は
か
り
は
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
基
準
は
か
り
の
最
小
基
準
器
公
差
等
（
そ
の
基
準
は
か
り
の
基
準
器
公
差
の
う
ち
最
も
小
さ
い
も
の
（
基
準
手
動
天
び
ん
に
あ
っ
て
は
、
感
量
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
質
量
を
、
任
意
の
質
量
の
荷
重
を
加
え
た
状
態
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
基
準
は
か
り
の
基
準
器
公
差
等
（
そ
の
荷
重
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
（
基
準
手
動
天
び
ん
に
あ
っ
て
は
、

感
量
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
質
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
感
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
は
か
り
が
「
質
量
を
感
ず
る
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
位
以
上
の
変
位

を
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。

一
　
度
表
に
よ
り
釣
合
い
を
視
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
度
表
の
目
幅
の
二
分
の
一
の
変
位

二
　
に
ら
み
に
よ
り
釣
合
い
を
視
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
に
ら
み
の
位
置
に
お
い
て
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
変
位

三
　
に
ら
み
の
な
い
に
ら
み
窓
又
は
限
界
停
止
機
構
内
の
釣
合
い
視
定
用
装
置
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
に
ら
み
窓
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
釣
合
い
を
視
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
に
ら
み
窓
等
の
中
心
か
ら
上
端
又
は
下
端
ま

で
の
変
位

四
　
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
に
よ
り
釣
合
い
を
視
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
任
意
の
質
量
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
等
に
相
当
す
る
変
位
の
十
分
の
八
の
変
位

（
偏
置
誤
差
）

第
六
十
五
条
　
基
準
は
か
り
は
、
規
定
さ
れ
た
質
量
を
載
せ
台
の
中
心
か
ら
離
れ
た
位
置
に
負
荷
し
た
と
き
に
、
そ
の
誤
差
が
基
準
器
公
差
（
基
準
天
び
ん
に
あ
っ
て
は
、
感
量
の
二
分
の
一
）
以
下
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
耐
久
性
）

第
六
十
六
条
　
基
準
は
か
り
（
基
準
手
動
天
び
ん
及
び
基
準
天
び
ん
等
を
除
く
。
）
の
構
造
及
び
材
料
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
十
分
な
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
天
び
ん
等

（
基
準
天
び
ん
等
）

第
六
十
七
条
　
基
準
天
び
ん
等
の
休
み
装
置
は
、
て
こ
の
両
ひ
じ
に
対
し
て
均
等
か
つ
同
時
に
作
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
懸
垂
装
置
の
あ
る
基
準
天
び
ん
等
の
懸
垂
装
置
は
、
作
動
し
て
い
る
と
き
又
は
休
み
状
態
か
ら
作
動
状
態
に
移
る
と
き
に
、
著
し
く
動
揺
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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３
　
基
準
天
び
ん
等
の
分
銅
の
加
除
装
置
は
、
確
実
に
作
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
風
よ
け
）

第
六
十
八
条
　
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分
の
一
以
下
又
は
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
基
準
手
動
天
び
ん
及
び
ひ
ょ
う
量
に
お
け
る
基
準
器
公
差
が
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分
の
一
以
下
又
は
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
基
準
直
示
天
び
ん
に
は
、

風
よ
け
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
十
五
万
分
の
一
以
上
又
は
ひ
ょ
う
量
に
お
け
る
基
準
器
公
差
が
ひ
ょ
う
量
の
十
五
万
分
の
一
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
そ
の
ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
水
平
器
及
び
水
平
調
整
用
ね
じ
）

第
六
十
九
条
　
基
準
天
び
ん
に
は
、
角
度
二
十
分
の
傾
き
を
感
ず
る
水
平
器
及
び
水
平
調
整
用
の
ね
じ
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
水
平
調
整
用
ね
じ

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
静
止
点
の
変
化
）

第
七
十
条
　
基
準
天
び
ん
は
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
及
び
任
意
の
質
量
を
負
荷
し
た
状
態
に
お
い
て
、
休
み
装
置
に
よ
り
休
み
状
態
と
作
動
状
態
と
を
交
互
に
繰
り
返
し
た
と
き
に
、
作
動
状
態
の
静
止
点
の
位
置
の
変
化
の

最
大
が
、
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
五
十
万
分
の
一
以
下
又
は
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
基
準
手
動
天
び
ん
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
」
と
い
う
。
）
及
び
ひ
ょ
う
量
に
お
け
る
基
準
器
公
差
が
ひ
ょ
う
量
の
五

十
万
分
の
一
以
下
又
は
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
基
準
直
示
天
び
ん
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
極
微
直
示
天
び
ん
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
質
量
に
お
い
て
目
量
等
に
相
当
す
る
質
量
を
加
え
た
と
き
に
生
ず
る
変

位
の
大
き
さ
の
五
分
の
一
、
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
及
び
基
準
極
微
直
示
天
び
ん
以
外
の
基
準
天
び
ん
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
質
量
に
お
い
て
感
量
に
相
当
す
る
質
量
を
加
え
た
と
き
に
生
ず
る
変
位
の
大
き
さ
の
十
分
の
一
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
天
び
ん
は
、
使
用
す
る
前
及
び
使
用
し
た
後
に
お
い
て
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
静
止
点
の
位
置
の
変
化
が
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
い
て
感
量
に
相
当
す
る
質
量
を
加
え
た
と
き
に
生
ず
る
変

位
の
大
き
さ
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
示
機
構
）

第
七
十
一
条
　
基
準
手
動
天
び
ん
の
度
表
の
指
針
の
先
端
部
分
と
目
盛
板
と
の
間
隔
は
、
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
手
動
天
び
ん
は
、
そ
の
度
表
の
指
針
が
目
盛
板
の
上
を
目
盛
板
と
常
に
同
一
の
間
隔
を
保
っ
て
移
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
）

第
七
十
二
条
　
基
準
手
動
天
び
ん
の
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
は
、
そ
の
目
盛
線
又
は
切
込
み
の
う
ち
中
央
部
及
び
左
右
両
端
に
あ
る
も
の
の
位
置
が
そ
れ
ぞ
れ
支
点
の
刃
及
び
両
端
の
刃
の
位
置
と
一
致
し
、
か
つ
、
す
べ
て
の
目
盛
線
又
は
切

込
み
が
等
間
隔
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ラ
イ
ダ
ー
掛
け
）

第
七
十
三
条
　
基
準
手
動
天
び
ん
の
ラ
イ
ダ
ー
掛
け
は
、
円
滑
に
作
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
平
行
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
感
じ
の
開
き
）

第
七
十
四
条
　
基
準
手
動
天
び
ん
は
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
い
て
感
量
に
相
当
す
る
質
量
を
加
え
た
と
き
に
生
ず
る
変
位
の
大
き
さ
と
、
ひ
ょ
う
量
に
相
当
す
る
質
量
を
負
荷
し
た
状
態
に
お
い
て
感
量
に
相
当
す
る
質

量
を
加
え
た
と
き
の
変
位
の
大
き
さ
と
の
差
が
、
こ
れ
ら
の
変
位
の
大
き
さ
の
う
ち
小
さ
い
も
の
の
二
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
の
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
の
誤
差
）

第
七
十
五
条
　
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
の
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
の
目
盛
線
の
誤
差
は
、
感
量
の
二
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
基
準
台
手
動
は
か
り

（
性
能
）

第
七
十
六
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
は
、
ひ
ょ
う
量
が
二
十
ト
ン
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
感
量
又
は
目
量
が
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分
の
一
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
平
器
）

第
七
十
七
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
に
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
視
定
で
き
る
位
置
に
水
平
器
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
水
平
器
は
、
そ
の
基
準
は
か
り
を
縦
又
は
横
方
向
に
傾
け
た
と
き
に
、
器
差
が
基
準
器
公
差
を
超
え
な
い
う
ち
に
水
平
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
同
一
質
量
に
よ
る
繰
返
し
）

第
七
十
八
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
は
、
任
意
の
同
一
の
質
量
を
繰
り
返
し
五
回
計
量
し
た
と
き
に
、
各
回
の
器
差
の
差
の
最
大
の
も
の
が
、
そ
の
荷
重
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
の
二
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
さ
お
し
ぼ
り
）

第
七
十
九
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
は
、
目
盛
さ
お
に
目
盛
さ
お
と
平
行
方
向
及
び
直
角
方
向
に
水
平
の
力
を
加
え
た
と
き
の
器
差
が
、
そ
の
質
量
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
の
二
倍
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
み
装
置
）

第
八
十
条
　
休
み
装
置
の
あ
る
基
準
台
手
動
は
か
り
は
、
刃
と
刃
受
け
の
位
置
の
関
係
に
変
化
を
与
え
る
よ
う
に
休
み
装
置
を
働
か
せ
た
と
き
の
器
差
が
、
そ
の
質
量
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
の
二
倍
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
零
点
の
変
化
）

第
八
十
一
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
は
、
ひ
ょ
う
量
に
等
し
い
負
荷
に
よ
る
使
用
の
前
後
に
お
い
て
、
計
量
値
の
変
化
が
ひ
ょ
う
量
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
の
二
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
台
し
ぼ
り
）

第
八
十
二
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
は
、
載
せ
台
に
対
し
水
平
方
向
に
力
を
加
え
た
と
き
の
器
差
が
、
そ
の
質
量
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
の
二
倍
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
款
　
基
準
分
銅

（
表
記
）

第
八
十
三
条
　
基
準
分
銅
に
は
、
次
の
表
の
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
標
識
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
級
基
準
分
銅
、
表
す
質
量
が
次
の
表
の
二
の
上
欄
に
掲

げ
る
線
状
の
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
形
状
の
も
の
及
び
表
す
質
量
が
次
の
表
の
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
板
状
の
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
形
状
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十

条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
収
納
す
る
容
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
級
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
本
体
又
は
収
納
す
る
容
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
以
外
の
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
そ
の
上
面
又
は
側
面
に
、
そ
の
表
す
質
量
の
数
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
表
す
質
量
が
次
の
表
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
線
状
の
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
形
状
の
も
の
及
び
表
す
質
量
が
次
の
表
の
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
板
状
の
基
準
分
銅
で
あ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
形
状
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
特
級
基
準
分
銅
及
び
表
す
質
量
が
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
又
は
線
状
の
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
、
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
器
物
番
号
が
本
体
又
は
収
納
す
る
容
器
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
記
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

表
の
一

種
類

標
識

特
級
基
準
分
銅

Ｆ
１

一
級
基
準
分
銅

Ｆ
２

二
級
基
準
分
銅

Ｍ
１

三
級
基
準
分
銅

Ｍ
２

表
の
二

表
す
質
量

形
状

一
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
一
グ
ラ
ム

三
角
形

二
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

四
角
形

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
五
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
角
形

表
の
三

表
す
質
量

形
状

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

四
角
形

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

三
角
形

五
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
角
形
、
六
角
形

（
基
準
分
銅
の
材
質
）

第
八
十
四
条
　
基
準
分
銅
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
特
級
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
、
そ
れ
以
外
の
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
、
真
ち
ゅ
う
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
洋
銀
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
又
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適

合
す
る
金
属
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ブ
リ
ネ
ル
硬
さ
が
四
十
八
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
耐
腐
食
性
が
真
ち
ゅ
う
と
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
密
度
が
六
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
九
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

四
　
一
級
基
準
分
銅
又
は
二
級
基
準
分
銅
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
に
あ
っ
て
は
、
表
面
酸
化
等
に
よ
る
質
量
変
化
が
温
度
二
十
度
及
び
六
十
湿
度
百
分
率
の
空
気
中
に
二
十
日
間
放
置
し
た
と
き
に
、
百
グ
ラ
ム
に
つ
き
〇
・
二
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
級
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
、
表
す
質
量
が
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
又
は
表
す
質
量
が
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
線
状
の
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
合
金
で

あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
級
基
準
分
銅
又
は
三
級
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
、
表
す
質
量
が
一
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
合
金
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
級
基
準
分
銅
又
は
三
級
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
、
表
す
質
量
が
二
百
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
鋳
鉄
又
は
軟
鋼
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
質
量
の
調
整
の
た
め
に
二
級
基
準
分
銅
又
は
三
級
基
準
分
銅
に
詰
め
ら
れ
て
い
る
材
料
は
、
鉛
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
分
銅
（
特
級
基
準
分
銅
を
除
く
。
）
の
ノ
ッ
ク
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
銅
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
お
も
り
の
材
質
）

第
八
十
五
条
　
送
り
お
も
り
及
び
増
お
も
り
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
お
も
り
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
耐
摩
耗
性
が
真
ち
ゅ
う
と
同
等
以
上
の
金
属
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
分
銅
の
形
状
）

第
八
十
六
条
　
基
準
分
銅
の
形
状
は
、
特
級
基
準
分
銅
及
び
一
級
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
円
筒
形
、
二
級
基
準
分
銅
及
び
三
級
基
準
分
銅
に
あ
っ
て
は
円
筒
形
、
角
と
う
形
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
表
面
積
の
小
さ
い
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
表
す
質
量
が
一
グ
ラ
ム
以
下
の
基
準
分
銅
の
形
状
は
、
板
状
又
は
線
状
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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３
　
表
す
質
量
が
一
グ
ラ
ム
以
上
の
基
準
分
銅
（
形
状
が
板
状
又
は
線
状
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
と
が
っ
た
部
分
又
は
角
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
分
銅
に
ノ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
ノ
ッ
ク
の
頭
部
は
、
周
囲
の
面
か
ら
著
し
く
突
出
し
、
又
は
陥
入
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。

（
基
準
分
銅
類
の
表
面
）

第
八
十
七
条
　
基
準
分
銅
及
び
お
も
り
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
分
銅
類
」
と
い
う
。
）
は
表
面
が
滑
ら
か
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
一
級
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
洋
銀
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
合
金
以
外
の
金
属
が
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
表
面
に
ニ
ッ
ケ
ル
若
し
く
は
ク
ロ
ー
ム
メ
ッ
キ
又
は
こ
れ
ら

と
同
等
以
上
の
表
面
加
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
メ
ッ
キ
又
は
加
工
さ
れ
た
表
面
の
物
質
が
容
易
に
は
く
離
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
二
級
基
準
分
銅
、
三
級
基
準
分
銅
又
は
お
も
り
で
あ
っ
て
、
鋳
鉄
そ
の
他
さ
び
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
エ
ナ
メ
ル
の
焼
付
け
加
工
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
表
面
加
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
そ
の
加
工
さ
れ
た
表
面
の
物
質
が
容
易
に
は
く
離
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
分
銅
類
の
調
整
用
金
属
）

第
八
十
八
条
　
基
準
分
銅
類
は
、
質
量
の
調
整
の
た
め
に
詰
め
ら
れ
て
い
る
金
属
の
穴
が
象
眼
に
よ
る
方
法
、
穴
を
ふ
さ
ぐ
金
属
を
ね
じ
止
め
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
、
容
易
に
質
量
を
調
整
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
ふ
さ
が
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
穴
を
ふ
さ
ぐ
金
属
の
表
面
は
、
周
囲
の
面
と
一
様
で
あ
り
、
か
つ
、
滑
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
分
銅
類
の
質
量
の
調
整
の
た
め
に
詰
め
ら
れ
て
い
る
金
属
は
、
そ
の
基
準
分
銅
類
の
質
量
の
十
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
分
銅
の
質
量
の
調
整
の
た
め
に
金
属
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
穴
は
、
一
個
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
を
し
た
基
準
分
銅
に
つ
い
て
は
、
穴
が
二
個
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
密
度
）

第
八
十
九
条
　
基
準
分
銅
の
質
量
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
の
密
度
が
八
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
（
材
料
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
合
金
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ

ー
ト
ル
）
で
あ
る
も
の
と
し
て
調
整
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
分
銅
の
容
器
）

第
九
十
条
　
特
級
基
準
分
銅
及
び
板
状
又
は
線
状
の
基
準
分
銅
は
、
収
納
す
る
容
器
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
質
量
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
九
十
一
条
　
質
量
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
基
準
手
動
天
び
ん
の
基
準
器
公
差
は
、
そ
の
表
記
さ
れ
た
感
量
（
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分
の
一
よ
り
小
さ
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分
の
一
の
値
）
と
す
る
。

二
　
基
準
台
手
動
は
か
り
及
び
基
準
直
示
天
び
ん
の
基
準
器
公
差
は
、
計
量
値
の
二
千
五
百
分
の
一
と
す
る
。

三
　
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
規
定
す
る
基
準
器
公
差
が
計
量
値
に
応
ず
る
目
量
（
感
量
を
表
記
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
感
量
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
大
き
い
と
き
は
、
当
該
計
量
値
に
応
ず
る
基
準
器
公
差

は
、
そ
の
目
量
と
す
る
。

四
　
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
規
定
す
る
基
準
器
公
差
が
計
量
値
に
応
ず
る
目
量
の
二
分
の
一
よ
り
小
さ
い
と
き
は
、
当
該
計
量
値
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
は
、
そ
の
目
量
の
二
分
の
一
と
す
る
。

五
　
特
級
基
準
分
銅
の
基
準
器
公
差
は
、
表
す
質
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
す
質
量

基
準
器
公
差

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
二
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
グ
ラ
ム

〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
グ
ラ
ム

〇
・
一
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
グ
ラ
ム

〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
グ
ラ
ム

〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
グ
ラ
ム

〇
・
二
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
グ
ラ
ム

〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
グ
ラ
ム

〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
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二
百
グ
ラ
ム

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
百
グ
ラ
ム

二
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
キ
ロ
グ
ラ
ム

五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

百
ミ
リ
グ
ラ
ム

六
　
一
級
基
準
分
銅
の
基
準
器
公
差
は
、
表
す
質
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
す
質
量

基
準
器
公
差

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
〇
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
一
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
二
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
グ
ラ
ム

〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
グ
ラ
ム

〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
グ
ラ
ム

〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
グ
ラ
ム

〇
・
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
グ
ラ
ム

〇
・
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
グ
ラ
ム

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
グ
ラ
ム

一
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
百
グ
ラ
ム

三
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
百
グ
ラ
ム

七
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
キ
ロ
グ
ラ
ム

七
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
キ
ロ
グ
ラ
ム

百
五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
百
ミ
リ
グ
ラ
ム

七
　
二
級
基
準
分
銅
の
基
準
器
公
差
は
、
表
す
質
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
す
質
量

基
準
器
公
差

十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
二
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
グ
ラ
ム
以
上

一
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
グ
ラ
ム
以
上

一
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
グ
ラ
ム
以
上

一
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
グ
ラ
ム
以
上

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

17



二
十
グ
ラ
ム
以
上

二
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
グ
ラ
ム
以
上

三
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
グ
ラ
ム
以
上
一
ト
ン
以
下

表
す
質
量
の
十
万
分
の
五

八
　
三
級
基
準
分
銅
の
基
準
器
公
差
は
、
表
す
質
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
す
質
量

基
準
器
公
差

十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
七
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
九
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

一
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

一
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
百
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

二
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
グ
ラ
ム
以
上

三
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
グ
ラ
ム
以
上

四
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
グ
ラ
ム
以
上

五
ミ
リ
グ
ラ
ム

十
グ
ラ
ム
以
上

六
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
十
グ
ラ
ム
以
上

八
ミ
リ
グ
ラ
ム

五
十
グ
ラ
ム
以
上

十
ミ
リ
グ
ラ
ム

百
グ
ラ
ム
以
上
一
ト
ン
以
下

表
す
質
量
の
十
万
分
の
十
五

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
通
則

（
検
査
の
条
件
）

第
九
十
二
条
　
基
準
は
か
り
の
検
査
は
、
基
準
は
か
り
を
堅
牢
か
つ
水
平
な
検
査
台
そ
の
他
の
定
盤
の
上
に
水
平
に
載
せ
て
行
う
。
た
だ
し
、
土
地
又
は
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
取
り
付
け
て
使
用
さ
れ
る
基
準
は
か
り
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
基
準
は
か
り
が
基
準
は
か
り
以
外
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
と
構
造
上
一
体
と
な
っ
て
い
て
、
基
準
は
か
り
の
み
を
取
り
外
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
精
度
又
は
機
能
が
変
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
体
を
な
し
て
い

る
状
態
で
検
査
を
行
う
。

（
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
）

第
九
十
三
条
　
基
準
は
か
り
の
器
差
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
又
は
器
差
が
検
査
を
す
る
基
準
は
か
り
の
基
準
器
公
差
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
基
準
分
銅
を
使
用
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
は
か
り
の
器
差
の
検
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
基
準
分
銅
と
同
等
以
上
の
精
度
に
調
整
し
た
分
銅
で
あ
っ
て
第
八
十
三
条
第
二
項
及
び
第
八
十
四
条
（
第
一
項
第
四

号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
実
用
基
準
分
銅
」
と
い
う
。
）
で
、
か
つ
そ
の
器
差
が
検
査
を
す
る
基
準
は
か
り
の
基
準
器
公
差
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
刃
及
び
刃
受
け
等
の
硬
度
の
検
査
）

第
九
十
四
条
　
基
準
は
か
り
の
刃
、
刃
受
け
及
び
刃
ぶ
た
、
ま
ち
そ
の
他
刃
又
は
刃
受
け
の
滑
り
を
防
止
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
石
製
の
も
の
を
除
く
。
）
が
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
の
検
査
は
、
ロ
ッ
ク
ウ
エ
ル
Ｃ
硬
さ
が
五
十
七
の
や
す
り
を
検
査
を
行
お
う
と
す
る
面
に
当
て
、
や
す
り
の
面
に
対
し
て
角
度
約
三
十
度
の
方
向
に
約
五
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
を
加
え
て
行
う
。

（
感
じ
の
検
査
）

第
九
十
五
条
　
基
準
は
か
り
が
第
六
十
四
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
い
て
最
小
基
準
器
公
差
等
に
相
当
す
る
質
量
の
分
銅
を
、
ひ
ょ
う
量
及
び
任
意
の
一
以
上
の
質
量
を
加
え

た
状
態
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
質
量
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
等
に
相
当
す
る
質
量
の
分
銅
を
、
基
準
天
び
ん
等
以
外
の
基
準
は
か
り
に
あ
っ
て
は
載
せ
台
の
上
方
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
こ
れ
ら
の
分
銅
の
質
量
が
五
グ
ラ
ム
以
下
の

場
合
に
あ
っ
て
は
約
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
約
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
の
位
置
か
ら
落
下
さ
せ
、
基
準
天
び
ん
等
に
あ
っ
て
は
静
か
に
増
減
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
行
う
。

（
偏
置
誤
差
の
検
査
）

第
九
十
六
条
　
基
準
は
か
り
が
第
六
十
五
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
零
点
を
設
定
し
た
後
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
質
量
を
載
せ
台
上
の
定
め
ら
れ
た
位
置
に
順
次
負
荷
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置

に
お
い
て
行
う
。

一
　
一
の
載
せ
台
の
あ
る
基
準
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
の
一
、
台
を
有
す
る
基
準
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
の
二
の
位
置
に
ひ
ょ
う
量
の
約
四
分
の
一
に
相
当
す
る
質
量
の
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
を
順
次
載
せ
て
行

う
。

図
の
一
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図
の
二

二
　
二
の
載
せ
台
の
あ
る
基
準
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
ひ
ょ
う
量
の
約
四
分
の
一
に
相
当
す
る
質
量
の
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
を
各
載
せ
台
の
中
心
か
ら
載
せ
台
の
半
径
の
三
分
の
一
の
距
離
だ
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
次
の
図
の

一
又
は
図
の
二
の
よ
う
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
と
、
当
該
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
を
各
載
せ
台
の
中
心
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
と
の
差
に
つ
い
て
行
う
。

図
の
一

図
の
二
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（
耐
久
性
の
検
査
）

第
九
十
七
条
　
基
準
は
か
り
が
第
六
十
六
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
の
約
一
・
五
倍
（
基
準
天
び
ん
に
あ
っ
て
は
、
ひ
ょ
う
量
）
の
質
量
を
負
荷
し
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
九
十
八
条
　
載
せ
台
の
あ
る
基
準
は
か
り
の
器
差
の
検
査
は
、
載
せ
台
の
ほ
ぼ
中
央
に
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
を
載
せ
て
行
う
。

２
　
基
準
は
か
り
（
二
の
載
せ
台
の
あ
る
基
準
は
か
り
を
除
く
。
）
の
器
差
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
及
び
任
意
の
二
以
上
の
質
量
に
つ
い
て
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
か
ら
順
次
ひ
ょ
う
量
に
相
当
す
る
質
量
ま
で
負
荷
を
静
か
に

加
え
た
後
に
、
順
次
質
量
を
静
か
に
減
じ
て
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
戻
し
て
行
う
。

３
　
風
袋
引
き
機
構
（
正
味
量
を
計
量
す
る
た
め
に
風
袋
の
質
量
を
計
量
値
か
ら
減
じ
る
機
構
を
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
の
器
差
の
検
査
は
、
前
項
の
検
査
の
ほ
か
、
風
袋
引
き
を
最
大
限
に
働
か
せ
た
状
態
に
お
い
て
行
う
。

４
　
二
の
載
せ
台
の
あ
る
基
準
は
か
り
の
器
差
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
及
び
ひ
ょ
う
量
の
二
分
の
一
（
ひ
ょ
う
量
が
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四
分
の
一
）
に
相
当
す
る
質
量
に
お
い
て
行
う
。

第
二
款
　
基
準
天
び
ん

（
静
止
点
の
変
化
の
検
査
）

第
九
十
九
条
　
基
準
天
び
ん
が
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
及
び
ひ
ょ
う
量
に
相
当
す
る
質
量
の
荷
重
を
加
え
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
回
以
上
繰
り
返
し
て
行

う
。

２
　
基
準
天
び
ん
が
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
使
用
す
る
前
の
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
静
止
点
を
三
回
測
定
し
て
求
め
た
値
の
平
均
値
と
、
ひ
ょ
う
量
に
相
当
す
る
質
量
の
荷
重

を
加
え
て
使
用
し
た
後
の
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
静
止
点
を
二
回
測
定
し
て
求
め
た
値
の
平
均
値
と
の
差
に
つ
い
て
行
う
。

（
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
の
誤
差
の
検
査
）

第
百
条
　
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
が
第
七
十
五
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
の
両
端
の
目
盛
線
に
つ
い
て
、
次
の
式
に
よ
り
誤
差
を
算
出
し
て
行
う
。

器
差＝

（
Ｒ×

（
Ｎ２－

Ｎ
△

）
（
ｎ１－

ｎ２
）
）
／
（
ｎ２
～
ｎ
△

）

Ｒ
は
、
感
量
の
十
倍
に
相
当
す
る
質
量
（
感
量
の
十
倍
に
相
当
す
る
質
量
が
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
と
き
は
、
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

ｎ１
は
、
Ｒ
に
相
当
す
る
質
量
の
ラ
イ
ダ
ー
を
一
方
の
皿
に
、
Ｒ
に
相
当
す
る
質
量
の
分
銅
を
他
方
の
皿
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
値

ｎ２
は
、
ｎ１
を
求
め
た
と
き
の
Ｒ
に
相
当
す
る
質
量
の
ラ
イ
ダ
ー
を
、
ｎ１
を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
載
せ
た
皿
が
あ
る
側
の
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
の
端
の
目
盛
線
の
位
置
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
値

Ｎ２
は
、
ｎ２
を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
質
量
の
読
み

ｎ
△

は
、
ｎ２
を
求
め
た
と
き
の
Ｒ
に
相
当
す
る
質
量
の
ラ
イ
ダ
ー
を
、
感
量
に
相
当
す
る
質
量
の
荷
重
又
は
感
量
の
二
倍
に
相
当
す
る
質
量
の
荷
重
を
加
え
た
と
き
に
生
ず
る
変
位
と
同
一
の
変
位
が
生
ず
る
よ
う
に
移
動
さ
せ
た
と

き
の
静
止
点
の
値

Ｎ
△

は
、
ｎ
△

を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
位
置
の
読
み

（
器
差
の
算
出
）

第
百
一
条
　
第
九
十
八
条
第
四
項
の
器
差
は
、
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
以
外
の
基
準
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
す
る
。

器
差＝

（
△
／
２
）×

（
（
ｎ１
＋
ｎ２－

２
ｎ
０

）
／
（
ｎ２
～
ｎ
△

）
）

△
は
、
基
準
器
公
差
等

ｎ０
は
、
空
掛
け
の
状
態
に
お
け
る
静
止
点
の
位
置

ｎ１
は
、
検
査
荷
重
に
相
当
す
る
質
量
の
特
定
標
準
器
等
を
両
方
の
載
せ
台
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
位
置
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ｎ２
は
、
ｎ１
を
求
め
た
と
き
の
特
定
標
準
器
等
を
交
換
し
て
両
方
の
載
せ
台
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
位
置

ｎ
△

は
、
ｎ２
を
求
め
た
と
き
の
状
態
に
お
い
て
、
基
準
器
公
差
等
に
相
当
す
る
質
量
の
特
定
標
準
器
等
を
更
に
一
方
の
載
せ
台
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
位
置

２
　
前
項
の
方
法
に
よ
り
器
差
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
静
止
点
の
値
は
、
測
定
を
三
回
行
っ
て
、
そ
の
平
均
値
に
よ
り
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
の
器
差
の
算
出
）

第
百
二
条
　
第
九
十
八
条
第
四
項
の
器
差
は
、
基
準
極
微
手
動
天
び
ん
に
つ
い
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
す
る
。

Ｒ
は
、
ラ
イ
ダ
ー
の
質
量
ｎ０
は
、
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
、
両
面
に
荷
重
を
加
え
な
い
と
き
の
静
止
点
の
位
置
Ｎ０
は
、
ｎ０
を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
位
置
の
読
み
ｎ１
は
、
検
査
荷
重
に
相

当
す
る
質
量
の
特
定
標
準
器
等
を
両
皿
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
値
Ｎ１
は
、
ｎ１
を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
位
置
の
読
み
ｎ２
は
、
ｎ１
を
求
め
た
と
き
の
特
定
標
準
器
等
を
交
換
し
て
両
皿
に
載
せ
た
と

き
の
静
止
点
の
値
Ｎ２
は
、
ｎ２
を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
位
置
の
読
み
ｎ
△

は
、
ｎ２
を
求
め
た
と
き
の
状
態
に
お
い
て
、
基
準
器
公
差
等
の
二
倍
に
相
当
す
る
質
量
の
特
定
標
準
器
等
を
更
に
一
方
の
皿

に
載
せ
た
と
き
の
荷
重
に
等
し
い
荷
重
が
加
わ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
と
き
の
静
止
点
の
値
Ｎ
△

は
、
ｎ
△

を
求
め
た
と
き
の
ラ
イ
ダ
ー
を
ラ
イ
ダ
ー
さ
お
に
載
せ
た
位
置
の
読
み
ｎ’

２

は
、
ｎ
△

を
求

め
た
後
に
更
に
ｎ２
を
求
め
た
と
き
の
状
態
に
戻
し
た
と
き
の
静
止
点
の
値
ｎ’

０

は
、
ｎ’

２

を
求
め
た
後
に
ラ
イ
ダ
ー
を
Ｎ２
に
置
き
、
す
べ
て
の
特
定
標
準
器
等
を
取
り
去
っ
た
と
き
の
静
止
点
の
値

第
三
款
　
基
準
台
手
動
は
か
り

（
零
点
調
整
機
構
の
検
査
）

第
百
三
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
が
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
又
は
ひ
ょ
う
量
の
二
分
の
一
の
質
量
を
負
荷
し
て
行
う
。

（
水
平
器
の
検
査
）

第
百
四
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
の
水
平
器
が
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
水
平
器
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
位
置
ま
で
基
準
台
手
動
は
か
り
を
傾
け
て
器
差
の
検
査
を
行
う
こ
と
に

よ
り
行
う
。

一
　
下
げ
振
り
式
水
平
器
で
あ
っ
て
、
に
ら
み
穴
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
下
げ
振
り
が
、
水
平
器
の
に
ら
み
の
位
置
に
お
い
て
、
下
げ
振
り
と
に
ら
み
穴
と
の
間
げ
き
の
三
分
の
一
だ
け
移
動
す
る
よ
う
な
位
置

二
　
下
げ
振
り
式
水
平
器
で
あ
っ
て
、
に
ら
み
穴
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
下
げ
振
り
の
先
端
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
だ
け
移
動
す
る
よ
う
な
位
置
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（
同
一
質
量
に
よ
る
繰
返
し
の
検
査
）

第
百
五
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
が
第
七
十
八
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
に
相
当
す
る
質
量
を
負
荷
し
て
行
う
。

（
さ
お
し
ぼ
り
の
検
査
）

第
百
六
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
が
第
七
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
の
約
四
分
の
一
に
相
当
す
る
質
量
を
加
え
、
目
盛
さ
お
を
静
か
に
各
方
向
に
動
か
し
て
行
う
。

（
休
み
装
置
に
よ
る
誤
差
の
検
査
）

第
百
七
条
　
休
み
装
置
の
あ
る
基
準
台
手
動
は
か
り
が
第
八
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
の
約
四
分
の
一
に
相
当
す
る
質
量
を
負
荷
し
て
行
う
。

（
零
点
の
変
化
の
検
査
）

第
百
八
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
が
第
八
十
一
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
器
差
の
検
査
を
行
う
前
の
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
表
示
値
と
、
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
後
の
質
量
を
負
荷
し
て
い
な
い

状
態
に
お
け
る
表
示
値
と
の
差
に
つ
い
て
行
う
。

（
台
し
ぼ
り
の
検
査
）

第
百
九
条
　
基
準
台
手
動
は
か
り
が
第
八
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ひ
ょ
う
量
の
約
四
分
の
一
に
相
当
す
る
質
量
を
載
せ
台
の
中
央
に
加
え
、
載
せ
台
に
ひ
ょ
う
量
の
約
十
分
の
一
に
相
当
す
る
力
を
前
後
左

右
に
水
平
に
加
え
て
行
う
。

第
四
款
　
基
準
分
銅

（
基
準
分
銅
の
器
差
の
検
査
）

第
百
十
条
　
基
準
分
銅
の
器
差
の
検
査
は
、
器
差
が
検
査
を
す
る
基
準
分
銅
の
基
準
器
公
差
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
基
準
分
銅
を
使
用
し
て
二
重
ひ
ょ
う
量
法
又
は
置
換
ひ
ょ
う
量
法
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
項
の
検
査
に
お
い
て
、
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
と
検
査
を
行
う
基
準
分
銅
と
の
空
気
中
の
浮
力
の
差
が
基
準
器
公
差
の
十
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
浮
力
の
補
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
基

準
分
銅
の
密
度
は
、
八
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
材
料
が
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
合
金
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
の
密
度
は
、

そ
の
材
料
が
白
金
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
万
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
洋
銀
又
は
真
ち
ゅ
う
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
八
千
四
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
で
あ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
八
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
、
鋳
鉄
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
七
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
合
金
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
、

空
気
の
密
度
は
、
一
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
検
査
に
お
い
て
、
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
二
級
基
準
分
銅
及
び
三
級
基
準
分
銅
に
つ
い
て
は
、
基
準
分
銅
に
代
え
て
実
用
基
準
分
銅
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
温
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則

（
表
記
）

第
百
十
一
条
　
温
度
基
準
器
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
温
度
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
百
十
二
条
　
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
温
度
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
温
度
基
準
器
を
鉛
直
の
状
態
に
し
、
か
つ
、
感
温
液
の
液
面
の
位
置
ま
で
そ
の
目
盛
線
が
表
す
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
感
温
液
が
水
銀
又
は
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
（
以
下
「
水
銀
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
液
面
の
最
上
部
に
よ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
百
十
三
条
　
温
度
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
は
、
ア
ル
カ
リ
が
遊
離
し
難
く
、
か
つ
、
経
年
変
化
を
し
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
四
条
　
感
温
液
が
水
銀
等
で
あ
る
温
度
基
準
器
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
水
銀
温
度
計
」
と
い
う
。
）
に
封
入
さ
れ
て
い
る
水
銀
等
は
、
不
純
物
を
含
有
し
て
い
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
）

第
百
十
五
条
　
温
度
基
準
器
の
ガ
ラ
ス
の
部
分
は
、
継
ぎ
目
の
不
完
全
、
気
泡
、
傷
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
る
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
温
度
基
準
器
の
ガ
ラ
ス
の
部
分
の
長
さ
は
、
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
温
度
基
準
器
の
形
状
は
、
直
線
状
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
温
度
基
準
器
は
、
浸
線
（
計
る
べ
き
温
度
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
を
表
示
す
る
線
そ
の
他
の
も
の
を
い
う
。
）
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
温
度
基
準
器
の
感
温
液
は
、
一
本
の
毛
細
管
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
温
度
基
準
器
は
、
毛
細
管
の
内
壁
が
著
し
く
汚
れ
、
毛
細
管
の
補
球
部
に
示
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
度
の
量
の
感
温
液
が
付
着
し
、
又
は
毛
細
管
内
に
水
分
、
空
気
及
び
ち
り
等
を
含
ん
で
い
る
こ
と
等
の
た
め
、
温
度
を
計
る
と

き
に
、
感
温
液
の
液
切
れ
又
は
誤
差
を
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

７
　
温
度
基
準
器
は
、
温
度
を
計
る
と
き
に
、
感
温
液
の
移
動
が
円
滑
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
温
度
基
準
器
は
、
ガ
ラ
ス
管
が
異
常
反
射
す
る
も
の
、
二
重
管
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
毛
細
管
若
し
く
は
目
盛
板
が
著
し
く
動
く
も
の
、
又
は
そ
の
外
管
に
水
及
び
ち
り
等
が
入
っ
て
い
る
こ
と
等
の
た
め
、
示
度
の
読
み
取

り
難
い
も
の
若
し
く
は
示
度
を
読
み
取
る
際
に
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
留
点
）

第
百
十
六
条
　
温
度
基
準
器
は
、
留
点
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計

（
目
盛
標
識
）

第
百
十
七
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
零
下
五
十
六
度
か
ら
三
百
六
十
五
度
ま
で
の
う
ち
、
一
定
の
範
囲
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
零
度
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
零
度
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
の
上
下
に
、
そ
の
目
盛
線
に
連
続
し
て
、
当
該
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
最
小
の
目
量
の
目
盛
線
が
三
本
以
上
ず
つ
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
目
幅
は
、
棒
状
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
重
管
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
八
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
う
ち
、
基
準
水
銀
温
度
計
は
、
最
小
の
目
量
が
〇
・
〇
五
度
、
〇
・
一
度
、
〇
・
二
度
、
〇
・
五
度
又
は
一
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
九
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
で
あ
っ
て
、
感
温
液
が
水
銀
等
以
外
の
液
体
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
液
体
温
度
計
」
と
い
う
。
）
の
目
盛
線
は
、
液
面
の
最
下
部
に
よ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
液
体
温
度
計
は
、
目
量
が
〇
・
五
度
又
は
一
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
二
十
条
　
基
準
液
体
温
度
計
に
封
入
さ
れ
て
い
る
液
体
が
染
料
に
よ
り
着
色
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
染
料
は
、
容
易
に
た
い
色
し
、
又
は
沈
で
ん
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
一
条
　
基
準
液
体
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
五
十
度
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
二
条
　
目
量
が
〇
・
二
度
以
下
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
常
温
に
三
日
以
上
放
置
し
た
後
に
零
度
の
温
度
を
計
っ
た
と
き
の
示
度
と
、
百
度
の
温
度
（
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
百
度
未
満
の
と
き
は
、
計
る

こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
の
絶
対
値
が
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
の
絶
対
値
よ
り
大
き
い
か
又
は
等
し
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る

最
低
の
温
度
）
に
三
十
分
間
保
っ
た
直
後
に
零
度
の
温
度
を
計
っ
た
と
き
の
示
度
と
の
差
が
〇
・
〇
八
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
三
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
に
近
い
温
度
に
保
っ
た
後
八
時
間
以
内
に
零
度
の
目
盛
線
に
お
け
る
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
器
差
と
、
再
び
三
十
分

間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
に
保
っ
た
後
八
時
間
以
内
に
零
度
の
目
盛
線
に
お
け
る
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
と
き
の
器
差
と
の
差
が
、
基
準
器
公
差
の
二
分
の
一
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
四
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
感
温
液
の
移
動
が
円
滑
で
な
い
た
め
、
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
又
は
容
易
に
誤
差
が
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
五
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
保
っ
た
と
き
に
、
感
温
液
の
沸
騰
、
酸
化
、
蒸
発
、
凝
結
若
し
く
は
気
泡
の
発
生
又
は
球
部
の
変
形
等
が
生
ず
る
た
め
、
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も

の
又
は
容
易
に
液
切
れ
若
し
く
は
誤
差
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
六
条
　
二
重
管
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
は
、
外
管
の
頭
部
が
溶
接
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
七
条
か
ら
第
百
三
十
条
ま
で
　
削
除

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
温
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
百
三
十
一
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
基
準
器
公
差
は
、
目
量
及
び
目
盛
線
の
表
す
温
度
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

目
盛
線
の
表
す
温
度

基
準
器
公
差

〇
・
一
度
以
下

零
下
二
十
度
以
下

〇
・
二
度

百
度
以
下

〇
・
一
度

三
百
度
以
下

〇
・
二
度

三
百
度
を
超
え
る
と
き

〇
・
三
度

〇
・
二
度

零
度
未
満

〇
・
二
度

百
度
以
下

〇
・
一
度

二
百
度
以
下

〇
・
二
度

三
百
度
以
下

〇
・
三
度

三
百
度
を
超
え
る
と
き

〇
・
四
度

〇
・
五
度

百
度
以
下

〇
・
三
度

百
度
を
超
え
る
と
き

〇
・
五
度

一
度

二
百
度
以
下

〇
・
五
度

二
百
度
を
超
え
る
と
き

一
度

第
百
三
十
二
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
基
準
器
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
基
準
器
検
査
成
績
書
の
記
載
に
よ
り
、
検
査
を
行
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
基
準
器
公
差
は
、
目
量
及
び
目
盛
線
の
表

す
温
度
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

目
盛
線
の
表
す
温
度

基
準
器
公
差
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〇
・
一
度
以
下

零
下
二
十
度
以
下

〇
・
三
度

百
度
以
下

〇
・
二
度

三
百
度
以
下

〇
・
三
度

三
百
度
を
超
え
る
と
き

〇
・
五
度

〇
・
二
度

零
度
未
満

〇
・
三
度

百
度
以
下

〇
・
二
度

二
百
度
以
下

〇
・
三
度

三
百
度
以
下

〇
・
五
度

三
百
度
を
超
え
る
と
き

〇
・
六
度

〇
・
五
度

百
度
以
下

〇
・
五
度

百
度
を
超
え
る
と
き

〇
・
八
度

一
度

二
百
度
以
下

〇
・
八
度

二
百
度
を
超
え
る
と
き

一
・
五
度

第
百
三
十
三
条
　
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
目
盛
線
の
目
量
が
二
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
小
さ
い
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

（
検
査
の
条
件
）

第
百
三
十
四
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
の
三
百
度
以
上
又
は
零
下
三
十
度
以
下
の
目
盛
線
の
検
査
を
行
う
場
合
に
は
、
検
査
の
前
後
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
温
度
の
激
変
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
て
行
う
。

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
百
三
十
五
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
六
条
　
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
が
第
百
二
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
が
三
百
度
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
百
三
十
七
条
　
三
百
度
を
超
え
る
目
盛
線
が
あ
る
基
準
ガ
ラ
ス
製
温
度
計
に
つ
い
て
は
、
器
差
の
検
査
を
行
う
前
に
、
二
時
間
以
上
そ
の
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
近
い
温
度
に
保
っ
た
後
に
、
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に

適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
を
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
百
三
十
八
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
及
び
零
度
を
表
す
目
盛
線
並
び
に
任
意
の
一
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
計
る
こ
と
が
で
き

る
最
高
又
は
最
低
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
に
つ
い
て
の
器
差
の
検
査
が
困
難
な
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
近
い
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

第
百
三
十
九
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
直
前
に
三
十
分
間
以
上
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
高
の
温
度
に
保
っ
た
後
に
、
零
度
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
い
、
そ
の
後
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
温
度
を
表
す
目
盛

線
か
ら
始
め
て
順
次
高
い
温
度
を
表
す
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
空
気
を
飽
和
し
て
い
る
水
及
び
氷
の
平
衡
温
度
を
用
い
て
検
査
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
一
条
　
削
除

第
百
四
十
二
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
特
定
標
準
器
等
及
び
検
査
を
行
う
温
度
基
準
器
の
温
度
を
感
じ
る
速
さ
に
応
じ
、
検
査
槽
の
温
度
が
検
査
に
必
要
な
一
定
の
温
度
に
保
た
れ
る
状
態

又
は
極
め
て
緩
や
か
に
上
昇
す
る
状
態
に
お
い
て
行
う
。

第
百
四
十
三
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
検
査
槽
内
の
液
体
を
か
く
は
ん
し
て
、
液
体
の
各
部
の
温
度
が
常
に
均
一
で
あ
る
よ
う
に
し
て
行
う
。

第
百
四
十
四
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
検
査
を
行
う
温
度
基
準
器
の
目
盛
線
を
、
目
盛
線
が
付
さ
れ
て
い
る
面
に
視
線
が
垂
直
に
な
る
位
置
に
置
い
て
、
そ
の
正
面
か
ら
示
度
を
視
定
す
る
。

第
百
四
十
五
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
感
温
液
が
水
銀
等
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
上
部
に
お
い
て
、
水
銀
等
以
外
の
液
体
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
下
部
に
お
い
て
行
う
。

第
百
四
十
六
条
　
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
べ
き
温
度
を
表
す
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と
し
た
状
態
で
行
う
。
た
だ
し
、
検
査
槽
の
構
造
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
た
め
、
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温

度
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
四
十
七
条
　
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
温
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
を
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と
し
な
い
で
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
値
又
は
次
項
に
規
定
す
る
方
法
で
実
測
さ
れ
た
補
正
値
に
よ

り
補
正
す
る
。
補
正
値＝

ｎ
（
Ｔ－

ｔ
）
Ｋ
ｎ
は
、
露
出
部
（
検
査
を
行
う
目
盛
線
と
そ
れ
に
対
応
す
る
温
度
に
保
っ
た
箇
所
と
の
間
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
さ
を
そ
の
目
盛
面
に
お
け
る
一
度
に
相

当
す
る
長
さ
で
除
し
た
値
Ｔ
は
、
検
査
槽
の
温
度
ｔ
は
、
露
出
部
の
平
均
の
温
度
Ｋ
は
、
ガ
ラ
ス
に
対
す
る
感
温
液
の
見
か
け
の
膨
張
係
数
（
基
準
液
体
温
度
計
に
あ
っ
て
は
千
分
の
一
、
基
準
液
体
温
度
計
以
外
の
温
度
基
準
器
に

あ
っ
て
は
六
千
百
分
の
一
）

２
　
補
正
値
を
実
測
す
る
場
合
は
、
検
査
を
行
う
べ
き
温
度
を
表
す
目
盛
線
ま
で
同
一
の
温
度
と
し
て
検
査
を
行
っ
た
場
合
に
得
た
器
差
か
ら
、
当
該
温
度
基
準
器
を
通
常
検
査
を
行
う
露
出
部
の
長
さ
に
露
出
さ
せ
た
状
態
で
得
た
器

差
を
減
じ
て
算
出
す
る
。
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第
五
章
　
面
積
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
表
記
）

第
百
四
十
八
条
　
面
積
基
準
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ
の
表
す
面
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
百
四
十
九
条
　
面
積
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
常
温
常
湿
の
状
態
か
ら
温
度
が
十
度
変
化
し
た
と
き
、
又
は
湿
度
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
た
と
き
に
、
当
該
面
積
基
準
器
の
面
積
に
そ
の
表
す
面
積
の
〇
・
二
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
）

第
百
五
十
条
　
面
積
基
準
器
は
、
傷
、
腐
食
、
穴
及
び
凹
凸
等
が
あ
る
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
支
障
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
面
積
基
準
器
は
、
表
面
が
滑
り
や
す
い
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
支
障
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
面
積
基
準
器
は
、
そ
の
形
状
が
円
形
、
正
方
形
又
は
長
方
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
面
積
基
準
器
は
、
そ
の
厚
さ
が
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
面
積
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
百
五
十
一
条
　
面
積
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
表
す
面
積
の
百
分
の
一
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

（
材
質
の
検
査
）

第
百
五
十
二
条
　
面
積
基
準
器
が
第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
常
温
常
湿
の
環
境
下
で
、
そ
の
面
積
基
準
器
の
面
積
を
計
量
し
た
後
に
、
温
度
を
十
度
変
化
さ
せ
、
又
は
湿
度
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
さ

せ
て
、
約
十
時
間
放
置
し
た
直
後
に
、
当
該
面
積
基
準
器
の
面
積
を
計
量
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
器
差
）

第
百
五
十
三
条
　
面
積
基
準
器
の
器
差
は
、
表
す
面
積
か
ら
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
面
積
を
減
じ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
円
形
の
面
積
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
面
積

ｄ１
、
ｄ２
、
ｄ３
、
ｄ４
は
、
任
意
の
四
箇
所
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
回
ず
つ
計
量
し
た
直
径
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
求
め
ら
れ
た
平
均
値

二
　
正
方
形
又
は
長
方
形
の
面
積
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
面
積
算
出
さ
れ
た
面
積＝

（
１
／
２
）
（
Ａ１
＋
Ａ２
＋
Ａ３
＋
Ａ４
）
Ａ１
は
、√

（
Ｌ１
（
Ｌ１－

ａ
）
（
Ｌ１－

ｂ
）
（
Ｌ１－

ｅ
）
）
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
Ａ２

は
、√

（
Ｌ２
（
Ｌ２－

ｃ
）
（
Ｌ２－

ｄ
）
（
Ｌ２－

ｅ
）
）
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
Ａ３
は
、√

（
Ｌ３
（
Ｌ３－

ａ
）
（
Ｌ３－

ｄ
）
（
Ｌ３－

ｆ
）
）
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
Ａ４
は
、√

（
Ｌ４
（
Ｌ４－

ｂ
）
（
Ｌ４－

ｃ
）
（
Ｌ４－

ｆ
）
）
に
よ
り
求
め
ら
れ

た
値
Ｌ１
は
、
（
ａ
＋
ｂ
＋
ｅ
）
／
２
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
Ｌ２
は
、
（
ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ
）
／
２
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
Ｌ３
は
、
（
ａ
＋
ｆ
＋
ｄ
）
／
２
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
Ｌ４
は
、
（
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
）
／
２
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
値
ａ
、

ｂ
、
ｃ
、
ｄ
は
、
正
方
形
又
は
長
方
形
の
四
つ
の
辺
ｅ
、
ｆ
は
、
正
方
形
又
は
長
方
形
の
二
つ
の
対
角
線
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（
器
差
の
検
査
）

第
百
五
十
四
条
　
面
積
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
基
準
巻
尺
に
よ
り
そ
の
面
積
基
準
器
の
寸
法
を
計
量
し
て
行
う
。

第
六
章
　
体
積
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等

（
表
記
）

第
百
五
十
五
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
及
び
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
の
基
準
器
公
差
内
で
計
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
体
積
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
全
量
」
と
い

う
。
）
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
用
途

二
　
全
量
に
相
当
す
る
水
を
排
出
す
る
時
間
（
以
下
「
排
水
時
間
」
と
い
う
。
）

３
　
全
量
を
表
す
目
盛
線
以
外
の
目
盛
線
が
あ
る
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
目
盛
線
が
表
す
体
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
目
盛
線
が
表
す
体
積
の
値
が
明
ら
か
な
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
百
五
十
六
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
は
、
そ
の
目
盛
線
が
表
す
体
積
の
水
を
用
い
て
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
は
、
そ
の
目
盛
線
が
表
す
体
積
を
出
用
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
は
、
水
を
使
用
し
て
目
盛
線
の
上
縁
と
液
面
の
最
下
部
と
が
水
平
に
見
て
一
致
し
た
と
き
に
、
そ
の
目
盛
線
が
表
す
体
積
を
示
す
よ
う
に
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
は
、
円
筒
形
の
部
分
に
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
〇
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
目
盛
間
隔
の
五
分
の
一
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
は
、
そ
の
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
を
使
用
す
る
状
態
に
置
い
た
と
き
に
、
水
平
に
な
る
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
盛
足
目
盛
は
、
そ
の
全
量
の
十
分
の
一
の
体
積
の
範
囲
内
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
の
相
互
に
対
応
す
る
公
差
目
盛
の
目
盛
間
隔
は
、
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
温
度
）

第
百
五
十
七
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
表
す
体
積
は
、
温
度
二
十
度
の
場
合
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
温
度
二
十
度
以
外
の
温
度
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
十
五
度
か

ら
三
十
度
ま
で
の
範
囲
内
の
標
準
と
す
る
温
度
が
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
材
質
）

第
百
五
十
八
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
透
明
の
ガ
ラ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
九
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
傷
、
気
泡
、
す
じ
及
び
凹
凸
が
あ
る
た
め
、
液
面
が
視
定
し
難
い
も
の
又
は
破
損
し
や
す
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
焼
き
な
ま
し
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
六
十
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
は
、
そ
の
全
量
が
一
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
、
二
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
、
五
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
、
一
リ
ッ
ト
ル
、
二
リ
ッ
ト
ル
、
五
リ
ッ
ト
ル
又
は
十
リ
ッ
ト
ル
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
一
条
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
は
、
排
水
時
間
で
全
量
に
相
当
す
る
体
積
の
水
を
排
出
さ
せ
た
と
き
の
そ
の
水
の
体
積
と
、
排
水
時
間
を
十
分
の
一
だ
け
変
化
さ
せ
た
時
間
で
全
量
に
相
当
す
る
体
積
の
水
を
排
出
さ
せ
た
と
き
の

そ
の
水
の
体
積
と
の
差
が
、
基
準
器
公
差
の
二
分
の
一
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
に
表
記
さ
れ
て
い
る
排
水
時
間
は
、
そ
の
実
排
水
時
間
と
の
差
が
表
記
さ
れ
た
排
水
時
間
の
二
十
分
の
一
（
二
秒
未
満
の
と
き
は
、
二
秒
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ッ
ク
）

第
百
六
十
二
条
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
に
付
さ
れ
た
コ
ッ
ク
は
、
容
易
に
漏
水
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
量
に
相
当
す
る
体
積
の
水
を
満
た
し
て
五
分
間
放
置
し
た
と
き
に
、
基
準
器
公
差
に
相

当
す
る
体
積
以
内
の
漏
水
の
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
に
付
さ
れ
た
コ
ッ
ク
は
、
そ
の
栓
が
円
滑
に
し
ゅ
う
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

（
表
記
）

第
百
六
十
三
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
湿
式
の
も
の
（
以
下
「
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
計
量
室
に
お
け
る
一
周
期
の
計
量
操
作
に
よ
り
計
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
体
積
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
計
量
室
の
体
積
」
と
い
う
。
）

二
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
目
盛
線
又
は
指
針
に
よ
り
液
面
を
調
整
す
る
も
の
は
、
そ
の
旨

三
　
二
以
上
五
以
下
の
使
用
流
量

２
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
口
径

二
　
二
以
上
五
以
下
の
使
用
流
量

三
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
回
転
子
式
の
も
の
（
以
下
「
基
準
回
転
子
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
計
量
す
る
ガ
ス
の
種
類

３
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
は
、
ガ
ス
の
入
口
又
は
出
口
を
表
す
標
識
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
表
示
機
構
に
は
、
そ
の
表
す
体
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
）

第
百
六
十
四
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
目
盛
線
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
相
互
に
対
応
す
る
目
盛
線
に
つ
い
て
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
あ
る
こ
と
。

三
　
指
針
の
先
端
部
と
目
盛
面
と
の
間
隔
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
　
指
針
の
先
端
部
の
太
さ
が
目
盛
線
の
う
ち
最
も
細
い
も
の
の
太
さ
の
一
・
五
倍
以
内
で
あ
る
こ
と
。

五
　
指
針
の
先
端
部
が
目
盛
線
に
重
な
り
、
又
は
目
盛
線
に
達
す
る
こ
と
。

六
　
上
位
の
指
針
の
先
端
部
の
位
置
が
、
隣
接
す
る
下
位
の
指
針
が
指
示
す
る
計
量
値
に
相
当
す
る
位
置
に
対
し
、
上
位
の
指
針
の
目
盛
間
隔
の
三
分
の
一
以
上
の
食
い
違
い
が
な
い
こ
と
。

（
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
）

第
百
六
十
五
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
各
け
た
（
最
下
位
の
け
た
を
除
く
。
）
の
数
字
の
転
換
が
、
そ
の
隣
接
す
る
下
位
の
け
た
の
最
後
の
十
分
の
一
回
転
の
間
に
行

わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
で
あ
っ
て
、
瞬
間
的
に
数
字
の
転
換
が
行
わ
れ
る
も
の
は
、
各
け
た
（
最
下
位
の
け
た
を
除
く
。
）
の
数
字
の
転
換
が
、
そ
の
隣
接
す
る
下
位
の
け
た
の
数
字
が
零
に
転
換
す
る
直
前
又

は
転
換
す
る
と
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
量
）

第
百
六
十
六
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
目
量
は
、
計
量
室
の
体
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
量
室
の
体
積

目
量

二
リ
ッ
ト
ル

十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
以
下

百
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
リ
ッ
ト
ル
以
下

百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
と
き

十
リ
ッ
ト
ル
以
下

２
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
目
量
は
、
使
用
流
量
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
最
大
流
量
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
大
流
量
（
一
時
間
当
た
り
）

目
量

二
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下

一
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
以
下

十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下

一
リ
ッ
ト
ル
以
下

百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下

十
リ
ッ
ト
ル
以
下

百
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き

百
リ
ッ
ト
ル
以
下

（
材
質
）

第
百
六
十
七
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
外
箱
は
、
金
属
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
使
用
中
に
く
ぼ
み
を
生
じ
又
は
ガ
ス
が
漏
え
い
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
外
箱
は
、
封
入
液
に
溶
解
し
た
ガ
ス
の
不
純
物
に
よ
り
容
易
に
腐
食
し
難
い
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
八
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
計
量
室
は
、
す
ず
合
金
、
す
ず
を
メ
ッ
キ
し
た
銅
若
し
く
は
黄
銅
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
封
入
液
に
溶
解
し
た
ガ
ス
の
不
純
物
に
よ
り
容
易
に
腐
食
し
難
い
材
料
が

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
計
量
室
は
、
鋳
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
使
用
ガ
ス
に
よ
っ
て
腐
食
し
難
い
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
六
十
九
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
運
動
部
分
は
、
円
滑
に
運
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
計
量
室
の
体
積
は
、
二
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
一
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
外
箱
は
、
そ
の
外
部
か
ら
容
易
に
内
部
の
機
構
又
は
作
用
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
二
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
液
面
調
整
装
置
及
び
水
平
装
置
（
外
箱
の
三
以
上
の
箇
所
に
水
準
線
を
付
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
三
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
取
付
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
百
七
十
四
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
圧
力
約
一
・
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
、
そ
の
他
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
圧
力
約
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
ガ
ス
又
は
空
気
を
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

内
に
密
封
し
て
一
定
圧
力
に
し
た
後
に
約
五
分
間
放
置
し
た
と
き
に
、
圧
力
の
降
下
が
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
百
パ
ス
カ
ル
以
内
、
そ
の
他
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
二
百
パ
ス
カ
ル
以
内
に
な
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
五
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
ガ
ス
又
は
空
気
の
通
過
中
に
出
口
の
圧
力
が
約
四
百
パ
ス
カ
ル
に
な
る
よ
う
に
し
た
と
き
に
、
入
口
の
圧
力
の
変
化
の
範
囲
が
六
十
パ
ス
カ
ル
未
満
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
百
七
十
六
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
計
量
室
の
体
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
流
量
で
空
気
を
計
量
室
の
体
積
に
相
当
す
る
体
積
だ
け
通
し
た
と
き
に
、
当
該
基
準
湿
式
ガ
ス

メ
ー
タ
ー
の
器
差
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

計
量
室
の
体
積

流
量
（
一
時
間
当
た
り
）

五
リ
ッ
ト
ル
以
下

十
リ
ッ
ト
ル

二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
十
リ
ッ
ト
ル

五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

五
十
リ
ッ
ト
ル

百
リ
ッ
ト
ル
以
下

百
リ
ッ
ト
ル

五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
百
五
十
リ
ッ
ト
ル

五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
と
き

五
百
リ
ッ
ト
ル

第
百
七
十
七
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
温
差
補
正
計
又
は
温
度
計
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
温
差
補
正
計
等
」
と
い
う
。
）
及
び
圧
力
計
の
取
付
孔
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
温
差
補
正
計
等
の
取
付
孔
は
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
液
温
（
計
量
室
の
体
積
が
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
液
温
及
び
ガ
ス
の
出
口
側
の
温
度
）
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
、
圧
力
計
の
取
付

孔
は
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
ガ
ス
の
入
口
側
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
八
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
ガ
ス
の
入
口
側
及
び
出
口
側
の
圧
力
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
測
定
孔
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
九
条
　
計
量
室
の
体
積
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
室
内
の
封
入
液
を
除
去
す
る
装
置
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
条
　
基
準
回
転
子
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
そ
の
計
量
室
に
水
そ
の
他
の
液
体
が
滞
留
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
一
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
値
が
〇
・
一
五
を
超
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
０
．
６
７
５√

（
Ｓ
／
（
ｎ－

１
）
）
Ｓ
は
、
同
一
の
検
査
流
量
で
六
回
以
上
検
査
を
行
っ
た
場
合
に

お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
か
ら
こ
れ
ら
の
平
均
値
を
減
じ
て
得
た
数
値
を
二
乗
し
た
値
の
総
和
ｎ
は
、
検
査
を
行
っ
た
回
数

第
百
八
十
二
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
検
査
流
量
に
お
け
る
器
差
と
相
隣
る
検
査
流
量
の
器
差
の
差
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
当
該
使
用
流
量
の
〇
・
五
倍
の
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
の
差
が
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

第
三
款
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー

（
表
記
）

第
百
八
十
三
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
口
径

二
　
二
以
上
五
以
下
の
使
用
流
量

２
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
は
、
水
の
入
口
又
は
出
口
を
表
す
標
識
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
表
示
機
構
に
は
、
そ
の
表
す
体
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
取
付
姿
勢
に
よ
っ
て
精
度
が
異
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
は
、
そ
の
取
り
付
け
ら
れ
る
べ
き
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
標
識
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
）

第
百
八
十
四
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
目
盛
線
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
相
互
に
対
応
す
る
目
盛
線
に
つ
い
て
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
あ
る
こ
と
。

三
　
指
針
の
先
端
部
と
目
盛
面
と
の
間
隔
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
　
指
針
の
先
端
部
が
目
盛
線
に
重
な
り
、
又
は
目
盛
線
に
達
す
る
こ
と
。

五
　
指
針
の
先
端
部
の
太
さ
が
目
盛
線
の
太
さ
の
一
・
五
倍
以
内
で
あ
る
こ
と
。

六
　
上
位
の
指
針
の
先
端
部
の
位
置
が
、
隣
接
す
る
下
位
の
指
針
が
指
示
す
る
計
量
値
に
相
当
す
る
位
置
に
対
し
て
、
上
位
の
指
針
の
目
盛
間
隔
の
三
分
の
一
以
上
の
食
い
違
い
が
な
い
こ
と
。

（
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
）

第
百
八
十
五
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
数
字
車
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
数
字
が
下
か
ら
上
方
向
へ
回
転
移
動
す
る
こ
と
。

二
　
各
け
た
（
最
下
位
の
け
た
を
除
く
。
）
の
数
字
の
転
換
が
、
そ
の
隣
接
す
る
下
位
の
け
た
の
最
後
の
十
分
の
一
回
転
の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
瞬
間
的
に
数
字
の
転
換
が
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
隣
接
す
る
下
位
の
け
た
の
数
字
が
零
に
転
換
す
る
直
前
又
は
転
換
す
る
と
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
。
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（
材
質
）

第
百
八
十
六
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
外
箱
は
、
黄
銅
若
し
く
は
鋳
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
傷
、
巣
及
び
埋
金
等
に
よ
る
使
用
中
の
破
損
又
は
漏
水
を
生
じ

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
八
十
七
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
運
動
部
分
は
、
円
滑
に
運
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
八
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
入
口
側
の
圧
力
と
出
口
側
の
圧
力
と
の
差
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
圧
力
測
定
孔
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
を
装
置
し
た
基

準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
水
が
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
を
通
過
し
た
後
の
入
口
側
の
圧
力
を
測
定
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
九
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
当
該
使
用
流
量
の
〇
・
五
倍
の
流
量
に
お
け
る
器
差
と
の
差
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
使
用
す
る
と
き
の
圧
力
が
表
記
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
圧
力
よ
り
十
パ
ー
セ
ン
ト
大
き
い
圧
力
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
一
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
値
が
〇
・
〇
五
を
超
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
０
．
６
７
５√

（
Ｓ
／
（
ｎ－

１
）
）
Ｓ
は
、
同
一
の
検
査
流
量
で
六
回
以
上
検
査
を
行
っ
た
場
合
に

お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
か
ら
こ
れ
ら
の
平
均
値
を
減
じ
て
得
た
数
値
を
二
乗
し
た
値
の
総
和
ｎ
は
、
検
査
を
行
っ
た
回
数

第
四
款
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー

（
表
記
）

第
百
九
十
二
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
口
径

二
　
二
以
上
五
以
下
の
使
用
流
量

三
　
二
以
下
の
被
計
量
物
の
種
類

２
　
前
項
第
三
号
の
被
計
量
物
の
種
類
は
、
揮
発
油
、
灯
油
、
軽
油
及
び
重
油
と
し
、
重
油
に
あ
っ
て
は
、
粘
度
範
囲
が
併
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
二
種
類
の
被
計
量
物
が
表
記
さ
れ
て
い
る
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
使
用
流
量
の
表
記
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
計
量
物
に
共
通
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
は
、
燃
料
油
の
入
口
又
は
出
口
を
表
す
標
識
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
表
示
機
構
に
は
、
そ
の
表
す
体
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
取
付
姿
勢
に
よ
っ
て
精
度
が
異
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
は
、
そ
の
取
り
付
け
ら
れ
る
べ
き
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
標
識
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
）

第
百
九
十
三
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
目
盛
線
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
相
互
に
対
応
す
る
目
盛
線
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
あ
る
こ
と
。

三
　
指
針
の
先
端
部
と
目
盛
面
と
の
間
隔
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
　
指
針
の
先
端
部
が
目
盛
線
に
重
な
り
、
又
は
目
盛
線
に
達
す
る
こ
と
。

五
　
指
針
の
先
端
部
の
太
さ
が
目
盛
線
の
太
さ
の
一
・
五
倍
以
内
で
あ
る
こ
と
。

六
　
上
位
の
指
針
の
先
端
部
の
位
置
が
、
隣
接
す
る
下
位
の
指
針
が
指
示
す
る
計
量
値
に
相
当
す
る
位
置
に
対
し
て
、
上
位
の
指
針
の
目
盛
間
隔
の
三
分
の
一
以
上
の
食
い
違
い
が
な
い
こ
と
。

（
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
）

第
百
九
十
四
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
表
示
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
数
字
車
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
数
字
が
下
か
ら
上
方
向
へ
回
転
移
動
す
る
こ
と
。

二
　
各
け
た
（
最
下
位
の
け
た
を
除
く
。
）
の
数
字
の
転
換
が
、
そ
の
隣
接
す
る
下
位
の
け
た
の
最
後
の
十
分
の
一
回
転
の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
瞬
間
的
に
数
字
の
転
換
が
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
隣
接
す
る
下
位
の
け
た
の
数
字
が
零
に
転
換
す
る
直
前
又
は
転
換
す
る
と
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

（
材
質
）

第
百
九
十
五
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
外
箱
は
、
黄
銅
若
し
く
は
鋳
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
傷
、
巣
及
び
埋
金
等
に
よ
る
使
用
中
の
破
損
又
は
漏
え
い
を

生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
六
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
燃
料
油
の
流
路
部
分
は
、
使
用
す
る
燃
料
油
に
よ
っ
て
腐
食
し
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
百
九
十
七
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
は
、
口
径
が
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
運
動
部
分
は
、
円
滑
に
運
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
八
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
は
、
入
口
側
の
圧
力
と
出
口
側
の
圧
力
と
の
差
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
圧
力
測
定
孔
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
を
装
置
し
た

基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
燃
料
油
が
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
を
通
過
し
た
後
の
入
口
側
の
圧
力
を
測
定
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
九
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
当
該
使
用
流
量
の
〇
・
五
倍
の
流
量
に
お
け
る
器
差
と
の
差
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
は
、
使
用
す
る
と
き
の
圧
力
が
表
記
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
圧
力
よ
り
十
パ
ー
セ
ン
ト
大
き
い
圧
力
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
百
一
条
　
二
の
種
類
の
被
計
量
物
が
表
記
さ
れ
て
い
る
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
計
量
物
を
計
量
し
た
と
き
に
、
同
一
の
使
用
流
量
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
が
基
準
器
公
差
に
相
当
す
る
値
を
超

え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
二
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
値
が
〇
・
〇
五
を
超
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
０
．
６
７
５√

（
Ｓ
／
（
ｎ－

１
）
）
Ｓ
は
、
同
一
の
検
査
流
量
で
六
回
以
上
検
査
を
行
っ
た
場
合
に

お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
か
ら
こ
れ
ら
の
平
均
値
を
減
じ
て
得
た
数
値
を
二
乗
し
た
値
の
総
和
ｎ
は
、
検
査
を
行
っ
た
回
数

第
五
款
　
基
準
タ
ン
ク

（
表
記
）

第
二
百
三
条
　
基
準
タ
ン
ク
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
タ
ン
ク
の
種
類

二
　
全
量

三
　
被
計
量
物
の
種
類

四
　
最
少
測
定
量

２
　
前
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
分
量
目
盛
が
な
い
基
準
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
表
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
基
準
タ
ン
ク
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
れ
ら
の
表
す
体
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
に
近
接
し
て
取
り
付
け
ら
れ
た
側
板

の
主
な
目
盛
線
に
対
応
す
る
箇
所
に
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
二
百
四
条
　
基
準
タ
ン
ク
の
目
盛
線
は
、
二
重
線
、
枝
線
、
折
れ
線
又
は
目
切
れ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
支
障
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
タ
ン
ク
の
目
盛
線
は
、
基
準
タ
ン
ク
を
鉛
直
に
据
え
付
け
た
と
き
に
水
平
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
基
準
タ
ン
ク
を
鉛
直
に
据
え
付
け
る
必
要
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
基
準
タ
ン
ク
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
目
盛
線
の
値
が
全
量
そ
の
他
の
表
記
に
よ
り
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

４
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
目
盛
線
は
、
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
に
直
接
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
目
盛
間
隔
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
が
二
以
上
あ
る
も
の
の
同
一
の
量
を
表
す
目
盛
線
は
、
同
一
の
量
に
よ
り
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
表
す
量

に
応
ず
る
基
準
器
公
差
の
三
分
の
一
以
内
の
誤
差
が
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

７
　
基
準
タ
ン
ク
の
目
盛
線
の
付
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
液
面
の
水
平
視
定
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
基
準
タ
ン
ク
の
全
量
及
び
零
に
係
る
盛
足
目
盛
は
、
そ
の
全
量
の
百
分
の
四
の
体
積
の
範
囲
内
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
二
百
五
条
　
基
準
タ
ン
ク
に
使
用
す
る
材
料
は
、
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
し
、
か
つ
、
容
易
に
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
表
面
加
工
が
施
し
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
は
、
常
温
の
状
態
か
ら
温
度
が
五
十
度
変
化
し
た
と
き
に
、
変
形
又
は
破
損
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
条
　
基
準
タ
ン
ク
は
、
液
体
を
入
れ
た
と
き
に
、
容
易
に
変
形
し
、
又
は
漏
え
い
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
二
百
七
条
　
基
準
タ
ン
ク
は
、
最
少
測
定
量
の
二
百
分
の
一
の
量
に
よ
る
液
面
の
位
置
の
変
化
が
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
水
道
メ
ー
タ
ー
、
温
水
メ
ー
タ
ー
及
び
積
算
熱
量
計
の
検
査
に
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
）
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
タ
ン
ク
の
表
す
体
積
は
、
温
度
二
十
度
（
被
計
量
物
が
油
の
場
合
に
は
、
十
五
度
）
の
場
合
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
最
少
測
定
量
ご
と
の
器
差
の
均
一
性
）

第
二
百
八
条
　
基
準
タ
ン
ク
は
、
最
少
測
定
量
ご
と
の
相
隣
る
表
す
量
に
応
ず
る
器
差
の
差
が
、
こ
れ
ら
の
表
す
量
の
差
に
相
当
す
る
基
準
器
公
差
に
相
当
す
る
値
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
平
装
置
）

第
二
百
九
条
　
基
準
タ
ン
ク
は
水
平
装
置
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
定
置
し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
十
条
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
は
、
そ
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
と
タ
ン
ク
と
の
接
続
管
の
内
径
が
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
内
径
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
一
条
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
は
、
傷
、
気
泡
、
す
じ
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
る
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
二
条
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
基
準
タ
ン
ク
は
、
そ
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
が
表
す
量
と
こ
れ
に
相
当
す
る
タ
ン
ク
の
体
積
と
の
関
係
を
表
す
位
置
が
明
ら
か
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
三
条
　
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
の
口
縁
が
全
量
を
表
す
基
準
タ
ン
ク
は
、
そ
の
口
縁
が
滑
ら
か
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
量
）

第
二
百
十
四
条
　
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
の
最
小
の
目
量
は
、
全
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
量

最
小
の
目
量

五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
リ
ッ
ト
ル
以
下

五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
と
き

全
量
の
五
百
分
の
一
に
相
当
す
る
体
積
以
下
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（
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
内
径
）

第
二
百
十
五
条
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
内
径
は
、
全
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
量

ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
内
径

千
リ
ッ
ト
ル
以
下

十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
と
き

二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

２
　
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
を
使
用
す
る
液
体
タ
ン
ク
用
基
準
タ
ン
ク
の
ゲ
ー
ジ
グ
ラ
ス
の
内
径
は
、
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
款
　
基
準
体
積
管

（
表
記
）

第
二
百
十
六
条
　
基
準
体
積
管
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
全
量

二
　
被
計
量
物
の
種
類

三
　
最
少
測
定
量

四
　
基
準
ピ
ス
ト
ン
プ
ル
ー
バ
ー
で
あ
っ
て
、
パ
ル
ス
内
挿
機
能
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
旨

２
　
被
計
量
物
の
種
類
は
、
基
準
パ
イ
プ
プ
ル
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
揮
発
油
、
灯
油
、
軽
油
、
重
油
及
び
水
、
基
準
ピ
ス
ト
ン
プ
ル
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
揮
発
油
、
灯
油
、
軽
油
、
重
油
、
水
、
液
化
石
油
ガ
ス
、
空
気
及
び
ガ
ス
、
基

準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
空
気
及
び
ガ
ス
と
す
る
。

３
　
基
準
ピ
ス
ト
ン
プ
ル
ー
バ
ー
又
は
基
準
パ
イ
プ
プ
ル
ー
バ
ー
で
あ
っ
て
、
検
出
端
が
二
箇
所
以
内
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
少
測
定
量
を
表
記
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
体
積
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
七
条
　
運
動
子
を
有
す
る
基
準
体
積
管
は
、
そ
の
運
動
子
の
検
出
端
を
示
す
標
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
二
百
十
八
条
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
目
盛
線
は
、
二
重
線
、
枝
線
、
折
れ
線
又
は
目
切
れ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
支
障
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
目
盛
線
の
値
が
全
量
そ
の
他
の
表
記
に
よ
り
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
目
盛
間
隔
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
目
盛
線
は
、
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
を
鉛
直
に
据
え
付
け
た
と
き
に
、
水
平
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
目
盛
線
が
付
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
目
盛
面
の
水
平
視
定
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
全
量
に
係
る
盛
足
目
盛
は
、
そ
の
全
量
の
百
分
の
四
の
体
積
の
範
囲
内
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
二
百
十
九
条
　
基
準
体
積
管
に
使
用
す
る
材
料
は
、
鉄
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
し
、
か
つ
、
容
易
に
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
表
面
加
工
が
施
し
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
浮
鐘
に
使
用
す
る
材
料
は
、
黄
銅
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
し
、
か
つ
、
容
易
に
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
二
十
条
　
基
準
体
積
管
（
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
を
除
く
。
）
は
、
液
体
を
入
れ
た
と
き
に
、
容
易
に
変
形
し
、
又
は
漏
え
い
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管
は
、
空
気
又
は
ガ
ス
を
密
封
し
た
と
き
に
漏
え
い
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管
は
、
使
用
圧
力
の
表
記
の
あ
る
も
の
は
そ
の
使
用
圧
力
、
使
用
圧
力
の
表
記
の
な
い
も
の
は
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
二
百
二
十
一
条
　
基
準
体
積
管
（
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
を
除
く
。
）
は
、
運
動
子
が
円
滑
に
移
動
し
、
か
つ
、
運
動
子
の
接
触
部
分
に
漏
え
い
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
二
十
二
条
　
基
準
体
積
管
で
あ
っ
て
計
量
室
を
構
成
す
る
部
分
が
分
離
す
る
も
の
は
、
そ
の
分
離
す
る
部
分
を
ノ
ッ
ク
ピ
ン
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
接
合
し
、
偏
心
又
は
漏
え
い
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
百
二
十
三
条
　
基
準
体
積
管
は
、
温
度
計
及
び
圧
力
計
の
取
付
孔
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
温
度
計
の
取
付
孔
は
、
基
準
体
積
管
の
入
口
側
で
温
度
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
、
圧
力
計
の
取
付
孔
は
、
基
準
体
積
管
の
被
計
量
物
の
入
口
側
及
び
出
口
側
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
性
）

第
二
百
二
十
四
条
　
基
準
体
積
管
は
、
二
回
以
上
器
差
の
検
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
が
基
準
器
公
差
の
五
分
の
一
以
下
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
平
装
置
）

第
二
百
二
十
五
条
　
基
準
体
積
管
は
、
水
平
装
置
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
定
置
し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
目
量
）

第
二
百
二
十
六
条
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
の
目
量
は
、
全
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
量

目
量

五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
リ
ッ
ト
ル
以
下
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五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
と
き

全
量
の
五
百
分
の
一
に
相
当
す
る
体
積
以
下

第
二
節
　
基
準
器
公
差

第
二
百
二
十
七
条
　
体
積
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
の
基
準
器
公
差
は
、
全
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

全
量

基
準
器
公
差

一
デ
シ
リ
ッ
ト
ル

〇
・
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

二
デ
シ
リ
ッ
ト
ル

〇
・
四
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

五
デ
シ
リ
ッ
ト
ル

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

一
リ
ッ
ト
ル

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

二
リ
ッ
ト
ル

二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

五
リ
ッ
ト
ル

三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

十
リ
ッ
ト
ル

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

二
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
の
基
準
器
公
差
は
、
全
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

全
量

基
準
器
公
差

一
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
以
下

〇
・
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

二
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
以
下

〇
・
四
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

五
デ
シ
リ
ッ
ト
ル
以
下

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

一
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

二
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

三
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
基
準
器
公
差
は
、
千
分
の
十
五
と
す
る
。

四
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
及
び
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
基
準
器
公
差
は
、
二
百
分
の
一
と
す
る
。

五
　
基
準
タ
ン
ク
及
び
基
準
体
積
管
の
基
準
器
公
差
は
、
最
少
測
定
量
を
超
え
る
量
に
応
ず
る
も
の
は
、
真
実
の
体
積
の
二
百
分
の
一
、
最
少
測
定
量
以
下
の
量
に
応
ず
る
も
の
は
、
最
少
測
定
量
の
二
百
分
の
一
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等

（
目
盛
線
の
検
査
）

第
二
百
二
十
八
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
目
盛
線
が
第
百
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
そ
の
目
盛
線
の
最
も
高
い
位
置
及
び
最
も
低
い
位
置
に
お
け
る
体
積
を
計
っ
て
行
い
、
そ
れ
ら
の
体
積
と
そ
の

目
盛
線
が
表
す
体
積
と
の
差
が
そ
の
体
積
に
応
ず
る
基
準
器
公
差
に
相
当
す
る
体
積
の
範
囲
内
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
は
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
二
百
二
十
九
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
が
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
を
用
い
て
行
う
。

第
二
百
三
十
条
　
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
に
付
さ
れ
た
コ
ッ
ク
が
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
コ
ッ
ク
を
あ
ら
か
じ
め
布
で
ぬ
ぐ
っ
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
三
十
一
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
器
差
の
検
査
は
、
定
置
す
る
形
状
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
水
平
な
定
盤
の
上
に
置
い
て
、
取
り
付
け
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
状
態
に
お
い
て
、
蒸
留
水
を
用
い
て
行
う
。

２
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
器
差
の
検
査
は
、
温
度
の
表
記
が
な
い
と
き
は
温
度
二
十
度
に
お
い
て
、
温
度
の
表
記
が
あ
る
と
き
は
表
記
さ
れ
た
温
度
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
常
温
に
お
い
て

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
器
差
の
検
査
は
、
目
盛
線
の
上
縁
と
液
面
の
最
下
部
に
つ
い
て
視
定
し
て
行
う
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
目
盛
線
を
視
定
す
る
と
き
は
、
水
平
視
定
に
よ
り
行
う
。

５
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
器
差
の
検
査
は
、
全
量
を
表
す
目
盛
線
及
び
任
意
の
二
箇
所
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
二
回
以
上
検
査
を
行
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
値
を
算
出
し
て
行
う
。

第
二
百
三
十
二
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
器
差
の
検
査
は
、
衡
量
法
に
よ
り
行
う
。

２
　
衡
量
法
は
、
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
に
入
れ
た
水
の
質
量
及
び
温
度
を
特
定
標
準
器
等
に
よ
り
計
っ
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
基
準
フ
ラ
ス
コ
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
満
た
し
た
水
を
徐
々
に
排
出
し
、
二
十
秒
間
口
縁
を
下
に

し
て
放
置
し
た
後
に
行
う
。

（
器
差
の
算
出
）

第
二
百
三
十
三
条
　
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
器
差
は
、
衡
量
法
に
よ
る
と
き
は
、
次
の
式
に
よ
り
真
実
の
体
積
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
Ｑ＝
（W

／
ｄ
）
｛
１
＋ρ

（
（
１
／
ｄ
）－

（
１
／δ

）
）
＋
ａ
（
Ｔ－

ｔ
）
｝
Ｑ
は
、
真
実
の

体
積
（
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）W

は
、
検
査
に
使
用
す
る
水
と
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
表
す
質
量
（
グ
ラ
ム
）ρ

は
、
測
定
時
の
気
温
に
お
け
る
空
気
の
密
度
（
グ
ラ
ム
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
ｄ
は
、
測
定
時
の
水
の
密
度
（
グ

ラ
ム
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）δ

は
、
標
準
分
銅
の
密
度
（
八
グ
ラ
ム
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
ａ
は
、
検
査
を
行
う
基
準
フ
ラ
ス
コ
等
の
体
膨
張
係
数
（
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
五
と
す
る
）
Ｔ
は
、
検
査
を
行
う
基
準
フ
ラ
ス
コ

等
に
表
記
さ
れ
た
温
度
（
温
度
の
表
記
が
な
い
と
き
は
、
二
十
度
）
ｔ
は
、
測
定
時
の
水
の
温
度
（
〇
・
一
度
ま
で
読
む
も
の
と
す
る
。
）
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第
二
款
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
二
百
三
十
四
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
が
第
百
七
十
四
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
漏
え
い
検
査
装
置
を
使
用
し
て
行
う
。

２
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
が
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
に
よ
り
行
う
。

（
温
度
等
の
補
正
）

第
二
百
三
十
五
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
が
第
百
七
十
六
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
同
条
に
規
定
す
る
流
量
で
そ
の
計
量
室
の
体
積
に
相
当
す
る
体
積
の
空
気
を
通
し
た
と
き
に
、

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
指
示
部
が
表
す
体
積
か
ら
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
の
示
度
が
示
す
通
過
し
た
空
気
の
体
積
を
減
じ
、
そ
の
値
に
特
定
標
準
器
等
又
は
基
準
器
の
器
差
の
補
正
、
温
度
差
の
補
正
、
湿
度
差
の
補
正
及

び
圧
力
差
の
補
正
を
行
っ
て
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
二
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
四
十
条
の
検
査
に
準
用
す
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
三
十
六
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
数
個
の
検
査
を
行
う
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
を
検
査
台
に
取
り
付
け
て
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
空
気
を
通
過
さ
せ
、
そ
の
示
度
と
特
定
標
準
器
等
の
示
度
と
を
比
較
し
て
行

う
。

第
二
百
三
十
七
条
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
を
水
平
装
置
に
よ
り
水
平
な
位
置
に
保
持
し
、
液
面
の
調
整
を
し
て
行
う
。

２
　
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
そ
の
取
付
姿
勢
で
行
う
。

（
検
査
流
量
）

第
二
百
三
十
八
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
検
査
流
量
は
、
表
記
さ
れ
た
流
量
と
す
る
。

第
二
百
三
十
九
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
流
量
の
う
ち
最
大
流
量
で
当
該
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
空
気
を
通
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
空
気
の
体
積
は
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー

タ
ー
に
あ
っ
て
は
計
量
室
の
体
積
の
十
倍
、
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
目
量
の
百
倍
以
上
と
す
る
。

第
二
百
四
十
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
指
示
機
構
の
表
示
部
に
よ
り
任
意
の
基
準
点
を
定
め
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
検
査
流
量
で
検
査
を
行
う
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
空
気
を
通
し
て
、

そ
の
指
示
量
か
ら
特
定
標
準
器
等
の
示
度
が
示
す
通
過
し
た
空
気
の
体
積
を
減
じ
て
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
を
有
す
る
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
表
示
部
が
整
数
回
回

転
し
た
と
き
の
指
示
量
に
よ
り
、
器
差
を
算
出
す
る
。

２
　
前
項
の
検
査
に
お
い
て
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
通
す
空
気
の
体
積
は
、
検
査
流
量
ご
と
に
五
分
間
量
（
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
の
量
が
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
百
リ
ッ
ト
ル
）

以
上
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
検
査
は
、
基
準
点
を
二
と
り
、
同
一
の
指
示
量
に
対
す
る
基
準
点
ご
と
に
算
出
し
た
器
差
の
平
均
値
（
以
下
「
基
準
点
の
器
差
」
と
い
う
。
）
に
、
検
査
を
行
う
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
と
特
定
標
準
器
等
と
の
温
度
差
及
び

圧
力
差
の
補
正
並
び
に
空
気
中
の
水
蒸
気
の
質
量
の
変
化
に
よ
る
補
正
を
し
て
行
う
。

４
　
基
準
点
及
び
特
定
標
準
器
等
の
示
度
を
自
動
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
用
い
て
第
一
項
の
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
点
を
一
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５
　
第
一
項
の
検
査
は
、
同
一
の
検
査
流
量
に
つ
い
て
六
回
以
上
行
い
、
そ
の
平
均
値
を
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
と
す
る
。

（
温
度
差
の
補
正
）

第
二
百
四
十
一
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
に
お
け
る
温
度
差
の
補
正
は
、
温
差
補
正
計
等
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
項
の
温
度
差
の
補
正
は
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
空
気
を
通
し
た
直
後
及
び
空
気
を
止
め
る
直
前
に
お
け
る
特
定
標
準
器
等
の
温
差
補
正
計
の
示
度
の
平
均
値
か
ら
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
温
差
補
正
計
の
示
度
の
平
均
値
を

減
じ
て
得
た
値
（
温
度
計
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
・
七
三
度
の
温
度
差
を
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
換
算
し
た
値
）
を
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
に
加
え
た
も
の
を
、
基
準
点
の
器
差
に
加
え
て
行
う
。

（
圧
力
差
の
補
正
）

第
二
百
四
十
二
条
　
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
に
お
け
る
圧
力
差
の
補
正
は
、
空
気
の
通
過
中
に
お
け
る
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
空
気
の
圧
力
か
ら
、
特
定
標
準
器
等
の
空
気
の
圧
力
を
減
じ
て
得
た
圧
力
差
を
、
十
パ
ス
カ

ル
の
圧
力
差
を
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
換
算
し
て
、
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
器
差
に
加
え
て
行
う
。

第
三
款
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
二
百
四
十
三
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
が
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
に
よ
り
行
う
。

第
二
百
四
十
四
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
が
第
百
九
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
圧
力
よ
り
十
パ
ー
セ
ン
ト
大
き
い
圧
力
の
水
で
、
五
分
間
加
圧
し
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
四
十
五
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
に
よ
り
行
う
。

２
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
そ
の
取
付
姿
勢
の
標
識
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
取
付
姿
勢
で
行
う
。

第
二
百
四
十
六
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
の
う
ち
最
大
の
流
量
で
五
分
間
以
上
水
を
通
し
て
か
ら
行
う
。

第
二
百
四
十
七
条
　
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
指
示
機
構
の
表
示
部
に
よ
り
任
意
の
基
準
点
を
定
め
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
査
流
量
で
検
査
を
行
う
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
水
を
通
し
て
、

そ
の
指
示
量
か
ら
特
定
標
準
器
等
の
示
度
が
示
す
通
過
し
た
水
の
体
積
を
減
じ
て
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
を
有
す
る
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
表
示
部
が
整
数
回
回
転

し
た
と
き
の
指
示
量
に
よ
り
、
器
差
を
算
出
す
る
。

２
　
前
項
の
検
査
に
お
い
て
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
通
す
水
の
体
積
は
、
そ
の
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
に
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
ご
と
に
目
量
の
二
百
倍
以
上
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
検
査
は
、
基
準
点
を
二
と
り
、
基
準
点
の
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。
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４
　
基
準
点
及
び
特
定
標
準
器
等
の
示
度
を
自
動
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
用
い
て
第
一
項
の
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
点
を
一
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５
　
第
一
項
の
検
査
は
、
同
一
の
検
査
流
量
に
つ
い
て
六
回
以
上
行
い
、
そ
の
平
均
値
を
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
の
器
差
と
す
る
。

第
四
款
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
二
百
四
十
八
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
が
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
に
よ
り
行
う
。

第
二
百
四
十
九
条
　
使
用
す
る
と
き
の
圧
力
の
表
記
が
あ
る
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
が
第
二
百
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
圧
力
よ
り
十
パ
ー
セ
ン
ト
大
き
い
圧
力
の
試
験
液
（
被
計
量
物
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
粘
度
を
有
す
る
液
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
五
分
間
加
圧
し
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
五
十
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
に
よ
り
行
う
。

２
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
そ
の
取
付
姿
勢
の
標
識
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
取
付
姿
勢
で
行
う
。

第
二
百
五
十
一
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
表
記
さ
れ
た
被
計
量
物
に
応
ず
る
試
験
液
（
被
計
量
物
が
重
油
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
〇
一
パ
ス
カ
ル
秒
を
超
え
〇
・
一
パ
ス
カ
ル
秒
以
下
の
重
質
油
）
を
用
い

て
行
う
。

２
　
前
項
の
検
査
は
、
比
較
法
又
は
衡
量
法
に
よ
り
行
う
。

第
二
百
五
十
二
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
の
う
ち
最
大
の
流
量
で
五
分
間
以
上
試
験
液
を
通
し
て
か
ら
行
う
。

第
二
百
五
十
三
条
　
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
差
の
検
査
は
、
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
指
示
機
構
の
表
示
部
に
よ
り
任
意
の
基
準
点
を
定
め
、
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
検
査
流
量
で
検
査
を
行
う
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
試
験

液
を
通
し
て
、
そ
の
指
示
量
か
ら
特
定
標
準
器
等
の
示
度
が
示
す
通
過
し
た
試
験
液
の
体
積
を
減
じ
て
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
ナ
ロ
グ
指
示
機
構
を
有
す
る
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

表
示
部
が
整
数
回
回
転
し
た
と
き
の
指
示
量
に
よ
り
、
器
差
を
算
出
す
る
。

２
　
前
項
の
検
査
に
お
い
て
通
す
試
験
液
の
体
積
は
、
そ
の
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
ご
と
に
目
量
の
二
百
倍
以
上
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
検
査
は
、
基
準
点
を
二
と
り
、
基
準
点
の
器
差
を
算
出
し
て
行
う
。

４
　
基
準
点
及
び
特
定
標
準
器
等
の
示
度
を
自
動
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
用
い
て
第
一
項
の
検
査
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
点
を
一
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５
　
第
一
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
同
一
の
使
用
流
量
に
つ
い
て
六
回
以
上
行
い
、
そ
の
平
均
値
を
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
器
差
と
す
る
。

第
五
款
　
基
準
タ
ン
ク

（
材
質
の
検
査
）

第
二
百
五
十
四
条
　
基
準
タ
ン
ク
が
第
二
百
六
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
全
量
に
相
当
す
る
体
積
の
液
体
を
入
れ
て
約
三
十
分
間
放
置
し
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
五
十
五
条
　
基
準
タ
ン
ク
の
器
差
の
検
査
は
、
常
温
の
水
に
よ
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
使
用
中
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
五
十
六
条
　
基
準
タ
ン
ク
の
器
差
の
検
査
は
、
タ
ン
ク
に
水
平
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
水
平
装
置
に
よ
り
水
平
な
位
置
に
保
持
し
、
定
置
し
て
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
状
態
で
行
う
。

第
二
百
五
十
七
条
　
基
準
タ
ン
ク
の
器
差
の
検
査
は
、
比
較
法
又
は
衡
量
法
に
よ
り
行
う
。

２
　
比
較
法
は
、
特
定
標
準
器
等
（
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
基
準
器
）
に
よ
り
、
検
査
を
行
う
基
準
タ
ン
ク
に
注
入
さ
れ
又
は
検
査
を
行
う
基
準
タ
ン
ク
か
ら
排
出
さ
れ
た
水
そ
の
他
の
液
体
を
計
量
し
て
行
う
。

３
　
衡
量
法
は
、
特
定
標
準
器
等
に
よ
り
、
検
査
を
行
う
基
準
タ
ン
ク
に
注
入
さ
れ
又
は
検
査
を
行
う
基
準
タ
ン
ク
か
ら
排
出
さ
れ
た
水
そ
の
他
の
液
体
の
質
量
及
び
密
度
を
測
定
し
て
行
う
。

４
　
全
量
が
千
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク
で
あ
っ
て
、
水
道
メ
ー
タ
ー
、
温
水
メ
ー
タ
ー
又
は
積
算
熱
量
計
の
検
定
に
使
用
す
る
も
の
並
び
に
全
量
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
液
体
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク

で
あ
っ
て
、
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
の
検
定
に
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
に
よ
り
器
差
の
検
査
を
行
う
。

第
六
款
　
基
準
体
積
管

（
材
質
の
検
査
）

第
二
百
五
十
八
条
　
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管
が
第
二
百
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
全
量
に
相
当
す
る
体
積
で
圧
力
五
百
パ
ス
カ
ル
の
空
気
又
は
ガ
ス
を
密
封
し
、
三
十
分
間
放
置
し
て
行
う
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
三
十
分
後
の
圧
力
の
低
下
が
、
二
十
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管
は
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
五
十
九
条
　
基
準
体
積
管
の
器
差
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

一
　
基
準
パ
イ
プ
プ
ル
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
又
は
衡
量
法

二
　
基
準
ピ
ス
ト
ン
プ
ル
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
測
長
法
、
比
較
法
又
は
衡
量
法

三
　
基
準
ベ
ル
プ
ル
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
測
長
法
又
は
衡
量
法

第
二
百
六
十
条
　
比
較
法
及
び
衡
量
法
は
、
常
温
の
水
又
は
蒸
留
水
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
使
用
中
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
比
較
法
は
、
特
定
標
準
器
等
に
よ
り
、
検
査
を
行
う
基
準
体
積
管
に
注
入
さ
れ
又
は
検
査
を
行
う
基
準
体
積
管
か
ら
排
出
さ
れ
た
水
又
は
蒸
留
水
そ
の
他
の
試
験
液
を
計
量
し
て
行
う
。

３
　
衡
量
法
は
、
特
定
標
準
器
等
に
よ
り
、
検
査
を
行
う
基
準
体
積
管
に
注
入
さ
れ
又
は
検
査
を
行
う
基
準
体
積
管
か
ら
排
出
さ
れ
た
水
又
は
蒸
留
水
そ
の
他
の
試
験
液
の
質
量
及
び
密
度
を
計
量
し
て
行
う
。

第
二
百
六
十
一
条
　
基
準
体
積
管
の
器
差
の
検
査
は
、
水
平
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
水
平
装
置
に
よ
り
水
平
な
位
置
に
保
持
し
て
、
定
置
し
て
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
状
態
で
行
う
。
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第
七
章
　
密
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則

（
表
記
）

第
二
百
六
十
二
条
　
密
度
基
準
器
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
密
度
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
密
度
基
準
器
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
示
度
の
視
定
の
方
法
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
二
百
六
十
三
条
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
密
度
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
密
度
基
準
器
の
最
上
端
の
目
盛
線
は
、
け
い
部
の
上
端
か
ら
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
最
下
端
の
目
盛
線
は
、
け
い
部
が
胴
部
に
移
る
箇
所
か
ら
上
方
に
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
長
さ
が
け
い
部
の
全
周
の
長
さ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
当
該
密
度
基
準
器
を
液
体
に
浮
か
べ
た
と
き
に
、
水
平
面
に
対
し
角
度
三
度
以
上
傾
斜
し
て
は
な
ら
な
い
。

７
　
密
度
基
準
器
の
目
幅
は
、
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
温
度
）

第
二
百
六
十
四
条
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
温
度
十
五
度
の
場
合
を
標
準
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
二
百
六
十
五
条
　
密
度
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
密
度
基
準
器
の
材
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
の
体
膨
張
係
数
の
値
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
か
ら
〇
・
〇
〇
〇
〇
三
ま
で
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
体
膨
張
係
数
の
値
を
当
該
密
度
基
準
器
に
表
記
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
密
度
基
準
器
は
、
そ
の
材
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
に
傷
、
気
泡
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
る
た
め
、
当
該
密
度
基
準
器
が
表
す
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
又
は
つ
め
で
押
し
て
つ
ぶ
れ
る
気
泡
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
二
百
六
十
六
条
　
密
度
基
準
器
は
、
け
い
部
の
内
側
に
目
盛
紙
を
入
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
七
条
　
密
度
基
準
器
は
、
け
い
部
の
内
面
と
目
盛
紙
と
の
間
に
間
げ
き
が
あ
る
た
め
、
示
度
の
視
定
の
際
に
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
八
条
　
密
度
基
準
器
は
、
目
盛
紙
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
九
条
　
密
度
基
準
器
は
、
胴
部
の
下
に
散
弾
、
水
銀
そ
の
他
の
重
量
付
加
物
を
入
れ
る
お
も
り
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
重
量
付
加
物
が
お
も
り
室
の
外
に
出
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
条
　
密
度
基
準
器
は
、
液
体
に
浮
か
べ
て
静
止
さ
せ
た
と
き
に
、
鉛
直
線
に
対
し
て
角
度
三
度
以
上
傾
斜
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
　
密
度
基
準
器
の
け
い
部
は
、
そ
の
軸
に
垂
直
な
切
断
面
が
円
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二
　
密
度
基
準
器
の
け
い
部
に
生
じ
る
検
査
液
の
メ
ニ
ス
カ
ス
の
形
が
、
密
度
基
準
器
を
検
査
液
中
の
平
衡
位
置
か
ら
静
か
に
上
下
に
移
動
さ
せ
た
と
き
に
、
変
化
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う

（
目
盛
標
識
）

第
二
百
七
十
二
条
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
は
、
六
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
う
ち
、
一
定
の
範
囲
の
密
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
は
、
目
量
が
〇
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
又
は
〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
三
条
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
は
、
密
度
を
表
す
目
盛
線
以
外
の
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

（
表
記
）

第
二
百
七
十
四
条
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
で
あ
る
旨
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
二
百
七
十
五
条
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
は
、
四
百
七
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
う
ち
、
一
定
の
範
囲
の
密
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
は
、
目
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
又
は
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
）

第
二
百
七
十
六
条
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
は
、
密
度
を
計
る
と
き
に
、
く
ぼ
み
が
生
じ
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
七
条
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
は
、
密
度
を
表
す
目
盛
線
以
外
の
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
部
に
封
入
さ
れ
て
い
る
温
度
計
の
目
盛
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
二
百
七
十
八
条
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
の
胴
部
に
封
入
さ
れ
て
い
る
温
度
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
零
度
か
ら
四
十
度
ま
で
の
範
囲
の
温
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
目
量
が
一
度
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
器
差
が
〇
・
五
度
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
毛
細
管
の
内
壁
が
著
し
く
汚
れ
、
毛
細
管
の
補
球
部
に
示
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
度
の
量
の
感
温
液
が
付
着
し
、
又
は
毛
細
管
内
に
水
分
、
空
気
及
び
ち
り
等
を
含
ん
で
い
る
こ
と
等
の
た
め
、
温
度
を
計
る
と
き
に
、
感
温
液

の
液
切
れ
又
は
誤
差
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
密
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
二
百
七
十
九
条
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
の
基
準
器
公
差
は
、
目
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

基
準
器
公
差

〇
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

２
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
の
基
準
器
公
差
は
、
目
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

基
準
器
公
差

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

第
二
百
八
十
条
　
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
が
基
準
器
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
基
準
器
検
査
成
績
書
の
記
載
に
よ
り
、
検
査
を
行
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
基
準
器
公
差
は
、
目
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

基
準
器
公
差

〇
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

２
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
が
基
準
器
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
基
準
器
検
査
成
績
書
の
記
載
に
よ
り
、
検
査
を
行
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
基
準
器
公
差
は
、
目
量
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

基
準
器
公
差

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

四
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル

第
三
節
　
検
査
方
法

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
二
百
八
十
一
条
　
密
度
基
準
器
の
目
盛
紙
が
第
二
百
六
十
七
条
及
び
第
二
百
六
十
八
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
密
度
基
準
器
に
手
の
平
で
上
下
に
軽
く
振
動
を
与
え
て
、
そ
の
目
盛
紙
が
け
い
部
に
密
着
し
て
い

る
か
ど
う
か
又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
行
う
。

第
二
百
八
十
二
条
　
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
が
第
二
百
七
十
六
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
液
化
石
油
ガ
ス
用
基
準
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計
に
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
加
え
て
行

う
。
た
だ
し
、
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
密
度
を
表
す
目
盛
線
の
付
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
加
え
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
二
百
八
十
三
条
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
及
び
最
小
の
密
度
を
表
す
目
盛
線
並
び
に
任
意
の
一
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
又
は
最
小
の
密
度
を
表
す

目
盛
線
に
つ
い
て
の
器
差
の
検
査
が
困
難
な
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
近
い
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

第
二
百
八
十
四
条
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
に
つ
い
て
二
回
以
上
測
定
し
、
そ
の
平
均
値
を
求
め
て
行
う
。

第
二
百
八
十
五
条
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
及
び
当
該
密
度
基
準
器
を
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
密
度
と
同
一
の
密
度
の
検
査
液
中
に
浮
か
べ
て
、
そ
の
示
度
を
比
較
し
て
行
う
。

２
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
に
お
い
て
、
当
該
密
度
基
準
器
の
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
密
度
と
同
一
の
密
度
の
検
査
液
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
式
に
よ
り
器
差
を
算
出
す
る
。

一
　
検
査
液
の
密
度
以
下
の
密
度
を
表
す
目
盛
線
の
器
差
を
算
出
す
る
場
合

Ｒ
は
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
密
度
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）
W １
は
、
検
査
を
行
う
密
度
基
準
器
の
重
さ
に
釣
り

合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
Ｐ
は
、
検
査
を
行
う
密
度
基
準
器
に
巻
き
付
け
た
お
も
り
を
針
金
で
特
定
標
準
器
等
に
釣
り
、
検
査
液
中
に
沈
ま
せ
た
と
き
の
重
さ
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ
グ

ラ
ム
）
Ｄ
は
、
密
度
基
準
器
の
検
査
を
行
う
目
盛
線
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
け
い
部
の
直
径
（
メ
ー
ト
ル
）
Ｔ
は
、
検
査
液
の
表
面
張
力
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
メ
ー
ト
ル
）
Ｔ’

は
、
液
体
の
表
面
張
力
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
メ
ー
ト
ル
）

ｔ
は
、
検
査
液
の
温
度δ

は
、
温
度
ｔ
の
と
き
の
検
査
液
の
密
度
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）ρ

は
、
検
査
を
行
う
と
き
の
空
気
の
密
度
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）σ

は
、
特
定
標
準
器
等
の
密
度
（
キ
ロ
グ

ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）
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二
　
検
査
液
の
密
度
を
超
え
る
密
度
を
表
す
目
盛
線
の
器
差
を
算
出
す
る
場
合

W ０
は
、
密
度ρ

の
空
気
中
で
、
質
量ω

の
針
金
で
つ
っ
た
密
度
基
準
器
の
重
さ
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ

グ
ラ
ム
）W
は
、
質
量ω

の
針
金
で
密
度
基
準
器
を
検
査
液
中
に
つ
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
示
度
が
Ｒ
を
示
す
よ
う
に
し
た
と
き
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

第
二
百
八
十
六
条
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
検
査
液
は
、
検
査
を
行
う
密
度
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

検
査
を
行
う
密
度

検
査
液

六
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

石
油
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ベ
ン
ジ
ン
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
液

七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ベ
ン
ジ
ン
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
液

七
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

酒
精
と
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
と
の
混
合
液

八
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

水
と
酒
精
と
の
混
合
液

千
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
千
八
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

硫
酸
と
水
と
の
混
合
液

千
六
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

よ
う
化
第
二
水
銀
と
よ
う
化
カ
リ
ウ
ム
と
の
混
合
液

第
二
百
八
十
七
条
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
前
に
特
定
標
準
器
等
及
び
密
度
基
準
器
を
酒
精
又
は
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
で
洗
浄
し
た
後
に
、
当
該
特
定
標
準
器
等
及
び
当
該
密
度
基
準
器
の
表
面
の
温
度
を
通
常
の

温
度
に
戻
し
て
か
ら
行
う
。

２
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
よ
く
洗
浄
し
た
容
器
に
検
査
液
を
入
れ
て
か
く
は
ん
し
、
気
泡
の
上
昇
が
や
み
、
液
面
が
静
止
し
た
後
に
行
う
。

３
　
密
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
液
の
温
度
を
室
温
に
近
い
温
度
に
保
っ
て
行
う
。

第
八
章
　
圧
力
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計

（
表
記
）

第
二
百
八
十
八
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
計
る
こ
と
が
で
き
る
圧
力
の
範
囲

二
　
目
量

三
　
使
用
す
る
液
体
の
種
類

２
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
圧
力
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
二
百
八
十
九
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
圧
力
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
目
盛
線
は
、
使
用
す
る
液
体
が
水
銀
で
あ
る
と
き
は
、
液
面
の
最
上
部
に
あ
る
示
度
に
よ
り
、
水
銀
以
外
の
液
体
で
あ
る
と
き
は
、
液
面
の
最
下
部
に
あ
る
示
度
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
目
盛
間
隔
は
、
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
温
度
）

第
二
百
九
十
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
目
盛
線
は
、
温
度
二
十
度
の
場
合
を
標
準
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
二
十
度
以
外
の
温
度
を
標
準
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
標
準
と
す
る
温

度
が
表
記
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
百
九
十
一
条
　
目
盛
板
に
二
種
類
以
上
の
計
量
単
位
に
よ
る
目
盛
標
識
が
付
さ
れ
て
い
る
基
準
液
柱
型
圧
力
計
は
、
同
一
の
圧
力
を
表
す
目
盛
線
の
高
さ
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
基
準
器
公
差
の

三
分
の
一
に
相
当
す
る
高
さ
以
内
の
誤
差
の
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
二
百
九
十
二
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
は
、
液
体
が
漏
え
い
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
圧
力
が
二
百
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
九
十
三
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
は
、
水
平
装
置
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
単
管
式
基
準
液
柱
型
圧
力
計
は
、
基
点
を
調
整
す
る
装
置
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
九
十
四
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
ガ
ラ
ス
管
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
管
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
ガ
ラ
ス
管
等
」
と
い
う
。
）
は
、
継
ぎ
目
の
不
完
全
、
気
泡
、
傷
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
ガ
ラ
ス
管
等
は
、
目
盛
標
識
を
付
し
た
部
分
が
直
線
状
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
九
十
五
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
ガ
ラ
ス
管
等
の
内
壁
は
、
清
浄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

37



２
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
は
、
圧
力
を
計
る
と
き
に
、
使
用
す
る
液
体
の
移
動
が
円
滑
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
九
十
六
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
に
使
用
さ
れ
る
液
体
は
、
不
純
物
及
び
ち
り
等
の
異
物
を
含
有
し
て
い
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計

（
表
記
）

第
二
百
九
十
七
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
最
大
限
界
圧
力
（
基
準
器
公
差
を
超
え
な
い
誤
差
の
範
囲
内
に
お
い
て
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
圧
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
値

二
　
最
小
限
界
圧
力
（
基
準
器
公
差
を
超
え
な
い
誤
差
の
範
囲
内
に
お
い
て
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
小
の
圧
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
値

三
　
圧
力
媒
体
と
な
る
流
体
の
種
類

第
二
百
九
十
八
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
に
使
用
す
る
重
錘
（
重
錘
付
ピ
ス
ト
ン
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ
の
重
錘
に
よ
り
生
ず
る
圧
力
の
値
及
び
器
物
番
号
が
表
記
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
重
錘
に
は
、
同
一
圧
力
を
生
ず
る
重
錘
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
相
互
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
標
識
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
二
百
九
十
九
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
及
び
シ
リ
ン
ダ
ー
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
容
易
に
摩
耗
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
三
百
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
及
び
重
錘
は
、
さ
び
及
び
傷
等
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
質
量
が
著
し
く
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
百
一
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
は
、
そ
の
最
小
限
界
圧
力
が
最
大
限
界
圧
力
の
五
分
の
一
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
は
、
そ
の
最
大
限
界
圧
力
が
二
百
五
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
二
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
の
直
径
は
、
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
三
条
　
表
記
さ
れ
た
圧
力
媒
体
が
液
体
で
あ
る
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
は
、
表
記
さ
れ
た
最
大
限
界
圧
力
を
加
え
た
と
き
に
、
そ
の
降
下
す
る
速
さ
が
、
そ
の
最
大
限
界
圧
力
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
大
限
界
圧
力

降
下
す
る
速
さ
（
一
分
間
当
た
り
）

五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下

五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
と
き

二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下

第
三
百
四
条
　
表
記
さ
れ
た
圧
力
媒
体
が
気
体
で
あ
る
基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
ピ
ス
ト
ン
の
形
状
が
球
形
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
ピ
ス
ト
ン
は
、
表
記
さ
れ
た
最
大
限
界
圧
力
を
加
え
た
と
き
に
、
そ
の
降
下
す
る
速
さ
が
五
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
毎
分
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
五
条
　
表
記
さ
れ
た
圧
力
媒
体
が
液
体
で
あ
る
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
は
、
表
記
さ
れ
た
最
小
限
界
圧
力
で
円
滑
に
回
転
し
、
か
つ
、
表
記
さ
れ
た
最
大
限
界
圧
力
の
三
分
の
一
の
圧
力
を
加
え
て
回
転
さ
せ
た
と
き

に
、
二
十
秒
以
上
円
滑
に
回
転
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
六
条
　
表
記
さ
れ
た
圧
力
媒
体
が
気
体
で
あ
る
基
準
重
錘
型
圧
力
計
（
ピ
ス
ト
ン
の
形
状
が
球
形
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
ピ
ス
ト
ン
は
、
表
記
さ
れ
た
最
小
限
界
圧
力
で
円
滑
に
回
転
し
、
表
記
さ
れ
た
最
大
限
界
圧
力
の
三

分
の
一
の
圧
力
を
加
え
て
回
転
さ
せ
た
と
き
に
、
一
分
間
以
上
円
滑
に
回
転
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
七
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
重
錘
（
重
錘
付
ピ
ス
ト
ン
を
除
く
。
）
は
、
重
錘
付
ピ
ス
ト
ン
に
載
せ
た
と
き
に
、
そ
の
重
心
が
ピ
ス
ト
ン
の
中
心
線
上
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
記
さ
れ

た
最
大
限
界
圧
力
を
加
え
た
と
き
に
、
重
錘
の
重
心
に
ピ
ス
ト
ン
の
中
心
線
か
ら
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
百
八
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
は
、
そ
の
最
大
限
界
圧
力
の
一
・
二
倍
の
圧
力
を
十
分
間
加
え
た
と
き
に
、
そ
の
バ
ル
ブ
、
圧
力
計
取
付
部
若
し
く
は
加
圧
ポ
ン
プ
等
が
変
形
し
、
又
は
圧
力
媒
体
と
な
る
流
体
が
著
し
く
漏
え
い

す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
百
九
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
は
、
水
準
器
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

（
表
記
）

第
三
百
九
条
の
二
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
三
百
九
条
の
三
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
十
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
は
、
最
小
の
目
量
が
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
圧
力
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
最
大
測
定
圧
力
」
と
い
う
。
）
の
四
百
分
の
一
の
値
よ
り
大
き
い
か
又
は
そ
れ
に
等
し
い
場
合

は
、
最
大
測
定
圧
力
の
四
百
分
の
一
の
値
と
し
、
目
量
が
最
大
測
定
圧
力
の
四
百
分
の
一
の
値
よ
り
小
さ
い
場
合
は
、
最
小
の
目
量
と
す
る
。

（
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
十
一
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
は
、
五
百
分
の
一
と
す
る
。

（
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
十
一
条
の
二
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
基
準
器
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。
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第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
通
則

（
検
査
の
条
件
）

第
三
百
十
二
条
　
圧
力
基
準
器
（
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
を
除
く
。
）
の
検
査
は
、
当
該
圧
力
基
準
器
を
水
平
に
設
置
し
た
後
に
、
常
温
で
行
う
。

２
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
検
査
の
条
件
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。

第
二
款
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
三
百
十
三
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
が
第
二
百
九
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
圧
力
で
十
分
間
加
圧
し
て
行
う
。

２
　
前
項
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
十
四
条
　
基
準
液
柱
型
圧
力
計
の
器
差
の
検
査
は
、
任
意
の
二
箇
所
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

２
　
前
項
の
検
査
は
、
使
用
す
る
液
体
が
水
銀
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
上
部
、
水
銀
以
外
の
液
体
で
あ
る
と
き
は
液
面
の
最
下
部
の
示
度
に
よ
り
行
う
。

３
　
第
一
項
の
検
査
に
お
い
て
、
示
度
を
読
み
取
る
と
き
は
、
目
盛
線
の
付
さ
れ
て
い
る
面
に
視
線
が
垂
直
に
な
る
位
置
に
お
い
て
、
そ
の
正
面
か
ら
視
定
す
る
。

第
三
款
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
三
百
十
五
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
が
第
三
百
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ピ
ス
ト
ン
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
の
先
端
に
近
い
一
端
か
ら
、
そ
の
部
分
の
長
さ
の
そ
れ
ぞ
れ
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
距
離
を
取
っ
た
位
置
に
お
け
る
ピ
ス
ト
ン
の
直
径
に
つ
き
、
そ
の
円
周
を
ほ
ぼ
三
等
分
し
た
点
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
回
ず
つ
計
っ
た
値
の
平
均
値
に
よ
り
行
う
。

一
　
逃
げ
溝
の
な
い
ピ
ス
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
先
端
よ
り
上
部
ね
じ
の
基
部
ま
で
の
部
分

二
　
二
の
逃
げ
溝
が
あ
る
ピ
ス
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
下
部
の
逃
げ
溝
の
上
縁
か
ら
上
部
の
逃
げ
溝
の
下
縁
ま
で
の
部
分

三
　
一
の
逃
げ
溝
が
あ
る
ピ
ス
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
逃
げ
溝
の
上
縁
か
ら
上
部
ね
じ
の
基
部
ま
で
の
部
分

四
　
逃
げ
溝
が
あ
る
シ
リ
ン
ダ
ー
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
用
い
る
ピ
ス
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
先
端
か
ら
当
該
ピ
ス
ト
ン
を
最
下
降
位
置
に
置
い
た
と
き
に
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
逃
げ
溝
の
先
端
に
接
す
る
位
置
ま
で
の
部
分

２
　
球
形
の
ピ
ス
ト
ン
が
第
三
百
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
ピ
ス
ト
ン
の
直
径
に
つ
き
異
な
っ
た
軸
方
向
の
六
箇
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
回
ず
つ
計
っ
た
値
の
平
均
値
に
よ
り
行
う
。

３
　
前
二
項
の
検
査
に
お
い
て
、
平
均
値
の
う
ち
最
大
の
も
の
の
値
と
最
小
の
も
の
の
値
と
の
差
は
、
最
大
の
も
の
の
値
の
千
分
の
一
以
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
十
六
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
ピ
ス
ト
ン
が
、
第
三
百
三
条
又
は
第
三
百
四
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
最
大
限
界
圧
力
を
加
え
、
ス
ト
ッ
プ
バ
ル
ブ
を
閉
じ
て
圧
力
を
シ
リ
ン
ダ
ー
の
内
部
に
保
持
し
た

後
に
、
ピ
ス
ト
ン
を
そ
の
可
動
範
囲
の
約
半
分
の
高
さ
に
置
き
、
当
該
ピ
ス
ト
ン
を
緩
く
回
転
さ
せ
な
が
ら
放
し
、
当
該
ピ
ス
ト
ン
が
一
分
間
降
下
す
る
間
に
お
け
る
速
度
を
測
定
し
て
行
う
。

（
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
器
差
）

第
三
百
十
七
条
　
基
準
重
錘
型
圧
力
計
の
器
差
は
、
そ
の
重
錘
に
表
記
さ
れ
た
圧
力
の
値
か
ら
、
そ
の
重
錘
に
働
く
重
力
の
大
き
さ
を
ピ
ス
ト
ン
の
断
面
積
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
ピ
ス
ト
ン
の
形
状
が
球
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平

均
直
径
か
ら
算
出
し
た
断
面
積
）
で
除
し
た
値
を
減
じ
て
算
出
す
る
。

第
四
款
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
三
百
十
七
条
の
二
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
機
構
及
び
作
用
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
十
七
条
の
三
　
血
圧
計
用
基
準
圧
力
計
の
器
差
の
検
査
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｔ
一
一
一
五
（
二
〇
一
八
）
附
属
書
に
よ
る
。

第
九
章
　
削
除

第
三
百
十
八
条
か
ら
第
三
百
二
十
九
条
ま
で
　
削
除

第
十
章
　
電
気
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
基
準
電
流
計
等

（
表
記
）

第
三
百
三
十
条
　
基
準
電
流
計
及
び
基
準
電
圧
計
（
以
下
「
基
準
電
流
計
等
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
準
電
流
計
又
は
基
準
電
圧
計
で
あ
る
旨

二
　
型
の
記
号

三
　
計
量
範
囲
の
上
限
（
複
数
の
計
量
範
囲
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
計
量
範
囲
ご
と
の
そ
の
上
限
）

（
零
位
調
整
器
）

第
三
百
三
十
一
条
　
基
準
電
流
計
等
の
零
位
調
整
器
は
、
容
易
に
零
位
の
調
整
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
性
）

第
三
百
三
十
二
条
　
基
準
電
流
計
等
は
、
器
差
が
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
絶
縁
抵
抗
）

第
三
百
三
十
三
条
　
基
準
電
流
計
等
の
電
気
回
路
と
ベ
ー
ス
と
の
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
漏
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
自
己
加
熱
特
性
）

第
三
百
三
十
四
条
　
基
準
電
流
計
等
は
、
自
己
加
熱
の
前
後
の
器
差
の
差
が
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
温
度
特
性
）

第
三
百
三
十
五
条
　
基
準
電
流
計
等
は
、
十
度
の
温
度
変
化
に
よ
る
器
差
の
差
が
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
電
圧
発
生
器

（
表
記
）

第
三
百
三
十
六
条
　
基
準
電
圧
発
生
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
準
電
圧
発
生
器
で
あ
る
旨

二
　
型
の
記
号

三
　
出
力
電
圧
が
一
・
〇
一
八
ボ
ル
ト
又
は
十
ボ
ル
ト
で
あ
る
旨

２
　
基
準
電
圧
発
生
器
の
端
子
に
は
、
正
負
を
表
す
記
号
又
は
色
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
性
）

第
三
百
三
十
七
条
　
基
準
電
圧
発
生
器
は
、
出
力
電
圧
が
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
温
度
特
性
）

第
三
百
三
十
八
条
　
基
準
電
圧
発
生
器
は
、
温
度
変
化
に
よ
る
出
力
電
圧
の
変
化
が
表
記
さ
れ
た
出
力
電
圧
の
〇
・
〇
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
基
準
抵
抗
器

（
表
記
）

第
三
百
三
十
九
条
　
基
準
抵
抗
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
準
抵
抗
器
で
あ
る
旨

二
　
電
気
抵
抗
の
公
称
値
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
公
称
値
」
と
い
う
。
）

（
機
構
）

第
三
百
四
十
条
　
基
準
抵
抗
器
は
、
密
閉
型
の
も
の
で
あ
っ
て
、
電
流
端
子
及
び
電
圧
端
子
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
性
）

第
三
百
四
十
一
条
　
基
準
抵
抗
器
は
、
電
気
抵
抗
が
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
己
加
熱
特
性
）

第
三
百
四
十
二
条
　
基
準
抵
抗
器
は
、
自
己
加
熱
の
前
後
の
電
気
抵
抗
の
差
が
公
称
値
の
〇
・
〇
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
温
度
係
数
）

第
三
百
四
十
三
条
　
基
準
抵
抗
器
は
、
温
度
二
十
五
度
に
お
け
る
一
次
温
度
係
数
が
公
称
値
の
マ
イ
ナ
ス
〇
・
〇
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
プ
ラ
ス
〇
・
〇
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
款
　
基
準
電
力
量
計

（
表
記
）

第
三
百
四
十
四
条
　
基
準
電
力
量
計
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
級
基
準
電
力
量
計
、
二
級
基
準
電
力
量
計
又
は
三
級
基
準
電
力
量
計
で
あ
る
旨

二
　
型
の
記
号

三
　
使
用
回
路
の
相
及
び
線
式

四
　
定
格
電
流
、
定
格
電
圧
及
び
定
格
周
波
数

五
　
計
器
定
数

（
安
定
性
）

第
三
百
四
十
五
条
　
基
準
電
力
量
計
は
、
器
差
が
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
抵
抗
）

第
三
百
四
十
六
条
　
基
準
電
力
量
計
の
電
気
回
路
と
ベ
ー
ス
と
の
間
及
び
電
気
回
路
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
漏
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
電
流
特
性
）

第
三
百
四
十
七
条
　
基
準
電
力
量
計
は
、
負
荷
電
流
の
変
化
に
よ
る
器
差
の
差
が
、
一
級
基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
級
基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
級
基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て

は
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
電
圧
特
性
）

第
三
百
四
十
八
条
　
基
準
電
力
量
計
は
、
定
格
電
圧
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
の
変
化
に
よ
る
器
差
の
差
が
、
一
級
基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
級
基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
級

基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
自
己
加
熱
特
性
）

第
三
百
四
十
九
条
　
基
準
電
力
量
計
は
、
自
己
加
熱
の
前
後
の
器
差
の
差
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
自
己
加
熱
の
時
間
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

種
類

自
己
加
熱
の
時
間

限
度
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一
級
基
準
電
力
量
計

三
十
分
ま
で

〇
・
一

三
十
分
か
ら
百
二
十
分
ま
で

〇
・
〇
五

二
級
基
準
電
力
量
計

三
十
分
ま
で

〇
・
二

三
十
分
か
ら
百
二
十
分
ま
で

〇
・
〇
五

三
級
基
準
電
力
量
計

三
十
分
ま
で

〇
・
五

三
十
分
か
ら
百
二
十
分
ま
で

〇
・
二

（
温
度
特
性
）

第
三
百
五
十
条
　
電
子
式
の
も
の
を
除
く
基
準
電
力
量
計
は
、
十
度
の
温
度
変
化
に
よ
る
器
差
の
差
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
力
率
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
限
度
を
超

え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

種
類

力
率

限
度
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一
級
基
準
電
力
量
計

〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一

〇
・
一

二
級
基
準
電
力
量
計

〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一

〇
・
二

三
級
基
準
電
力
量
計

〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）

〇
・
五

一

〇
・
四

２
　
電
子
式
の
基
準
電
力
量
計
は
、
十
度
の
温
度
変
化
に
よ
る
器
差
の
差
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
力
率
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。

種
類

力
率

限
度
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一
級
基
準
電
力
量
計

一

〇
・
一

二
級
基
準
電
力
量
計

一

〇
・
二

三
級
基
準
電
力
量
計

一

〇
・
四

（
周
波
数
特
性
）

第
三
百
五
十
一
条
　
基
準
電
力
量
計
は
、
定
格
周
波
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
周
波
数
の
変
化
に
よ
る
器
差
の
差
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
力
率
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

種
類

力
率

限
度
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一
級
基
準
電
力
量
計

〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一

〇
・
一

二
級
基
準
電
力
量
計

〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一

〇
・
六

三
級
基
準
電
力
量
計

〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）

一
・
五

一

一
・
〇

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
電
気
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
五
十
二
条
　
電
気
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
基
準
電
流
計
等
の
基
準
器
公
差
は
、
計
量
範
囲
の
上
限
の
千
分
の
二
と
す
る
。

二
　
基
準
電
圧
発
生
器
の
基
準
器
公
差
は
、
表
記
さ
れ
た
出
力
電
圧
の
十
万
分
の
四
と
す
る
。

三
　
基
準
抵
抗
器
の
基
準
器
公
差
は
、
公
称
値
の
一
万
分
の
五
と
す
る
。

四
　
一
級
基
準
電
力
量
計
の
基
準
器
公
差
は
、
千
分
の
二
と
す
る
。

五
　
二
級
基
準
電
力
量
計
の
基
準
器
公
差
は
、
千
分
の
五
と
す
る
。

六
　
三
級
基
準
電
力
量
計
の
基
準
器
公
差
は
、
千
分
の
十
と
す
る
。
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第
三
節
　
検
査
方
法

第
一
款
　
基
準
電
流
計
等

（
零
位
調
整
器
の
検
査
）

第
三
百
五
十
三
条
　
基
準
電
流
計
等
の
零
位
調
整
器
が
第
三
百
三
十
一
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
電
流
等
（
基
準
電
流
計
に
あ
っ
て
は
電
流
、
基
準
電
圧
計
に
あ
っ
て
は
電
圧
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
加
え
な
い
場
合
に
お
い
て
、
表
示
を
計
量
範
囲
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
零
に
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
自
動
的
に
零
位
の
調
整
が
で
き
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
五
十
四
条
　
基
準
電
流
計
等
が
第
三
百
三
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
量
範
囲
の
上
限
に
相
当
す
る
電
流
等
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
二
回
測
定
し
、
そ
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
算
出
し
た
差
は
、
〇
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
絶
縁
抵
抗
の
検
査
）

第
三
百
五
十
五
条
　
基
準
電
流
計
等
が
第
三
百
三
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
五
百
ボ
ル
ト
の
直
流
電
圧
を
加
え
、
絶
縁
抵
抗
が
五
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
り
行
う
。

（
自
己
加
熱
特
性
の
検
査
）

第
三
百
五
十
六
条
　
基
準
電
流
計
等
が
第
三
百
三
十
四
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
量
範
囲
の
上
限
に
相
当
す
る
電
流
等
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
直
後
と
十
五
分
後
の
器
差
を
測
定
し
、
そ
の
差
を
算
出

し
て
行
う
。

（
温
度
特
性
の
検
査
）

第
三
百
五
十
七
条
　
基
準
電
流
計
等
が
第
三
百
三
十
五
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
計
量
範
囲
の
上
限
に
相
当
す
る
電
流
等
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
温
度
十
度
、
二
十
度
及
び
三
十
度
の
器
差
を
測
定
し
、
温
度

十
度
と
二
十
度
及
び
二
十
度
と
三
十
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

（
検
査
の
省
略
）

第
三
百
五
十
八
条
　
第
三
百
五
十
四
条
及
び
前
二
条
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
五
十
九
条
　
基
準
電
流
計
等
の
器
差
の
検
査
は
、
計
量
範
囲
の
上
限
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
電
流
等
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、

基
準
電
圧
発
生
器
及
び
基
準
抵
抗
器
が
表
す
電
流
等
と
の
差
を
測
定
し
て
行
う
。

第
二
款
　
基
準
電
圧
発
生
器

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
六
十
条
　
基
準
電
圧
発
生
器
が
第
三
百
三
十
七
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
に
よ
り
、
出
力
電
圧
を
二
回
計
量
し
、
そ
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
算
出
し
た
差
は
、

表
記
さ
れ
た
出
力
電
圧
の
〇
・
〇
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
温
度
特
性
の
検
査
）

第
三
百
六
十
一
条
　
基
準
電
圧
発
生
器
が
第
三
百
三
十
八
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
温
度
を
二
十
五
度
、
二
十
度
及
び
二
十
五
度
と
変
化
さ
せ
た
場
合
の
前
後
の
二
十
五
度
に
お
け
る
出
力
電
圧
並
び
に
温
度
を
二

十
五
度
、
三
十
度
及
び
二
十
五
度
と
変
化
さ
せ
た
場
合
の
前
後
の
二
十
五
度
に
お
け
る
出
力
電
圧
を
計
量
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
の
二
十
五
度
に
お
け
る
出
力
電
圧
の
差
の
表
記
さ
れ
た
出
力
電
圧
に
対
す
る
百
分
率
を
算
出
し
て
行

う
。

（
検
査
の
省
略
）

第
三
百
六
十
二
条
　
前
二
条
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
款
　
基
準
抵
抗
器

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
六
十
三
条
　
基
準
抵
抗
器
が
第
三
百
四
十
一
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
に
よ
り
、
そ
の
電
気
抵
抗
を
二
回
計
量
し
、
そ
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
算
出
し
た
差

は
、
公
称
値
の
〇
・
〇
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
自
己
加
熱
特
性
の
検
査
）

第
三
百
六
十
四
条
　
基
準
抵
抗
器
が
第
三
百
四
十
二
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
一
ワ
ッ
ト
の
電
力
を
十
五
分
間
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
前
後
に
お
け
る
電
気
抵
抗
を
計
量
し
、
そ
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

（
温
度
係
数
の
検
査
）

第
三
百
六
十
五
条
　
基
準
抵
抗
器
が
第
三
百
四
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
温
度
二
十
度
、
二
十
五
度
及
び
三
十
度
に
お
け
る
電
気
抵
抗
を
計
量
し
、
温
度
二
十
五
度
に
お
け
る
一
次
温
度
係
数
を
算
出
し
て
行

う
。

（
検
査
の
省
略
）

第
三
百
六
十
六
条
　
前
三
条
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
款
　
基
準
電
力
量
計

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
六
十
七
条
　
電
子
式
の
も
の
を
除
く
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
五
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
力
率
〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
負
荷
電
流
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
二
十
回
繰
り
返
し
測
定
し
、
そ
の
測
定
値
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
最
小
の
も
の
と
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
算
出
し
た
差

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

種
類

定
格
電
流
に
対
す
る
負
荷
電
流
の
百
分
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

限
度
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一
級
基
準
電
力
量
計

百

〇
・
〇
五

二
級
基
準
電
力
量
計

百

〇
・
一

三
級
基
準
電
力
量
計

二
十

〇
・
五

２
　
電
子
式
の
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
五
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
力
率
一
お
よ
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
負
荷
電
流
の
電
力
を
加

え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
二
十
回
繰
り
返
し
測
定
し
、
そ
の
測
定
値
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
最
小
の
も
の
と
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
算
出
し
た
差
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
る
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

種
類

定
格
電
流
に
対
す
る
負
荷
電
流
の
百
分
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

限
度
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一
級
基
準
電
力
量
計

百

〇
・
〇
五

二
級
基
準
電
力
量
計

百

〇
・
一

三
級
基
準
電
力
量
計

二
十

〇
・
五

（
絶
縁
抵
抗
の
検
査
）

第
三
百
六
十
八
条
　
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
六
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
五
百
ボ
ル
ト
の
直
流
電
圧
を
加
え
、
絶
縁
抵
抗
が
五
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
り
行
う
。

（
電
流
特
性
の
検
査
）

第
三
百
六
十
九
条
　
電
子
式
の
も
の
を
除
く
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
七
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
並
び
に
力
率
〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一
並
び
に
定
格
電
流
の
二
十
パ
ー
セ

ン
ト
（
三
級
基
準
電
力
量
計
の
場
合
に
限
る
。
）
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
負
荷
電
流
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
測
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
率
に
お
い
て
、
そ
の
測
定
値
の

う
ち
最
大
の
も
の
と
最
小
の
も
の
と
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

２
　
電
子
式
の
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
七
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
力
率
一
並
び
に
定
格
電
流
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
三
級
基
準
電
力
量
計
の
場
合
に
限
る
。
）
、
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
負
荷
電
流
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
測
定
し
、
そ
の
測
定
値
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
最
小
の
も
の
と
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

（
電
圧
特
性
の
検
査
）

第
三
百
七
十
条
　
電
子
式
の
も
の
を
除
く
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
八
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
並
び
に
定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
並
び

に
力
率
〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一
並
び
に
定
格
電
流
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
測
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
率
に
お
い
て
、
定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
を
加
え
た
場
合
及
び
定
格

電
圧
の
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
を
加
え
た
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

２
　
電
子
式
の
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
八
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
並
び
に
定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
、
力
率
一
並
び
に
定
格
電
流
の

電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
測
定
し
、
定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
を
加
え
た
場
合
及
び
定
格
電
圧
の
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
を
加
え
た
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の

差
を
算
出
し
て
行
う
。

（
自
己
加
熱
特
性
の
検
査
）

第
三
百
七
十
一
条
　
電
子
式
の
も
の
を
除
く
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
定
格
電
流
並
び
に
力
率
〇
・
五
（
遅
れ
電
流
）
及
び
一
の
電
力
を
加
え
た
場

合
に
お
い
て
、
電
力
を
加
え
た
直
後
、
三
十
分
後
及
び
百
二
十
分
後
の
器
差
を
測
定
し
、
電
力
を
加
え
た
直
後
と
三
十
分
後
及
び
三
十
分
後
と
百
二
十
分
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

２
　
電
子
式
の
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
四
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
定
格
電
流
及
び
力
率
一
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
電
力
を
加
え
た
直
後
、
三
十
分
後
及
び
百
二

十
分
後
の
器
差
を
測
定
し
、
電
力
を
加
え
た
直
後
と
三
十
分
後
及
び
三
十
分
後
と
百
二
十
分
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

（
温
度
特
性
の
検
査
）

第
三
百
七
十
二
条
　
電
子
式
の
も
の
を
除
く
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
同
条
第
一
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
力
率
及
び
定
格
電
流
の
電
力
を
加

え
た
場
合
に
お
い
て
、
温
度
十
度
、
二
十
度
及
び
三
十
度
に
お
け
る
器
差
を
測
定
し
、
温
度
十
度
と
二
十
度
及
び
二
十
度
と
三
十
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

２
　
電
子
式
の
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
同
条
第
二
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
力
率
及
び
定
格
電
流
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
温
度

十
度
、
二
十
度
及
び
三
十
度
に
お
け
る
器
差
を
測
定
し
、
温
度
十
度
と
二
十
度
及
び
二
十
度
と
三
十
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

（
周
波
数
特
性
の
検
査
）

第
三
百
七
十
三
条
　
基
準
電
力
量
計
が
第
三
百
五
十
一
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
同
条
の
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
力
率
並
び
に
定
格
電
流
の
電
力
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
器
差
を
測
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
率
に
お
い
て
、
定
格
周
波
数
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
周
波
数
の
場
合
及
び
定
格
周
波
数
の
百
パ
ー
セ
ン
ト
と

百
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
周
波
数
の
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
器
差
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。
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（
検
査
の
省
略
）

第
三
百
七
十
四
条
　
第
三
百
六
十
七
条
及
び
前
五
条
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
七
十
五
条
　
一
級
基
準
電
力
量
計
の
器
差
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
定
格
電
流
並
び
に
力
率
〇
・
五
（
遅
れ
電
流
及
び
進
み
電
流
）
及
び
一
の
電
力
を
加
え
て
計
量
し
た
電
力
量
と
特
定
標
準
器
等
が
表
す
電
力

量
と
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

２
　
二
級
基
準
電
力
量
計
及
び
三
級
基
準
電
力
量
計
の
器
差
の
検
査
は
、
定
格
周
波
数
、
定
格
電
圧
、
定
格
電
流
（
三
級
基
準
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
、
定
格
電
流
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
負

荷
電
流
）
並
び
に
力
率
〇
・
五
（
遅
れ
電
流
及
び
進
み
電
流
）
及
び
一
の
電
力
を
加
え
て
計
量
し
た
電
力
量
と
一
級
基
準
電
力
量
計
が
表
す
電
力
量
と
の
差
を
算
出
し
て
行
う
。

３
　
前
二
項
の
検
査
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
力
率
〇
・
八
（
進
み
電
流
）
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
章
　
照
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
材
質
）

第
三
百
七
十
六
条
　
照
度
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
は
、
無
色
透
明
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
照
度
基
準
器
の
口
金
は
、
黄
銅
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
力
を
有
す
る
材
料
に
ニ
ッ
ケ
ル
メ
ッ
キ
を
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
）

第
三
百
七
十
七
条
　
照
度
基
準
器
の
口
金
は
、
ね
じ
込
み
形
で
、
そ
の
ね
じ
の
外
径
が
二
十
六
・
〇
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
十
六
・
三
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
そ
の
ね
じ
の
谷
の
径
が
二
十
四
・
三
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
十
四
・

六
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
か
つ
、
そ
の
ね
じ
の
ピ
ッ
チ
が
三
・
六
二
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も
の
、
又
は
そ
の
ね
じ
の
外
径
が
三
十
九
・
〇
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
十
九
・
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
そ
の
ね
じ
の
谷
の
径

が
三
十
六
・
五
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
十
七
・
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
か
つ
、
そ
の
ね
じ
の
ピ
ッ
チ
が
六
・
三
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
百
七
十
八
条
　
照
度
基
準
器
は
、
六
ボ
ル
ト
か
ら
百
十
五
ボ
ル
ト
ま
で
の
一
定
の
電
圧
で
、
十
カ
ン
デ
ラ
か
ら
三
千
カ
ン
デ
ラ
ま
で
の
一
定
の
光
度
を
表
示
し
、
か
つ
、
そ
の
と
き
の
分
布
温
度
が
二
千
八
百
四
十
六
ケ
ル
ビ
ン
か

ら
二
千
八
百
六
十
六
ケ
ル
ビ
ン
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
一
定
の
電
圧
に
お
け
る
光
度
の
値
と
そ
の
電
圧
に
お
い
て
引
き
続
き
十
時
間
点
灯
し
た
後
の
光
度
の
値
と
の
差
は
、
初
め
の
値
の
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
照
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
七
十
九
条
　
照
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
そ
の
表
示
す
る
光
度
の
千
分
の
二
十
五
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
八
十
条
　
照
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
六
ボ
ル
ト
か
ら
百
十
五
ボ
ル
ト
ま
で
の
一
定
の
電
圧
で
引
き
続
き
十
時
間
点
灯
し
た
後
の
光
度
及
び
分
布
温
度
を
特
定
標
準
器
等
の
表
示
す
る
光
度
及
び
分
布
温
度
と
比
較
し
て
行

う
。

第
十
二
章
　
騒
音
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
付
表
）

第
三
百
八
十
一
条
　
騒
音
基
準
器
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
器
物
番
号

二
　
周
波
数
が
、
百
二
十
五
ヘ
ル
ツ
、
千
ヘ
ル
ツ
、
四
千
ヘ
ル
ツ
及
び
八
千
ヘ
ル
ツ
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
各
周
波
数
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
音
圧
感
度
並
び
に
そ
の
測
定
を
し
た
年
月
日

（
機
構
及
び
作
用
）

第
三
百
八
十
二
条
　
騒
音
基
準
器
は
、
そ
の
外
径
が
二
十
三
・
七
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
三
・
八
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
又
は
十
二
・
六
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
二
・
七
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
騒
音
基
準
器
は
、
そ
の
音
圧
感
度
か
ら
自
由
音
場
感
度
を
正
確
に
算
定
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
性
）

第
三
百
八
十
三
条
　
騒
音
基
準
器
は
、
音
響
的
特
性
及
び
電
気
的
特
性
が
温
度
、
湿
度
そ
の
他
の
外
部
条
件
に
対
し
て
十
分
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
騒
音
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
八
十
四
条
　
騒
音
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
各
周
波
数
ご
と
に
、
第
三
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
表
に
記
載
さ
れ
た
音
圧
感
度
の
値
の
千
分
の
三
十
五
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
三
百
八
十
五
条
　
騒
音
基
準
器
が
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
相
互
校
正
の
方
法
に
よ
り
、
検
査
を
行
う
騒
音
基
準
器
の
音
圧
感
度
及
び
自
由
音
場
感
度
を
求
め
て
行
う
。

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
八
十
六
条
　
騒
音
基
準
器
が
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
周
波
数
千
ヘ
ル
ツ
に
お
け
る
音
圧
感
度
を
十
日
以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
二
十
四
時
間
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
五
回
以
上
測
定
し
た
場
合
に
、

そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準
偏
差
の
比
及
び
温
度
変
化
一
度
当
た
り
の
音
圧
感
度
の
変
化
率
を
求
め
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
値
は
、
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
検
査
の
省
略
）

第
三
百
八
十
七
条
　
前
二
条
の
検
査
は
、
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
八
十
八
条
　
騒
音
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
常
温
常
湿
常
圧
の
環
境
下
で
、
相
互
校
正
の
方
法
に
よ
り
、
検
査
を
行
う
騒
音
基
準
器
の
各
周
波
数
ご
と
に
求
め
た
音
圧
感
度
と
、
第
三
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
表
に
記
載
さ

れ
た
音
圧
感
度
の
値
と
の
差
を
求
め
て
行
う
。

第
十
三
章
　
振
動
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
表
記
）

第
三
百
八
十
九
条
　
振
動
基
準
器
に
付
属
す
る
信
号
変
換
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
器
物
番
号
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
付
表
）

第
三
百
九
十
条
　
振
動
基
準
器
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
器
物
番
号

二
　
信
号
変
換
器
の
器
物
番
号

三
　
定
格
加
速
度
（
振
動
方
向
ご
と
の
測
定
可
能
な
最
大
加
速
度
）

四
　
周
波
数
が
、
四
ヘ
ル
ツ
、
六
・
三
ヘ
ル
ツ
、
八
ヘ
ル
ツ
、
十
六
ヘ
ル
ツ
及
び
三
十
一
・
五
ヘ
ル
ツ
の
各
周
波
数
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
各
周
波
数
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
感
度
及
び
そ
の
測
定
を
し
た
年
月
日
（
基

準
器
検
査
の
申
請
前
三
月
以
内
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

（
機
構
及
び
作
用
）

第
三
百
九
十
一
条
　
振
動
基
準
器
の
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
、
そ
の
質
量
が
七
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
定
性
）

第
三
百
九
十
二
条
　
振
動
基
準
器
の
感
度
の
安
定
性
は
、
各
周
波
数
に
お
け
る
感
度
を
四
回
以
上
測
定
し
た
と
き
、
そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準
偏
差
の
二
倍
の
値
が
百
分
の
二
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
振
動
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
三
百
九
十
三
条
　
振
動
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
各
周
波
数
ご
と
に
、
第
三
百
九
十
条
に
規
定
す
る
表
に
記
載
さ
れ
た
感
度
の
値
の
百
分
の
三
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
九
十
四
条
　
振
動
基
準
器
が
第
三
百
九
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
常
温
常
湿
の
環
境
下
に
お
い
て
、
第
三
百
九
十
条
に
規
定
す
る
表
に
記
載
さ
れ
た
定
格
加
速
度
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
振
動
加

速
度
を
加
え
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
三
百
九
十
五
条
　
振
動
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
常
温
常
湿
の
環
境
下
で
、
検
査
を
行
う
振
動
基
準
器
を
振
動
台
に
取
り
付
け
て
、
各
周
波
数
で
振
動
を
与
え
た
と
き
に
、
当
該
振
動
基
準
器
が
表
す
感
度
と
、
第
三
百
九
十
条
に

規
定
す
る
表
に
記
載
さ
れ
た
感
度
の
値
と
の
差
を
求
め
て
行
う
。

第
十
四
章
　
濃
度
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
表
記
）

第
三
百
九
十
六
条
　
濃
度
基
準
器
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
濃
度
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
濃
度
基
準
器
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
示
度
の
視
定
の
方
法
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
三
百
九
十
七
条
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
濃
度
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
濃
度
基
準
器
の
最
上
端
の
目
盛
線
は
、
け
い
部
の
上
端
か
ら
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
最
下
端
の
目
盛
線
は
、
け
い
部
が
胴
部
に
移
る
箇
所
か
ら
上
方
に
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
長
さ
が
け
い
部
の
全
周
の
長
さ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
濃
度
基
準
器
の
目
幅
は
、
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
当
該
濃
度
基
準
器
を
液
体
に
浮
か
べ
た
と
き
に
、
水
平
面
に
対
し
角
度
三
度
以
上
傾
斜
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

８
　
濃
度
基
準
器
は
、
目
量
が
〇
・
一
体
積
百
分
率
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
濃
度
基
準
器
は
、
濃
度
を
表
す
目
盛
標
識
以
外
の
目
盛
標
識
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
百
九
十
八
条
　
濃
度
基
準
器
は
、
酒
精
と
水
と
の
混
合
液
の
温
度
十
五
度
に
お
け
る
酒
精
の
濃
度
に
つ
い
て
、
零
体
積
百
分
率
か
ら
百
体
積
百
分
率
ま
で
の
う
ち
一
定
の
範
囲
の
も
の
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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（
標
準
温
度
）

第
三
百
九
十
九
条
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
温
度
十
五
度
の
場
合
を
標
準
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
四
百
条
　
濃
度
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
濃
度
基
準
器
の
材
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
の
体
膨
張
係
数
の
値
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
か
ら
〇
・
〇
〇
〇
〇
三
ま
で
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
体
膨
張
係
数
の
値
を
当
該
濃
度
基
準
器
に
表
記
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
　
濃
度
基
準
器
は
、
そ
の
材
料
に
使
用
さ
れ
る
ガ
ラ
ス
に
傷
、
気
泡
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
る
た
め
、
当
該
濃
度
基
準
器
が
表
す
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
又
は
つ
め
で
押
し
て
つ
ぶ
れ
る
気
泡
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
四
百
一
条
　
濃
度
基
準
器
は
、
け
い
部
の
内
側
に
目
盛
紙
を
入
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
条
　
濃
度
基
準
器
は
、
け
い
部
の
内
面
と
目
盛
紙
と
の
間
に
間
げ
き
が
あ
る
た
め
、
示
度
の
視
定
の
際
に
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
三
条
　
濃
度
基
準
器
は
、
目
盛
紙
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
四
条
　
濃
度
基
準
器
は
、
胴
部
の
下
に
散
弾
、
水
銀
そ
の
他
の
重
量
付
加
物
を
入
れ
る
お
も
り
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
重
量
付
加
物
が
お
も
り
室
の
外
に
出
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
五
条
　
濃
度
基
準
器
は
、
液
体
に
浮
か
べ
て
静
止
さ
せ
た
と
き
に
、
鉛
直
線
に
対
し
て
角
度
三
度
以
上
傾
斜
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
六
条
　
濃
度
基
準
器
の
け
い
部
は
、
そ
の
軸
に
垂
直
な
切
断
面
が
円
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
六
条
の
二
　
濃
度
基
準
器
の
け
い
部
に
生
じ
る
検
査
液
の
メ
ニ
ス
カ
ス
の
形
が
、
濃
度
基
準
器
を
検
査
液
中
の
平
衡
位
置
か
ら
静
か
に
上
下
に
移
動
さ
せ
た
と
き
に
、
変
化
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
濃
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
四
百
七
条
　
濃
度
基
準
器
の
基
準
器
公
差
は
、
目
盛
線
の
表
す
濃
度
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
盛
線
の
表
す
濃
度

基
準
器
公
差

七
十
体
積
百
分
率
以
下

〇
・
三
体
積
百
分
率

七
十
体
積
百
分
率
を
超
え
る
と
き

〇
・
二
体
積
百
分
率

第
四
百
八
条
　
濃
度
基
準
器
が
基
準
器
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
基
準
器
検
査
成
績
表
の
記
載
に
よ
り
、
検
査
を
行
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
基
準
器
公
差
は
、
目
盛
線
の
表
す
濃
度
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
盛
線
の
表
す
濃
度

基
準
器
公
差

七
十
体
積
百
分
率
以
下

〇
・
六
体
積
百
分
率

七
十
体
積
百
分
率
を
超
え
る
と
き

〇
・
四
体
積
百
分
率

第
三
節
　
検
査
方
法

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
四
百
九
条
　
濃
度
基
準
器
の
目
盛
紙
が
第
四
百
二
条
及
び
第
四
百
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
濃
度
基
準
器
に
手
の
平
で
上
下
に
軽
く
振
動
を
与
え
て
、
そ
の
目
盛
紙
が
け
い
部
に
密
着
し
て
い
る
か
ど
う
か
又

は
脱
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
四
百
十
条
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
及
び
最
小
の
濃
度
を
表
す
目
盛
線
並
び
に
任
意
の
一
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
又
は
最
小
の
濃
度
を
表
す
目
盛

線
に
つ
い
て
の
器
差
の
検
査
が
困
難
な
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
近
い
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

第
四
百
十
一
条
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
に
つ
い
て
二
回
以
上
測
定
し
、
そ
の
平
均
値
を
求
め
て
行
う
。

第
四
百
十
二
条
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
及
び
当
該
濃
度
基
準
器
を
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
濃
度
と
同
一
の
濃
度
の
検
査
液
中
に
浮
か
べ
て
、
そ
の
示
度
を
比
較
し
て
行
う
。

第
四
百
十
三
条
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
検
査
液
は
、
検
査
を
行
う
濃
度
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

検
査
を
行
う
濃
度

検
査
液

零
体
積
百
分
率
か
ら
九
十
五
体
積
百
分
率
ま
で

酒
精
と
水
と
の
混
合
液

九
十
五
体
積
百
分
率
か
ら
百
体
積
百
分
率
ま
で

酒
精
と
エ
ー
テ
ル
と
の
混
合
液

第
四
百
十
四
条
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
前
に
特
定
標
準
器
等
及
び
濃
度
基
準
器
を
酒
精
又
は
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
で
洗
浄
し
た
後
に
、
当
該
特
定
標
準
器
等
及
び
当
該
濃
度
基
準
器
の
表
面
の
温
度
を
通
常
の
温

度
に
戻
し
て
か
ら
行
う
。

２
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
よ
く
洗
浄
し
た
容
器
に
検
査
液
を
入
れ
て
か
く
は
ん
し
、
気
泡
の
上
昇
が
や
み
、
液
面
が
静
止
し
た
後
に
行
う
。

３
　
濃
度
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
液
の
温
度
を
室
温
に
近
い
温
度
に
保
っ
て
行
う
。
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第
十
五
章
　
比
重
基
準
器

第
一
節
　
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
款
　
通
則

（
表
記
）

第
四
百
十
五
条
　
比
重
基
準
器
の
主
な
目
盛
線
に
は
、
そ
の
表
す
比
重
又
は
重
ボ
ー
メ
度
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
比
重
等
」
と
い
う
。
）
の
値
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
比
重
基
準
器
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
示
度
の
視
定
の
方
法
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
盛
標
識
）

第
四
百
十
六
条
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
相
互
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
さ
そ
の
他
の
性
質
が
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
中
心
線
に
よ
っ
て
比
重
等
を
表
す
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
比
重
基
準
器
の
最
上
端
の
目
盛
線
は
、
け
い
部
の
上
端
か
ら
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
最
下
端
の
目
盛
線
は
、
け
い
部
が
胴
部
に
移
る
箇
所
か
ら
上
方
に
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
長
さ
が
け
い
部
の
全
周
の
長
さ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
比
重
基
準
器
の
目
幅
は
、
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
そ
の
太
さ
が
〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
目
幅
の
五
分
の
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
当
該
比
重
基
準
器
を
液
体
に
浮
か
べ
た
と
き
に
、
水
平
面
に
対
し
角
度
三
度
以
上
傾
斜
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

８
　
比
重
基
準
器
は
、
比
重
等
を
表
す
目
盛
標
識
以
外
の
目
盛
標
識
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
標
準
温
度
）

第
四
百
十
七
条
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
線
は
、
温
度
十
五
度
の
場
合
を
標
準
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
温
度
四
度
の
水
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
比
重
等
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
質
）

第
四
百
十
八
条
　
比
重
基
準
器
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
は
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
比
重
基
準
器
の
材
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
の
体
膨
張
係
数
の
値
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
か
ら
〇
・
〇
〇
〇
〇
三
ま
で
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
体
膨
張
係
数
の
値
を
当
該
比
重
基
準
器
に
表
記
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
比
重
基
準
器
は
、
そ
の
材
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
に
傷
、
気
泡
及
び
ひ
ず
み
等
が
あ
る
た
め
、
当
該
比
重
基
準
器
が
表
す
示
度
の
読
み
取
り
難
い
も
の
又
は
つ
め
で
押
し
て
つ
ぶ
れ
る
気
泡
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

（
機
構
及
び
作
用
）

第
四
百
十
九
条
　
比
重
基
準
器
は
、
け
い
部
の
内
側
に
目
盛
紙
を
入
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
条
　
比
重
基
準
器
は
、
け
い
部
の
内
面
と
目
盛
紙
と
の
間
に
間
げ
き
が
あ
る
た
め
、
示
度
の
視
定
の
際
に
誤
認
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
一
条
　
比
重
基
準
器
は
、
目
盛
紙
が
離
脱
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
二
条
　
比
重
基
準
器
は
、
胴
部
の
下
に
散
弾
、
水
銀
そ
の
他
の
重
量
付
加
物
を
入
れ
る
お
も
り
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
重
量
付
加
物
が
お
も
り
室
の
外
に
出
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
三
条
　
比
重
基
準
器
は
、
液
体
に
浮
か
べ
て
静
止
さ
せ
た
と
き
に
、
鉛
直
線
に
対
し
て
角
度
三
度
以
上
傾
斜
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
四
条
　
比
重
基
準
器
の
け
い
部
は
、
そ
の
軸
に
垂
直
な
切
断
面
が
円
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
百
二
十
四
条
の
二
　
比
重
基
準
器
の
け
い
部
に
生
じ
る
検
査
液
の
メ
ニ
ス
カ
ス
の
形
が
、
比
重
基
準
器
を
検
査
液
中
の
平
衡
位
置
か
ら
静
か
に
上
下
に
移
動
さ
せ
た
と
き
に
、
変
化
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う

（
目
盛
標
識
）

第
四
百
二
十
五
条
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
は
、
〇
・
六
か
ら
二
ま
で
の
範
囲
の
う
ち
、
一
定
の
比
重
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
は
、
目
量
が
〇
・
〇
〇
〇
二
、
〇
・
〇
〇
〇
五
又
は
〇
・
〇
〇
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う

（
目
盛
標
識
）

第
四
百
二
十
六
条
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
は
、
零
重
ボ
ー
メ
度
か
ら
七
十
二
重
ボ
ー
メ
度
ま
で
の
う
ち
、
一
定
の
範
囲
の
重
ボ
ー
メ
度
を
表
す
目
盛
線
が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
は
、
目
量
が
〇
・
〇
五
重
ボ
ー
メ
度
又
は
〇
・
一
重
ボ
ー
メ
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
基
準
器
公
差

（
比
重
基
準
器
の
基
準
器
公
差
）

第
四
百
二
十
七
条
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
の
基
準
器
公
差
は
、
目
量
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

基
準
器
公
差

〇
・
〇
〇
〇
二

〇
・
〇
〇
〇
五

〇
・
〇
〇
〇
五

〇
・
〇
〇
一

〇
・
〇
〇
一

〇
・
〇
〇
一

２
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
の
基
準
器
公
差
は
、
〇
・
一
重
ボ
ー
メ
度
と
す
る
。
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第
四
百
二
十
八
条
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
が
基
準
器
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
基
準
器
検
査
成
績
書
の
記
載
に
よ
り
、
検
査
を
行
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
基
準
器
公
差
は
、
目
量
に
応
じ
、
次
の
表

の
と
お
り
と
す
る
。

目
量

基
準
器
公
差

〇
・
〇
〇
〇
二

〇
・
〇
〇
一

〇
・
〇
〇
〇
五

〇
・
〇
〇
二

〇
・
〇
〇
一

〇
・
〇
〇
二

２
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
が
基
準
器
検
査
に
合
格
し
、
か
つ
、
基
準
器
検
査
成
績
書
の
記
載
に
よ
り
、
検
査
を
行
っ
た
後
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
基
準
器
公
差
は
、
〇
・
二
重
ボ
ー
メ
度
と
す
る
。

第
三
節
　
検
査
方
法

（
機
構
及
び
作
用
の
検
査
）

第
四
百
二
十
九
条
　
比
重
基
準
器
の
目
盛
紙
が
第
四
百
二
十
条
及
び
第
四
百
二
十
一
条
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検
査
は
、
比
重
基
準
器
に
手
の
平
で
上
下
に
軽
く
振
動
を
与
え
て
、
そ
の
目
盛
紙
が
け
い
部
に
密
着
し
て
い
る

か
ど
う
か
又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
行
う
。

（
器
差
の
検
査
）

第
四
百
三
十
条
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
及
び
最
小
の
比
重
等
を
表
す
目
盛
線
並
び
に
任
意
の
一
以
上
の
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
計
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
又
は
最
小
の
比
重
等
を
表

す
目
盛
線
に
つ
い
て
の
器
差
の
検
査
が
困
難
な
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
近
い
目
盛
線
に
つ
い
て
行
う
。

第
四
百
三
十
一
条
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
に
つ
い
て
二
回
以
上
測
定
し
、
そ
の
平
均
値
を
求
め
て
行
う
。

第
四
百
三
十
二
条
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
特
定
標
準
器
等
及
び
当
該
比
重
基
準
器
を
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
比
重
等
と
同
一
の
比
重
等
の
検
査
液
中
に
浮
か
べ
て
、
そ
の
示
度
を
比
較
し
て
行
う
。

２
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
に
お
い
て
、
当
該
比
重
基
準
器
の
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
比
重
等
と
同
一
の
比
重
等
の
検
査
液
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
式
に
よ
り
器
差
を
算
出
す
る
。

一
　
検
査
液
の
比
重
以
下
の
比
重
を
表
す
目
盛
線
の
器
差
を
算
出
す
る
場
合

Ｓ
は
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
比
重
W １
は
、
検
査
を
行
う
比
重
基
準
器
の
重
さ
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ

グ
ラ
ム
）
Ｐ
は
、
検
査
を
行
う
比
重
基
準
器
に
巻
き
付
け
た
お
も
り
を
針
金
で
特
定
標
準
器
等
に
つ
り
、
検
査
液
中
に
沈
ま
せ
た
と
き
の
重
さ
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
Ｄ
は
、
比
重
基
準
器
の
検
査

を
す
る
目
盛
線
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
け
い
部
の
直
径
（
メ
ー
ト
ル
）
Ｔ
は
、
検
査
液
の
表
面
張
力
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
メ
ー
ト
ル
）
Ｔ’

は
、
液
体
の
表
面
張
力
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
メ
ー
ト
ル
）
ｔ
は
、
検
査
液
の
温
度δ

は
、
温

度
ｔ
の
と
き
の
検
査
液
の
密
度
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）ρ

は
、
検
査
を
行
う
と
き
の
空
気
の
密
度
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）σ

は
、
特
定
標
準
器
等
の
密
度
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
）

二
　
検
査
液
の
比
重
を
超
え
る
比
重
を
表
す
目
盛
線
の
器
差
を
算
出
す
る
場
合

W ０
は
、
密
度ρ

の
空
気
中
で
、
質
量ω

の
針
金
で
つ
っ
た
比
重
基
準
器
の
重
さ
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ

グ
ラ
ム
）W

は
、
質
量ω

の
針
金
で
比
重
基
準
器
を
検
査
液
中
に
つ
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
示
度
が
Ｓ
を
示
す
よ
う
に
し
た
と
き
に
釣
り
合
う
特
定
標
準
器
等
の
質
量
（
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

三
　
重
ボ
ー
メ
度
を
表
す
目
盛
線
の
器
差
を
算
出
す
る
場
合

Ｂ
ｈ
は
、
検
査
を
行
う
目
盛
線
の
表
す
重
ボ
ー
メ
度

第
四
百
三
十
三
条
　
基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う
の
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
検
査
液
は
、
検
査
を
行
う
比
重
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

検
査
を
行
う
比
重

検
査
液

〇
・
六
五
か
ら
〇
・
七
ま
で

石
油
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ベ
ン
ジ
ン
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
液

〇
・
七
か
ら
〇
・
七
三
ま
で

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ベ
ン
ジ
ン
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
液

〇
・
七
三
か
ら
〇
・
八
ま
で

酒
精
と
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
と
の
混
合
液

〇
・
八
か
ら
一
ま
で

水
と
酒
精
と
の
混
合
液

一
か
ら
一
・
八
五
ま
で

硫
酸
と
水
と
の
混
合
液
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一
・
六
以
上

よ
う
化
第
二
水
銀
と
よ
う
化
カ
リ
ウ
ム
と
の
混
合
液

２
　
基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う
の
器
差
の
検
査
に
使
用
す
る
検
査
液
は
、
検
査
を
行
う
重
ボ
ー
メ
度
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

検
査
を
行
う
重
ボ
ー
メ
度

検
査
液

零
重
ボ
ー
メ
度
か
ら
六
十
五
重
ボ
ー
メ
度
ま
で

硫
酸
と
水
と
の
混
合
液

五
十
五
重
ボ
ー
メ
度
以
上

よ
う
化
第
二
水
銀
と
よ
う
化
カ
リ
ウ
ム
と
の
混
合
液

第
四
百
三
十
四
条
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
を
行
う
前
に
特
定
標
準
器
等
及
び
比
重
基
準
器
を
酒
精
又
は
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
で
洗
浄
し
た
後
に
、
当
該
特
定
標
準
器
等
及
び
当
該
比
重
基
準
器
の
表
面
の
温
度
を
通
常
の

温
度
に
戻
し
て
か
ら
行
う
。

２
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
よ
く
洗
浄
し
た
容
器
に
検
査
液
を
入
れ
て
か
く
は
ん
し
、
気
泡
の
上
昇
が
や
み
、
液
面
が
静
止
し
た
後
に
行
う
。

３
　
比
重
基
準
器
の
器
差
の
検
査
は
、
検
査
液
の
温
度
を
室
温
に
近
い
温
度
に
保
っ
て
行
う
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
準
器
検
査
規
則
の
廃
止
）

２
　
基
準
器
検
査
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
基
準
こ
う
か
ん
に
係
る
経
過
措
置
）

３
　
基
準
こ
う
か
ん
は
、
平
成
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
質
量
基
準
器
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
、
同
項
第
二
号
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
基

準
、
同
条
第
二
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
及
び
同
条
第
三
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
器
差
の
定
義
の
特
例
）

４
　
平
成
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
基
準
器
検
査
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
及
び
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
に
係
る
基
準
器
検
査
並
び
に
平
成
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
基
準
器
検
査
の

申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
電
気
基
準
器
に
係
る
基
準
器
検
査
に
お
い
て
は
、
器
差
は
、
計
量
値
か
ら
真
実
の
値
を
減
じ
た
値
又
は
そ
の
真
実
の
値
若
し
く
は
計
量
値
に
対
す
る
割
合
を
い
う
も
の
と
す
る
。

（
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
特
例
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
計
量
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
七
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
基
準
器
検
査
に
合
格
し
た
長
さ
基
準
器
、
質
量
基
準
器
、
温
度
基
準
器
、
面
積
基
準
器
、
速
さ
基
準
器
、
熱
量
基

準
器
、
電
気
基
準
器
、
照
度
基
準
器
、
照
射
線
量
基
準
器
、
騒
音
基
準
器
、
繊
度
基
準
器
又
は
振
動
基
準
器
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
は
、
平
成
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
準
器
が
表
示
す
る
物
象
の
状
態
の
量
に
係
る
計
量
器
の
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
に
基
づ
く
基
準
器
検
査
に
合
格
し
た
温
度
基
準
器
（
零
下
三
度
以
下
の
温
度
又
は
二
百
三
度
を
超
え
る
温
度
を
表
す
目
盛
線
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
体
積
基
準
器
又
は
圧
力
基
準
器
を
有
し
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
は
、
平
成
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
準
器
が
表
示
す
る
物
象
の
状
態
の
量
に
係
る
計
量
器
の
基
準
器

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
に
基
づ
く
基
準
器
検
査
に
合
格
し
た
密
度
基
準
器
、
濃
度
基
準
器
又
は
比
重
基
準
器
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
は
、
平
成
十
二
年
十
月

三
十
一
日
ま
で
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
準
器
が
表
示
す
る
物
象
の
状
態
の
量
に
係
る
計
量
器
の
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
準
器
の
種
類
の
特
例
）

８
　
前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
基
準
器
の
種
類
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
基
準
こ
う
か
ん
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
器
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
長
さ
基
準
器
　
一
級
基
準
直
尺
、
二
級
基
準
直
尺
及
び
二
級
基
準
巻
尺

二
　
質
量
基
準
器
　
基
準
懸
垂
手
動
は
か
り
、
基
準
皿
手
動
は
か
り
、
基
準
振
子
式
指
示
は
か
り
、
基
準
手
動
指
示
併
用
は
か
り
、
基
準
環
状
ば
ね
及
び
基
準
電
気
抵
抗
線
式
ロ
ー
ド
セ
ル

三
　
体
積
基
準
器
　
ま
す
用
基
準
は
さ
み
尺
、
基
準
全
量
ピ
ペ
ッ
ト
、
全
量
フ
ラ
ス
コ
用
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
、
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
用
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
及
び
乳
脂
計
用
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト

四
　
速
さ
基
準
器
　
基
準
回
転
計

五
　
熱
量
基
準
器
　
基
準
ボ
ン
ベ
型
熱
量
計

六
　
電
気
基
準
器
　
基
準
電
力
計
、
一
級
基
準
標
準
電
池
及
び
一
級
基
準
抵
抗
器

七
　
振
動
基
準
器
　
基
準
圧
電
式
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

八
　
濃
度
基
準
器
　
基
準
し
ょ
糖
度
浮
ひ
ょ
う

九
　
照
射
線
量
基
準
器
　
一
級
基
準
照
射
線
量
計
、
二
級
基
準
照
射
線
量
計
、
一
級
基
準
照
射
線
量
率
計
、
二
級
基
準
照
射
線
量
率
計
、
基
準
ラ
ジ
ウ
ム
・
ガ
ン
マ
線
源
、
基
準
コ
バ
ル
ト
六
十
・
ガ
ン
マ
線
源
及
び
基
準
セ
シ
ウ
ム

百
三
十
七
・
ガ
ン
マ
線
源

十
　
繊
度
基
準
器
　
基
準
繊
度
分
銅

十
一
　
比
重
基
準
器
　
基
準
軽
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う

９
　
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
法
に
基
づ
く
基
準
器
検
査
に
合
格
し
た
基
準
器
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
器
と
み
な
す
。

一
級
基
準
巻
尺

基
準
巻
尺

液
用
ま
す
用
基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト

基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト
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ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
タ
ン
ク

ガ
ス
メ
ー
タ
ー
用
基
準
体
積
管

二
級
基
準
標
準
電
池

基
準
電
圧
発
生
器

二
級
基
準
抵
抗
器

基
準
抵
抗
器

（
基
準
器
検
査
の
合
格
条
件
等
の
特
例
）

10
　
附
則
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
器
に
係
る
基
準
器
検
査
の
申
請
書
、
基
準
器
検
査
の
合
格
条
件
、
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
及
び
基
準
器
検
査
成
績
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
六
日
通
商
産
業
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
基
準
器
検
査
規
則
の
規
定
は
、
平
成
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
七
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
準
器
の
特
例
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
第
二
十
一
条
の
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
を
満
了
し
て
い
な
い
基
準
分
銅
に
つ
い
て
は
、
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間

満
了
ま
で
は
基
準
器
と
み
な
す
。

（
基
準
器
検
査
を
行
う
者
の
特
例
）

３
　
一
級
基
準
分
銅
の
基
準
器
検
査
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
経
済
産
業
大
臣
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５
　
基
準
は
か
り
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
基
準
器
検
査
の
申
請
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
準
分
銅
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
分
銅
又
は
基
準
器

検
査
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
二
号
。
以
下
「
旧
基
準
器
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
補
助
基
準
分
銅
」
と
す
る
。

６
　
表
す
質
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
基
準
分
銅
で
あ
っ
て
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
基
準
器
検
査
の
申
請
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
超
え
な
い
基
準
分

銅
」
と
あ
る
の
は
「
超
え
な
い
基
準
分
銅
又
は
旧
基
準
器
規
則
第
二
百
三
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
補
助
基
準
分
銅
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
一
六
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
七
日
通
商
産
業
省
令
第
九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
二
十
一
条
の
表
第
三
号
に
掲
げ
る
温
度
基
準
器
、
同
表
第
四
号
に
掲
げ
る
圧
力
基
準
器
及
び
熱
量
基
準
器
、
同
表
第
六
号
に
掲
げ
る
密
度
基
準
器
（
基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う
に
限
る
。
）
、

同
表
第
八
号
に
掲
げ
る
振
動
基
準
器
並
び
に
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
濃
度
基
準
器
及
び
比
重
基
準
器
に
付
さ
れ
て
い
る
計
量
法
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
二
十
一
条

の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
二
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
二
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
二
十
一
条
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器
、
同
表
第
四
号
に
掲
げ
る
照
度
基
準
器
に
付
さ
れ
て
い
る
計
量
法
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
二
十
一
条
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
五
日
経
済
産
業
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
五
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
合
格
条
件
に
係
る
特
例
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
基
準
器
検
査
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
の
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
及
び
同
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
方
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
基
準
器
検
査
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
騒
音
基
準
器
に
つ
い
て
の
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
及
び
同
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
基
準
器
検
査
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
振
動
基
準
器
に
つ
い
て
の
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
基
準
器
の
特
例
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
第
二
十
一
条
の
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
を
満
了
し
て
い
な
い
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
騒
音
基
準
器
及
び
振
動
基
準

器
に
つ
い
て
は
、
基
準
器
検
査
証
印
の
有
効
期
間
満
了
ま
で
は
基
準
器
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
経
済
産
業
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
十
四
条
関
係
）

基
準
巻
尺

零
を
表
す
目
盛
線
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
目
盛
線
の
う
ち
、
十
箇
所
以
内
の
目
盛
線

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基
準
器

表
す
量

基
準
台
手
動
は
か
り

ひ
ょ
う
量
並
び
に
ひ
ょ
う
量
の
四
分
の
一
、
二
分
の
一
及
び
四
分
の
三
の
量
の
目
盛
標
識
（
こ
れ
ら
の
目
盛
標
識
の
う
ち
、
任
意
の
二
箇
所
の
目
盛
標
識
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
目
盛
標
識
以
外
の
目
盛
標
識
の
う
ち
の
任
意
の
二
箇
所
の
目
盛
標
識
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

基
準
手
動
天
び
ん
及
び
基
準
直
示
天
び
ん

ひ
ょ
う
量

基
準
分
銅

表
す
量

温
度
基
準
器
（
体
温
計
に
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
度
の
倍
数
を
表
す
目
盛
線
の
う
ち
、
五
箇
所
以
内
の
目
盛
線
及
び
零
度
を
表
す
目
盛
線

体
温
計
に
使
用
す
る
温
度
基
準
器

零
度
を
含
む
一
度
ご
と
の
目
盛
線
の
う
ち
、
五
箇
所
以
内
の
目
盛
線

面
積
基
準
器

表
す
量

基
準
フ
ラ
ス
コ

任
意
の
五
箇
所
以
内
の
目
盛
線

基
準
ビ
ュ
レ
ッ
ト

公
差
目
盛
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
目
盛
線
、
そ
れ
以
外
の
目
盛
線
に
つ
い
て
は
任
意
の
箇
所
の
目
盛
線

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
、
基
準
水
道
メ
ー
タ
ー
及
び
基
準
燃
料
油
メ
ー
タ
ー
検
査
流
量

基
準
タ
ン
ク

任
意
の
箇
所
の
目
盛
線
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基
準
体
積
管

任
意
の
計
量
値

基
準
液
柱
型
圧
力
計

任
意
の
三
箇
所
以
内
の
目
盛
線

基
準
重
錘
型
圧
力
計

任
意
の
三
箇
所
以
内
の
計
量
値

血
圧
計
用
基
準
圧
力
計

任
意
の
三
箇
所
以
内
の
表
す
量

熱
量
基
準
器

任
意
の
一
以
上
の
表
す
量

基
準
密
度
浮
ひ
ょ
う

任
意
の
七
箇
所
以
内
の
目
盛
線

液
化
石
油
ガ
ス
用
浮
ひ
ょ
う
型
密
度
計

任
意
の
三
箇
所
以
内
の
目
盛
線

濃
度
基
準
器

任
意
の
六
箇
所
以
内
の
目
盛
線

基
準
比
重
浮
ひ
ょ
う

目
量
が
〇
・
〇
〇
一
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
七
箇
所
以
内
、
目
量
が
〇
・
〇
〇
一
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
三
箇
所
以
内
の
目
盛
線

基
準
重
ボ
ー
メ
度
浮
ひ
ょ
う

目
量
が
〇
・
一
重
ボ
ー
メ
度
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
六
箇
所
以
内
、
目
量
が
〇
・
一
重
ボ
ー
メ
度
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
三
箇
所
以
内
の
目
盛
線

備
考
　
温
度
基
準
器
、
密
度
基
準
器
、
濃
度
基
準
器
及
び
比
重
基
準
器
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
右
に
掲
げ
る
箇
所
以
外
の
箇
所
に
つ
い
て
の
器
差
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式
第
１
（
第
６
条
関
係
）

様式第1（第6条関係）（平13経産令31・全改、平27経産令36・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 基準器検査申請書 都道府県知事殿 （国立研究開発法人産業技術総合研究所） （日本電気計器検定所） 年月日 下記の計量器につき、基準器検査を受けたいので、申請します。 1受けようとする基準器検査の種類及び基準器検査を受ける計量器の型式又は能力 2基準器検査を受ける計量器の数量 31個あたりの手数料及び手数料の合計 4基準器を用いる計量器の検査 5基準器検査を受けようとする場所 6基準器検査規則第2条第1項に定める申請者 住所（居所） 氏名（名称） 7代理人 住所（居所） 氏名（名称） 8その他 備考 1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2基準器を用いる計量器の検査の項には、第2条第1項に定める計量器の検査を記載すること。 3代理人の項には、代理人により基準器検査を受けるときのみ記載すること。 4その他の項には、基準ガスメーターの基準器検査については希望する検査流量を、基準器検査成績書に器差を記載する箇所について希望があるときは、その希望する箇所を記載すること。  
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様式第2（第6条関係）（平12通産令12・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 委任状 年月日 私は、基準器検査規則第2条第2項の規定に基づき、を （受任者の氏名（名称）） 代理人と定め、基準器検査の受検を委任します。 委任者住所（居所） 氏名（名称） 受任者住所（居所） 氏名（名称） 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第3（第23条関係）（平12通産令12・平12通産令247・平13経産令31・平27経産令36・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 基準器 種類 型式又は能力 器物番号 器差 表す量器差 器差の補正の方法 有効期間 年月日から年月日まで 用途又は使用の方法 その他 年月日 都道府県 （国立研究開発法人産業技術総合研究所） 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第5（第23条関係）（平12通産令12・平12通産令247・平13経産令31・平27経産令36・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 体積基準器 種類 型式又は能力 器物番号 器差 使用流量器差圧力損失 器差の補正の方法 有効期間 年月日から年月日まで 用途又は使用の方法 その他 年月日 国立研究開発法人産業技術総合研究所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第6（第23条関係）（平12通産令12・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 電気基準器 種類基準電流計（基準電圧計） 型式又は能力 器物番号 器差 端子計量値器差 器差の補正の方法 有効期間 年月日から年月日まで その他 年月日 日本電気計器検定所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第7（第23条関係）（平12通産令12・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 電気基準器 種類基準電圧発生器 器物番号 出力電圧値 ボルト 有効期間 年月日から年月日まで その他 年月日 日本電気計器検定所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第8（第23条関係）（平12通産令12・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 電気基準器 種類基準抵抗器 器物番号 電気抵抗値 オーム 有効期間 年月日から年月日まで その他 年月日 日本電気計器検定所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第9（第23条関係）（平12通産令12・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 電気基準器 種類基準電力量計 型式又は能力 器物番号 器差 端子力率負荷電流器差 測定条件 有効期間 年月日から年月日まで その他 年月日 日本電気計器検定所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第10（第23条関係）（平12通産令12・令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 照度基準器 種類単平面型基準電球 器物番号 器差 表す量器差 器差の補正の方法 測定条件電圧 有効期間 年月日から年月日まで 使用の方法 その他 年月日 日本電気計器検定所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第11（第23条関係）（平27経産令36・全改、令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 騒音基準器 種類基準静電型マイクロホン 器物番号 音圧感度の周波数特性 （音圧感度レベルは1V／Paを0dBとする。） 測定周波数（Hz） 音圧感度レベル（dB） 測定条件温度℃、相対湿度％、気圧kPa、バイアス電圧V 有効期間 年月日から年月日まで その他 年月日 国立研究開発法人産業技術総合研究所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第12（第23条関係）（平27経産令36・全改、令元経産令17・一部改正） 基準器検査成績書 第号 振動基準器 種類基準サーボ式ピックアップ 器物番号 信号変換器の器物番号 感度の周波数特性 1メートル毎秒毎秒当たりの電圧 測定周波数（Hz） （V） 測定条件 有効期間 年月日から年月日まで その他 年月日 国立研究開発法人産業技術総合研究所 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第13（第27条関係）（平12通産令12・平12通産令247・平13経産令31・平27経産令36・令元経産令17・一部改正） 不合格票 基準器検査を 行った計量器 不合格理由 年月日 都道府県知事 （国立研究開発法人産業技術総合研究所） （日本電気計器検定所） 備考用紙の大きさは、日本産業規格A5とすること。  
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